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（議長 鈴木裕美君委員長席に着く） 

    ◎開会の宣告 

〇議長（鈴木裕美君） ただいまから平成22年度標茶町各会計予算審査特別委員会を開会い

たします。 

（午後 ３時０１分開会） 

 

    ◎委員長の互選 

〇議長（鈴木裕美君） 委員会設置後最初の委員会でありますので、委員長、副委員長の互

選が必要であります。 

 委員長の互選は、委員会条例第９条第２項の規定により、年長の委員がその職務を行うこ

とになっております。黒沼委員が年長委員でありますので、黒沼委員に委員長互選の職務を

お願いいたします。 

 休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時０２分 

再開 午後 ３時０３分 

 

（年長委員 黒沼俊幸君委員長席に着く） 

〇年長委員（黒沼俊幸君） 休憩前に引き続き委員会を開きます。 

 ただいまの出席委員15名、欠席なしであります。 

 これより委員会条例第８条第２項の規定により、委員長の互選を行います。 

 互選の方法について発言を求めます。 

 小野寺君。 

〇委員（小野寺典男君） 委員長の互選につきましては、指名推選としまして、私から指名

することでお諮り願います。 

〇年長委員（黒沼俊幸君） ただいま小野寺委員から指名推選の発言がありました。 

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇年長委員（黒沼俊幸君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、委員長の互選は、小野寺委員からの指名推選に決定いたしました。 

 小野寺君。 

〇委員（小野寺典男君） 委員長には、平川委員を推薦いたしますので、お諮り願います。 

〇年長委員（黒沼俊幸君） ただいま小野寺委員から、委員長に平川委員の指名がありまし

た。 

これに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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〇年長委員（黒沼俊幸君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、委員長には平川委員が当選されました。 

 休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時０４分 

再開 午後 ３時０５分 

 

（委員長 平川昌昭君委員長席に着く） 

〇委員長（平川昌昭君） 休憩前に引き続き委員会を開きます。 

 

    ◎副委員長の互選 

〇委員長（平川昌昭君） 続いて、副委員長の互選を行います。 

 互選の方法について発言を求めます。 

 小野寺君。 

〇委員（小野寺典男君） 副委員長の互選につきましては、指名推選としまして、私から指

名することでお諮り願います。 

〇委員長（平川昌昭君） ただいま小野寺委員から指名推選の発言がありました。 

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、副委員長の互選は、小野寺委員からの指名推選に決定いたしました。 

 小野寺君。 

〇委員（小野寺典男君） 副委員長には、菊地委員を指名いたしますので、お諮り願います。 

〇委員長（平川昌昭君） ただいま小野寺委員から、副委員長に菊地委員の指名がありまし

た。 

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、副委員長には菊地委員が当選されました。 

 休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時０６分 

再開 午後 ３時０７分 

 

〇委員長（平川昌昭君） 休憩前に引き続き委員会を開きます。 
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    ◎議案第２４号ないし議案第３１号 

〇委員長（平川昌昭君） 本委員会に付託を受けました議案第24号、議案第25号、議案第26

号、議案第27号、議案第28号、議案第29号、議案第30号、議案第31号を一括議題といたしま

す。 

 議題８案は、本会議で内容の説明を受けておりますので、直ちに質疑を行います。 

 質疑は、逐条質疑と総括質疑に分けて行います。 

 なお、議案第24号から議案第29号までの歳入歳出予算は、歳入と歳出に分け、議案第24号

の歳出は款ごとに行います。 

 初めに、議案第24号、一般会計予算、第１条、歳入歳出予算の歳出から行います。 

 １款議会費について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、２款総務費について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

 末柄委員。 

〇委員（末柄 薫君） それでは、総務費、職員研修費についてお伺いいたします。この職

員研修費、毎年度300万円以上の予算が組まれておりますが、この内容についてお伺いいた

します。 

〇委員長（平川昌昭君） 総務課長、玉手君。 

〇総務課長（玉手美男君） お答えをいたします。 

 職員研修費345万1,000円でございますが、報償費につきましては80万円、講師謝礼でござ

います。続きまして旅費につきましては、特別旅費といたしまして職員の道内研修、それか

ら道外研修、それから研修センターに入ります札幌での研修、それから千葉アカデミーでの

研修、それから各専門職におきましての専門研修、これらをそれぞれ希望をとりながら研修

に行っていただくという内容であります。需用費につきましては、消耗品費、図書代等でご

ざいます。あと、負担金補助につきましては、資格取得ですとか、参加費負担金等でありま

す。 

 以上でございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 末柄君。 

〇委員（末柄 薫君） もろもろの経費がかかってきておりますけれども、この中には職員

自身の自己負担のあるものなども含まれておるわけですか。 

〇委員長（平川昌昭君） 総務課長、玉手君。 

〇総務課長（玉手美男君） 一部自己負担が発生する部分も実はございます。道内研修にお

きましては、グループ研修等で視察研修をする場合に希望地を自分たちで決めますので、そ

の際限度額を実は決めております。その際13万円を、１名13万円を限度としておりますし、

道外にありましては１名17万円を限度として支給をすると、それに超える部分については自
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己負担をお願いをするという形になってございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 末柄君。 

〇委員（末柄 薫君） 研修費のほうはわかりました。 

 次に、地方振興費の企画費、62ページです。まちづくり推進委員報酬、これが毎年度減額

されてきておりますが、その理由、その内容等についてお伺いいたします。 

〇委員長（平川昌昭君） 企画財政課長、森山君。 

〇企画財政課長（森山 豊君） お答えいたします。 

 企画費のまちづくり推進委員の報酬ですけども、この内訳につきましては半日の報酬4,30

0円掛ける12名、そして今回５回というふうにしておりますので、回数の部分と、それから

人数的な部分で減額となっているというふうに思います。それにつきましては、これまでの

議論の経過含めまして今回このような設定をさせていただいたということでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 末柄君。 

〇委員（末柄 薫君） まちづくり委員もう少したくさんおられたのじゃないかなと思うの

ですが、その辺のところはいかがですか。 

〇委員長（平川昌昭君） 企画財政課長、森山君。 

〇企画財政課長（森山 豊君） お答えいたします。 

 団体推薦分と、それから一般公募分でありまして、結果としてこの人数になっているとい

うふうにご理解いただければと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 黒沼君。 

〇委員（黒沼俊幸君） ことしは行政施行125年に当たるというお話ですけれども、ここに

予算を計上してございます。200万円あるわけですけど、主立った行事の予定はどのように

なりましょうか、お伺いします。 

〇委員長（平川昌昭君） 企画財政課長、森山君。 

〇企画財政課長（森山 豊君） お答えいたします。 

 行政施行125周年記念の事業といたしましては、式典等は行う予定はございませんが、そ

れ以外に町内で行われている事業をその冠事業として１つは実施していくということがあ

ります。それと、もう一つは、ＮＨＫの公開番組の公開収録が行われるということがありま

す。それと、ここにあります200万円でありますが、これにつきましては町内の団体等で125

周年を記念して実施をしたいという事業が私どものほうにも一般で来ておりますので、それ

らも含めてこの200万円の中で行ってまいりたいというふうに考えているので、ご理解いた

だきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 越善君。 

〇委員（越善 徹君） 63ページの２款８項１目15節の工事請負費でございますけれども、

デジタル中継局の建設を予定しているということですが、この場所１カ所で標茶町地域の見
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えづらいとこというのは解消するのでしょうか、またあるいは今後もそういう見えづらいと

こについては対処していくのかどうか。 

〇委員長（平川昌昭君） 企画財政課長、森山君。 

〇企画財政課長（森山 豊君） お答えいたします。 

 今回予算化させていただいておりますデジタル放送中継局の設置につきましては、これは

標茶市街の650世帯が今現状難視聴になっているというのが通信局の調査で判明いたしまし

た。それに係る部分でございまして、あと各地区、以前にも報告させていただきましたが、

各地区で点在する部分につきましては今後また通信局とも情報交換をしながら、基本的には

全世帯が見れるような対応を並行して進めてまいりたいというふうに考えていますので、ご

理解いただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 林君。 

〇委員（林  博君） 65ページです。地域交通対策費の中の負担金補助及び交付金の中で

標津線の代替の関係なのですけども、これバスの負担金かというふうに思うのですけども、

この利用状況といいますか、どのような方がどの程度利用されているか、もし把握していれ

ば教えていただきたいと思います。 

 それとあわせて、この負担金については、昔のことちょっとわかりませんけども、過去何

年かについては微増といいますか、少しずつですけども、負担金がふえているような状況に

あるのかなと思うのですけども、この辺の要因といいますか、を教えていただきたいと思い

ます。 

〇委員長（平川昌昭君） 企画財政課長、森山君。 

〇企画財政課長（森山 豊君） お答えいたします。 

 委員お尋ねの標津線代替輸送連絡調整協議会負担金でございますけども、これにつきまし

ては今回の予算要求につきましては運営費の部分になってございます。運営費につきまして

は、総体で6,508万9,000円というふうになっていまして、それを各沿線自治体でそれぞれ負

担することになっていますけども、本町の負担割合は10.12％ということになってございま

す。それと、利用実態でございますが、平均乗車率でいきますと、おおむね５人という形に

なってございます。 

 それから、この運営費の増減といいますか、そういう部分でありますけども、それにつき

ましては実際にバスの運行を委託している２社がありますけども、それらの運行状況、燃料

等の高騰とかもありますし、あとは運賃の収入等々、また補助金等の額等、さまざまな要因

が相まって多少の増減が出てくるということでご理解をいただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 林君。 

〇委員（林  博君） 今、平均５人程度というようなお話があったのですけども、その中

でもうちょっと詳しく、例えば高校生、学生とか、一般の人とかというのがもしわかれば、

ちょっとお教え願いたいのですけども。 
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〇委員長（平川昌昭君） 企画財政課長、森山君。 

〇企画財政課長（森山 豊君） お答えいたします。 

 以前に乗車実態を調べたときには、一般の乗客に加えて一部標茶高校に通う高校生が乗車

しているというふうに聞いているとこであります。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 後藤君。 

〇委員（後藤 勲君） 先ほど黒沼委員のほうから行政施行125周年記念事業ということで、

それなりのことをやるのだろうなというふうには思っていますけれども、ただ素朴な疑問な

のですけど、125というのはどういうことで決めたのか、ちょっといまいちわからないので

すけども、例えば130なり、150なりというのならわかるのですけど、125というのはどうい

う、何かあるのでしょうか。 

〇委員長（平川昌昭君） 副町長、及川君。 

〇副町長（及川直彦君） お答えをしたいと思います。 

 ただいま後藤委員から質問がありましたけども、記念式典の数字のとらえ方の問題であり

ますけども、大きく言えば、100年とか150年とか、大くくりであろうかと思いますけども、

標茶町の過去の記念式典の設定の年数を見ますと、開基75年とか、あるいは85年とか、大き

かったのは100年ということがありました。他の地域でも65年とか、そういう意味ではどう

いう位置づけでの設定をしたかどうかということがちょっと不明な年数のとらえ方してい

るのもかなりございます。ただ、標茶町的にいいますと、100年、いわゆる行政施行で100年

を記念して過去にやっておりますし、110年という部分についてもいわゆる特別な式典等は

行いませんでしたけども、そういうことでやっています。管内的にもそうでありますけども、

標茶町としてもそうなのですが、いわゆるこの110年の時期から125年のこの時期までの時代

の背景としては、ご案内のように、いわゆる国の施策で合併を強力に進めるとか、あるいは

地方財政にかなりの影響を食らうような施策展開がされたりして、正直言うと、なかなか記

念式典をやれるような環境にはなかったのが今日的な経過ではないかなというふうに思い

ます。そういう意味では、これは過去にも議会筋のほうからことしは何年になるけど、こう

いうことやらないのかとか、そういう意見がこのつらい過去の十数年の中にあったわけです

けども、そういう事情でやっていなかったということも含めて考えたときに、たまたまこと

しは125年という、クオーターといいますか、４分の１のサイクルでいうと、25年サイクル

でいうと、25年、50年、75年という、そして100年というサイクルになるもんですから、そ

ういう意味では125という数字はそれなりの意味のある数字ではないかということで、一応

皆さんにも、町民の皆さんにもそういったことを改めて意識をしてもらうという意味で設定

をさせていただいているところであります。 

〇委員長（平川昌昭君） 後藤君。 

〇委員（後藤 勲君） 話はよくわかりました。あと、逆に150年というのは我々いるかい

ないかわからないので、それなりの行事等をやっていただければと思います。わかりました。 
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〇委員長（平川昌昭君） 副町長、及川君。 

〇副町長（及川直彦君） ただいま後藤委員から指摘がありましたことが、多分町民の皆さ

んもそういう事情にあるのではないかなというふうに思います。そういう意味では、先ほど

企画財政課長のほうからもご説明ありましたけども、あるいは町長の施政方針の中でも説明

しておりますけども、そういった面では先人のご苦労に感謝をしながら、町民皆さんで派手

さは控えつつもこの経過について、あるいは将来に向けての意思統一ができるようなことで

何かふさわしい事業等があって、気持ちを一つにしていけるような形で最終的には取り組ん

でまいりたいなというふうに思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 田中敏文君。 

〇委員（田中敏文君） 53ページの19節の負担金及び交付金の中で自治体の情報システム協

議会の負担金の中でＩＤＣに移行分で800万円の減額だったのか、増額だったのか、またこ

のＩＤＣに移行する分の内容についてわかる範囲内でお願いします。 

〇委員長（平川昌昭君） 総務課長、玉手君。 

〇総務課長（玉手美男君） お答えをいたします。 

 企画財政課長の説明のときに、前年度比較してプラスというお話であります。822万8,000

円でございます。北海道自治体情報システム協議会負担金につきましては、ＩＤＣ、インタ

ーネットデータセンターへの移行ということでございます。これは、今役場の中にデータを

サーバー管理をしてございます。11基ほど管理をしてございますが、それを札幌のほうに基

幹サーバー等を移行するという、19年から協議会のほうで決定をしておりまして、随時各市

町村移行を実はしております。その関係で移行費と、それからことしの分の負担部分という

ことが820万円ふえるわけでございます。本年度については、移行部分だけが余計にかかる

わけで、あと残りの400万円ほどの負担金が毎年かかる部分というふうになってございます。

これは、あくまでもデータ管理をする上では災害に耐え得るサーバー管理ができるというこ

とで、協議会加入の団体、全団体がそこに入ってくるという形であります。万が一の話でご

ざいますが、光ファイバーを使ってデータを標茶町と札幌で行き来するわけでございますが、

そのライン自体に破損が生じた場合のことを考えてバックアップサービスをするという形

でサーバーを残すと、若干残して対応すると、対応できるような形をとろうということでご

ざいますので、ご理解を願いたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 伊藤君。 

〇委員（伊藤淳一君） 今、黒沼委員、それから後藤委員聞いた部分の行政施行の記念事業

に関してなのですが、先ほどご答弁の中で式典は行わないというので、決まった時期という

ことがあるのかないのかなということがまず１点と、それから町内の団体が実施したいとい

うようなという話がありましたが、差し支えなければ主にどんなようなことが申し込まれて

いるのかなというふうなことをお知らせいただければというふうに思います。 
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〇委員長（平川昌昭君） 企画財政課長、森山君。 

〇企画財政課長（森山 豊君） お答えいたします。 

 125周年の時期という部分では、式典等がありませんので、これを基準にということでは

ありませんけども、年間通してそういうふうに盛り上げをしていきたいというのがあります。

もう一つは、どういう申し出があったかということですが、例を１つ挙げますと、商工団体

において記念の花火大会を行いたいというようなお話を今のとこご相談として受けている

ところでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 伊藤君。 

〇委員（伊藤淳一君） ちょっと疑問にというか思った部分は、今の商工会団体という大き

な事業をされるという部分では大変いいのかなというふうに思いながらも、どういう形がき

ちっとわからないけれども、何がしの中でやりたいという、そういう周知といいますか、そ

んなような部分というのがどこかにあったのかなという部分、それから決まった時期的にさ

れないで、今の答弁でいくと、年度内の中にいろんな形でといくと、単純に125周年記念事

業という冠をつけただけとかということもあり得るのだろうと思うのです。そうした場合に

通常の行事よりも、そうだからもうちょっと予算を下さいとかといった場合に、補助の要綱

みたいというか、そんなものも出てきやしないのかなという気もしたもんですから、ちょっ

と３つほどあるかもしれませんが、お伺いしたいというふうに思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 副町長、及川君。 

〇副町長（及川直彦君） 企画財政課長のほうから説明をさせていただいていますので、現

状のところについてはどういう状況かなということでは、多分ご推測されての質問ではない

かなというふうに思います。ご案内のように、本町ではいろんなイベントの補助金、相当予

算組みをしてございます。その中で町民の皆さんが例えば産業まつり、あるいは夏祭り、あ

るいは文化講演会、あるいは駅伝競走等々含めて、かなりスポーツから文化まで含めていろ

んなイベントがございます。中には、文化講演会のようにふるさと創生資金を使ってやって

いるものもございまして、これについて言えば、金額が必ずしも、予算は組んでいますけど

も、かっちりしたもんではありませんので、その内容によって町民の皆さんの思いによって

は金額的には変化することもあるのではないかな。総じて言うと、記念式典をやらないで通

常のやっているイベントの中でそういう思い入れを入れていただきたい、取り組みとして力

を込めていただきたいということが結果として予算としてふえるかふえないかというのは

議論としてはあるかもしれません。結果としては、増額の要求が、追加の要求があるかもし

れませんけども、それを今の段階から幾らずつ上積みするよとなりますと、考え方が先行す

るよりもお金が先行する可能性が出てくるもんですから、そういった面ではいわゆる125年

ということについてそれぞれ周知、アピールしながら、それぞれのイベントについてそうい

う節目の年のイベントなのだということで内容的にも成熟をさせていただくことがまず一

番大事なことではないかと。予算の考え方については、結果、後での話として整理したほう

がいいのではないかなというふうに思っております。 
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〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、３款民生費について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

 深見君。 

〇委員（深見 迪君） 町長が町政執行方針で取り上げてうたわれているふれんどタイム事

業なのですが、予算説明資料にも金額出ておりますけれども、１つ確かめたいのは、これは

72ページの課長説明にあった障害者のスキルアップ事業のところと一緒に入っているとい

うことですか、まず最初に伺いたい。 

〇委員長（平川昌昭君） 住民課長、妹尾君。 

〇住民課長（妹尾昌之君） お答えをいたします。 

 日中一時支援の関係でございますが、障害者福祉費、予算書のページでまいりますと、72

ページの委託料の中の業務委託料の中に74万6,000円を業務委託という形で計上をしており

ます。 

〇委員長（平川昌昭君） 深見君。 

〇委員（深見 迪君） それで、これは児童デイサービスのかかわりだと思うのですが、こ

れを取り上げたというか、の経緯について相当親御さんや保護者の方の要望が強かった、ど

ういう経緯でこれが起こされたのかというのをちょっと伺いたいのですが。 

〇委員長（平川昌昭君） 住民課長、妹尾君。 

〇住民課長（妹尾昌之君） 昨年いわゆる障害者自立支援法に基づくサービス事業として、

児童デイサービスの事業所が町内に開設されました。それに伴いまして、児童デイサービス

が行われているわけですが、ただ法律上のサービスはいわゆる学校が終わった後の部分とい

うことになっております。そういう面では、いわゆる夏休み、冬休み、春休みの部分につい

ては午前中の部分がないという、預かるところがないということになりますので、その部分

については児童デイに通っている父母のほうから昨年秋に要望がございまして、今回新年度

からこういう形で実施をしたいということで予算化を図ったということでございますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 深見君。 

〇委員（深見 迪君） 大変すばらしい内容だというふうに思うのですが、これ法人格、釧

路の事業所ですよね。そうすると、標茶が補助をすると、どういうスタイルになってこれが

生きていくのかということが１つと、それからこれほとんど人件費と見ていいですか。 

〇委員長（平川昌昭君） 住民課長、妹尾君。 

〇住民課長（妹尾昌之君） 業務の委託につきましては、児童デイを運営している法人と契

約をして行いたいというふうに考えております。基本的に業務の委託料については、指導員

の人件費ということでご理解をいただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、４款衛生費について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

 末柄君。 

〇委員（末柄 薫君） 一番最後のところ、92ページになりますか……失礼、衛生費いっち

ゃうな。座るわ。 

〇委員長（平川昌昭君） ご質疑ないですか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、５款労働費について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（何事か言う声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） 労働費。衛生費は終わりました。５款労働費。 

 労働費についてご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、６款農林水産業費について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

 田中敏文君。 

〇委員（田中敏文君） 別紙説明資料の171ページの有害鳥獣駆除事業の中で業務委託が349

万5,000円、これはどのような形で業務委託をされるのか聞きたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 農林課長、牛崎君。 

〇農林課長（牛崎康人君） 平成22年度の有害鳥獣の捕獲関係につきましては、既に議論さ

れております実施隊のほかに、従前から行っている許可捕獲の部分についてはそのまま残し

て、そして実施隊も加えるということになっておりまして、ここに計上しております委託料

につきましては、例えばエゾシカは１頭当たり4,000円ですとか、そういった従前からの委

託料でございますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 田中敏文君。 

〇委員（田中敏文君） 次に、車両の購入費として400万円ほど上がっているのですけども、

どのような車両の購入なのかお教え願います。 

〇委員長（平川昌昭君） 農林課長、牛崎君。 

〇農林課長（牛崎康人君） 備品購入費で車両購入費といたしまして、400万円を計上させ

てもらっております。これにつきましては、現在林政係のほうで１台ピックアップ型のトラ

ックがあるのですけれども、そちらにつきましては造林事業等でも頻繁に使われておりまし

て、実施隊員が捕獲しましたエゾシカ等を回収するために主に使う予定でございます。そう

いうことで、ピックアップ型に加えてウインチ等、特にエゾシカを想定して畑から引っ張れ

るような装備をしたいというふうに考えております。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 
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 伊藤君。 

〇委員（伊藤淳一君） 169ページの農業振興費のニューホーム対策推進事業の補助金なの

ですが、ちょっと私も調べていないので、十分じゃないのですけども、多分昨年交付金か何

かのかわりで減額なって、もっと金額は百数十万円あって、交付金か何かで減額されてとい

うふうに思っていたのですが、昨年の額からいくとかなり少なくなっていますので、どのよ

うな状況なのかということでお伺いしたいというふうに思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 農林課長、牛崎君。 

〇農林課長（牛崎康人君） ニューホーム推進協議会に対する補助の関係なのですけれども、

平成21年度の決算見込みで実は100万円を超える繰越額が出そうだということでございます。

この事業につきましては、あくまでも募集をして応募があって初めて成り立つ事業でござい

まして、平成21年度中につきましてはあいにく応募が少なかったりして事業費を満度に使わ

なかったということで繰越金が生じるということがありまして、平成22年度の予算について

は減額をしております。平年ベースでいきますと、200万円前後ぐらいの事業を行えるよう

な形での予算措置ということでやっております。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 後藤君。 

〇委員（後藤 勲君） 96ページの牧野管理費の中で牧野運営審議会委員報酬と、金額的に

は小さいのですけども、私ちょっとわからないので、この審議会の委員というのは例えば年

間どのぐらい会議をしているものなのか、どんな人がなっているものなのか、それからどう

いうようなことをやっているのか、ちょっと詳しく教えていただければと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 育成牧場長、表君。 

〇育成牧場長（表 武之君） お答えいたします。 

 運営審議会は、年２回ほど行っております。委員としましては、委員長は農協の組合長が

運営審議会の委員長をやっております。そのほか、牧場を利用している各地区代表の方々も

来ておりますし、あと共済の理事長、支所長、それから普及センターの次長、標茶高等学校

の校長さん、あと各地区の利用農家の方々にお願いしております。 

 以上です。 

（何事か言う声あり） 

〇育成牧場長（表 武之君） 済みません。内容ですが、牧場の内容の実績につきまして皆

さんに説明をしながら、運営に対するご意見等をいただきながら運営しているということと、

人数ですが、今現在12名でやっております。そのほかに互助会役員という部分もありまして、

それにつきましては７名になっております。 

〇委員長（平川昌昭君） 後藤君。 

〇委員（後藤 勲君） 今聞いたところ、それなりのメンバーがそろってやっているのだな

というふうに考えますけれども、この内容についてもう少し詳しく聞かしていただければな

と思うのですけれども。 
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〇委員長（平川昌昭君） 育成牧場長、表君。 

〇育成牧場長（表 武之君） 直近の会議次第の内容につきましてご説明させていただきま

す。 

 まず、その年度の予算、決済状況について説明をしたり、あとは夏季放牧、冬季舎飼いの

状況についても説明しております。また、その年度の家畜の防疫、衛生検査等についての説

明をする、その他その年度の事故牛の発生状況について説明をする、その他道営事業等あれ

ば、それらについて説明をしております。そして、新たな事業としてありましたら、またそ

れについても説明をすると。それで、委員の方々にいろいろ意見を聞きながら、牧場の運営

に貢献しているということでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 黒沼君。 

〇委員（黒沼俊幸君） 101ページの酪農センター費のことですが、これ先ほどの説明では

退職者が出たので、補充はしていないからこうなるというふうに伺ったような気しています。

補充はないということですか、その点お伺いします。 

〇委員長（平川昌昭君） 社会教育課長、中居君。 

〇社会教育課長（中居 茂君） お答えいたします。 

 酪農センター費のこの報酬の減額につきましては、磯分内の酪農センターの管理人がもと

職員で置いていたのですけれども、残念ながら死亡退職されたということで、その後の後任

の管理人を臨時の管理人で対応したということで、当初予算では比較では大きな減額になっ

たということでご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、７款商工費について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、８款土木費について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

 田中敏文君。 

〇委員（田中敏文君） 土木費の中で、これも別紙なのですけども、173ページ、橋梁の長

寿命化修繕計画策定事業という形の中で橋の耐震化、10の橋が耐震調査したいということ、

この橋の耐震の部分でいけば、町道にかかわる部分なのか、また年度的にどういう、まだま

だ対象となる橋があるのか、お教え願いたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 建設課長、井上君。 

〇建設課長（井上 栄君） お答えいたします。 

 橋梁長寿命化修繕計画策定事業の内容についてかと思いますので、お答えいたします。長

寿命化修繕計画、修繕計画の策定事業としてことし点検作業を開始することといたしました。
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対象といたしましては、町道にかかります橋、現在車道橋でございますが、102橋ございま

す。最終的には、歩道、農道橋含めまして108橋全橋の点検作業を行いたいというふうに考

えておりますが、今補助との関係がございまして、現在のところは町道に関する102橋の車

道橋に対してまずは点検作業に着手したいということでございます。 

 173ページの別紙のほうでご説明させていただきますと、まず一番右側の橋梁長寿命化修

繕計画策定事業、これがいわゆる補助事業でございまして、これにつきましては現在102橋

のうちの15メートル以上の橋長を持っています本町の橋、30橋ございます。15メートル以上

で、それから重要なネットワーク上、いわゆる重要な幹線、町道にかかっているものという

ことの条件の中でこの補助事業で30橋を実施することにいたしました。そのほか、社会資本

整備総合交付金事業の中の効果促進事業というふうに150万円計上させていただいておりま

すが、これにつきましてはその15メートル以下の72橋残りますが、このうちの17橋を古い順

からことしは点検作業を実施したいと。この後22、23、24でそれぞれ点検をしていきまして、

最終的に補助事業の絡みでいきますと、25年までに修繕計画の策定を実施したいと。これは、

中身的には耐震というお話もあったのですけども、橋そのものの劣化、いわゆる塗装だとか、

それからコンクリートのひび割れだとか、橋そのものの劣化状態を調べて、今後効果的な修

繕を行っていくためには、どの時点でお金を投入することが一番効果的なのかという計画書

をつくるための第１段階の目視点検の部分がことしの主な内容となってございます。これか

ら点検を実施いたしまして、緊急的に対応しなければならないものは補修をすぐに実施する

ことにも発展していく可能性ありますし、特に急ぐ部分でなければこの修繕計画にのっかっ

て点検からいわゆる補修の計画書のほうの策定のほうに移っていくと。ソフト部分になりま

すけども、そういう作業にこれから数年かけてやっていって、最終的には修繕計画書をつく

ることが目的でございまして、これに沿って今後修繕を計画的にやっていくと。そのときに、

今25年までにこの修繕計画策定することによってその修繕の内容と、それから金額によって

は、その修繕そのものが補助事業にのるためのこの点検作業が条件になりますので、25年ま

でに策定の作業を実施したいと考えているところでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、９款消防費について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、10款教育費について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

 深見君。 

〇委員（深見 迪君） １つは、少し小さい問題ですが、学校管理費の図書費の教師用図書、

小学校、中学校計上されていますけれども、どういう内容のものになりますか。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育委員会管理課長、島田君。 
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〇教委管理課長（島田哲男君） お答えいたします。 

 学校図書費については、児童生徒用図書と教師用指導図書のそれぞれ予算分けをしており

まして、児童生徒用につきましては学校配当において各備品等一般備品、いわゆる電気製品、

あるいは教材備品、それからＰＣ備品等、それぞれトータル的に学校の裁量で運用できるよ

うに一括して配当しております。 

（「教師用」の声あり） 

〇教委管理課長（島田哲男君） 教師用については、新学習指導要領に基づいてそれぞれ移

行期間の中での学校での教科書指導用としての追加の図書でございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 深見君。 

〇委員（深見 迪君） 次に、パソコン、９月補正にあったパソコンなのですが、いつから

完全にこれが作動されていくのかという見通しと、それから今までにない大がかりな設置に

なりますので、違いますか。 

〇委員長（平川昌昭君） 何ページ言っているのですか。補正は終わりましたよ。新年度予

算。 

〇委員（深見 迪君） 補正じゃなくて、載っていますよね。学校パソコン保守管理委託と

いうのが124ページにも載っていますし…… 

（「いいんだよ」の声あり） 

〇委員（深見 迪君） いいですか。 

〇委員長（平川昌昭君） はい。 

〇委員（深見 迪君） いつごろ、時期と、それからいろいろ新しい先生方も経験なので、

課題とか問題点とかというのはなかったのかどうなのか、どういう課題があるのかというよ

うなことについて、あれば教えてください。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育委員会管理課長、島田君。 

〇教委管理課長（島田哲男君） お答えをいたします。 

 21年度の補正予算で繰越明許で予算をしておりますＰＣの導入ですが、22年度導入計画で

現在進めているところでございます。これまでのＰＣの形と大きくそれぞれ管理状態で変え

ていくということでの導入でございまして、実際には運用するに当たっての時期はかなり22

年度の中で後半戦になっていくのかなというふうには考えております。これも実際には昨年

の12月に教職員等の説明会を含めて、いろいろ内容等のすり合わせをしてきた経過がござい

ます。機械の導入については、機種選定についてはご了解をいただいたというふうに認識し

ておりますが、その運用面について非常に校内の中できちっとしたものがなかなかすんなり

と伝達されない部分がございますので、多少時間がかかるというふうに私どもは考えてござ

います。児童生徒用のパソコンはよろしいのですが、指導用パソコンというか、先生方が使

うパソコンについては、今まで個人のパソコンを使っていただいたスタイルと一括管理方式

でやるスタイルとかなりの使い方が隔たりがあると。隔たりというのは、制約といいますか、

制限といいますか、そういった部分がかかるということでかなりの使いづらさというか、そ
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の辺が発生してございます。そういった部分では、私どもは今のいろんなパソコンの業務上

で情報管理、あるいはそれぞれ個人情報の問題、それから今北海道でいろいろ問題になって

いますインストールのそれぞれの問題、そういった部分を安全管理上どうすればいいかとい

う部分では非常に大きな課題でありますので、ちょっとすり合わせに時間はかかるというふ

うには考えておりますので、今時期についてはちょっと明言はできませんけども、そういっ

た部分で多少後半戦になるのかなというふうには考えております。 

〇委員長（平川昌昭君） 深見君。 

〇委員（深見 迪君） 目標について何か思惑ありますか、いつごろという。後半戦と言い

ました。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育委員会管理課長、島田君。 

〇教委管理課長（島田哲男君） 目標は、なるべく早くということでご理解いただきたいと

思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 深見君。 

〇委員（深見 迪君） それでは、次に学力テストのことなのですが、新聞報道によると、

札幌のほとんど100％が希望するということですけど、ことしの町の予算の中にはそういう

のは出ていないように見えるのですけど、これは関係ないですか、予算とは。 

〇委員長（平川昌昭君） 指導室長、川嶋君。 

〇指導室長（川嶋和久君） お答えします。 

 予算につきましては、道のほうの予算がついておりますので、そちらのほうで行うという

ことになっております。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 小林君。 

〇委員（小林 浩君） スクールバスの委託料のところで括弧書きの総合的学習というのが

あるのですが、これ恐らくスポーツの大会だとか、そういうやつの分なのかなと思うのです

が、そうでしょうか。 

〇委員長（平川昌昭君） 何ページ。 

〇委員（小林 浩君） 128。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育委員会管理課長、島田君。 

〇教委管理課長（島田哲男君） 学習指導要領に基づいて総合的学習が導入されまして、そ

れぞれ各学校において授業で学校を離れての教室、授業を行う場合にこの部分の委託料で支

出してございます。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 黒沼君。 

〇委員（黒沼俊幸君） 125ページの補助金のところで標茶高校教育振興会助成金とありま

す。これは、額が大きいし、前にも一回聞いたような気するのだけど、今また聞きたいと思

うのですけど、内容はどのようなものか、ずっとこれ続くものか、その点２点お願いします。 
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〇委員長（平川昌昭君） 企画財政課長、森山君。 

〇企画財政課長（森山 豊君） お答えいたします。 

 この教育振興会への助成金ですが、総合学科に移行したときに創設したものであります。

教育振興会につきましては、学校の関係者、それと町内の経済団体等々を含みまして、いか

に標茶高校に魅力ある学習内容といいますか、そういうものを提供できるかということも１

つあります。それと、もう一つ、この中で大きな柱となっていますのは、生徒を募集をする

という部分にどうやって支援をしていくかということがあります。ご案内のとおりに、今標

茶高校については３間口の状態であります。これが２間口になったときに教育の内容の低下、

それとそれが及ぼす町内への経済的な影響というのが非常に大きなものがあります。それら

については、この中でも議論しながら進めていこうということでやっているとこです。なお、

教育振興会の事業費につきましては、町からも助成しておりますが、高校みずからの負担、

それから経済団体からの支援、それらも含めて行っておりまして、町につきましては一定の

割合をもって助成額を決定しているという内容になってございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 黒沼君。 

〇委員（黒沼俊幸君） 年数、もっとずっと続くのかどうかも聞いた。 

〇委員長（平川昌昭君） もう一回。 

〇委員（黒沼俊幸君） ５年も10年もずっと続くのかもお伺いしたい。 

〇委員長（平川昌昭君） 企画財政課長、森山君。 

〇企画財政課長（森山 豊君） お答えいたします。 

 年数が何年というお話はここではできないと思いますけども、先ほどありました趣旨につ

いては生かしていく方針で現状は考えているということでご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 越善君。 

〇委員（越善 徹君） 129ページ、委託料ですけども、この中に特殊建築物定期報告調査

委託料というのがあるのですが、これはいかなるものなのでしょうか。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育委員会管理課長、島田君。 

〇教委管理課長（島田哲男君） お答えいたします。 

 特殊建築物定期報告調査委託料、建築基準法に基づきまして特定建設物、実際には標茶小

学校と中学校なのですが、３年に１度ということで調査をし、報告をしなきゃならないとい

う義務がございますので、今回計上した経過がございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 越善君。 

〇委員（越善 徹君） 142ページ、一番上に賃金というのがありまして、これは多分道路

の発掘の部分だと思うのですが、これは大した面積的には大きくないところなのですが、ど

のぐらいの日数と延べの人工数はどのぐらい見ていますか。 

〇委員長（平川昌昭君） 社会教育課長、中居君。 

〇社会教育課長（中居 茂君） 今142ページ。こちらのほうは、緊急雇用創出推進事業と
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いうことで、半年間収蔵資料の整理をするという部分の賃金でございます。郷土館です。 

〇委員長（平川昌昭君） 越善君。 

〇委員（越善 徹君） 資料の中には、埋蔵文化財発掘調査というのありますよね。 

〇委員長（平川昌昭君） 社会教育課長、中居君。 

〇社会教育課長（中居 茂君） 発掘の部分につきましては、135ページの社会教育総務費、

これの賃金の中で見ております。賃金につきましては254万6,000円、この部分が発掘の部分

でございます。人工ですけれども、発掘作業のほう、実際に発掘するのが５名で20日間、そ

れからその発掘した後の整理作業につきましても５名で48日間、それと作業員の交通費につ

いても若干見てこの金額になっております。 

〇委員長（平川昌昭君） 越善君。 

〇委員（越善 徹君） その面積は、幾らになっています。 

〇委員長（平川昌昭君） 社会教育課長、中居君。 

〇社会教育課長（中居 茂君） 面積は余り大きくはありませんけれども、55平米でありま

す。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 林君。 

〇委員（林  博君） 多分毎年載っているので、今さら聞くのもちょっと恥ずかしいので

すけども、146ページ、147ページの中、給食センター費の中だったかと思うのですけども、

高度へき地校給食材料費ですか、これどういうものなのか、ちょっとお伺いしたいのと、給

食委託料の内容といいますか、をちょっと詳しくお教えいただきたいのですけど。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育委員会管理課長、島田君。 

〇教委管理課長（島田哲男君） お答えいたします。 

 １点目の高度へき地校給食材料費についてですが、これは国庫補助になってございます。

内容的には、３級地以上の学校、標茶でいいますと、御卒別、沼幌、久著呂、阿歴内、中茶

安別について国庫補助が毎年、金額、小学校でいえば16円、中学校では18円ということで毎

年変わるわけなのですが、大体この数字で毎年来ています。ただ、この補助については、そ

れぞれ自治体も同額を出すということでの要件になっていますので、実際にはそれぞれ小学

校32円、中学校36円ということでの補助になります。１食当たりです。 

 それから、２点目の委託料についてでございますが、給食委託料について給食運搬の委託

が主でございます。４路線を走っておりまして、給食運搬の委託料、あと清掃業務等につい

ては通常の清掃委託、あるいは業務は各種機材等点検等の委託の内容になってございます。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、11款災害復旧費について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇委員長（平川昌昭君） なければ、12款公債費について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、13款諸支出金について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、14款職員費について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、15款予備費について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、第１条、歳入歳出予算の歳入、１款町税から21款町債

まで一括して質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

 末柄君。 

〇委員（末柄 薫君） まず、１款町税についてお伺いをいたします。昨年もお聞きしたか

と思うのですが、収納率が毎年0.5％ずつ上がってきております。昨年補正も見ております

けれども、それでもきちっと収納ができているのかな。また、ことしもその上に0.5％、98％

見ていますよね。それから、固定資産税あたりも滞納、これらも0.32％ぐらいずつ上げてあ

ります。地財計画とか実績を重んじて計画立てられたということですが、その根拠というか、

具体的にお教えしていただければと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 税務課長、高橋君。 

〇税務課長（高橋則義君） 個人町民税の収納率と固定資産税の収納率のお尋ねであります

が、基本的には平成21年度今現在進行中でありますが、21年度の決算見込みと20年度決算額、

以前10年間の数値を用いまして平均数値の中で試算してございます。それで、昨年に比べて

個人町民税については0.5％、それから固定資産税につきましても1.1％ほど伸ばしておりま

すが、基本的に21年度の決算見込みの数値を下回らない形で目標数値といいますか、努力目

標も含めた中で試算してございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 末柄君。 

〇委員（末柄 薫君） 多分昨年もそんなようなお答えだったかなと思います。それで、現

実かなり厳しい中での収納率アップということで、その根拠を伺いました。 

 次に、町たばこ税、これが本数なんかも昨年と同じ本数での計算かと思いますが、今年度

あたりはたばこ値上げになるような予想できております。その辺のところは加味されている

のかどうか、お伺いします。 

〇委員長（平川昌昭君） 税務課長、高橋君。 
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〇税務課長（高橋則義君） 町たばこ税の試算の考え方でございますが、基本的に平成22年

の地方税法改正の中で22年10月１日から改正される予定ではありますが、当初の見込みの中

ではその部分については算定してございません。といいますのも、地方税法改正の趣旨は、

国民の健康を守る観点でたばこの消費そのものを抑制するのだという考え方に基づいてお

りますので、なかなか試算の中で見込みづらい部分がありましたので、当初の中では算定し

てございません。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、第２条、継続費について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、第３条、債務負担行為について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、第４条、地方債について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、第５条、一時借入金について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、第６条、歳出予算の流用について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） 以上で議案第24号、一般会計予算を終わります。 

 次に、議案第25号、国民健康保険事業事業勘定特別会計予算、第１条、歳入歳出予算の歳

出、１款総務費から12款予備費まで一括して質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

 深見君。 

〇委員（深見 迪君） 国民健康保険税について伺いたいのですが、全体の国民健康保険税

について言えば…… 

（「歳出」の声あり） 

〇委員（深見 迪君） 失礼しました。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、第１条、歳入歳出予算の歳入、１款国民健康保険税か

ら10款諸収入まで一括して質疑を許します。 
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ご質疑ございませんか。 

 深見君。 

〇委員（深見 迪君） ちょっと順番を間違って、歳出もあったのですけど、歳入でいきま

す。全体として21年度の３月の補正の保険税から比べますと、１億2,000万円か3,000万円ぐ

らいですか、ふえていますよね、この入りが。この見通しについて伺いたいのですが。 

〇委員長（平川昌昭君） 住民課長、妹尾君。 

〇住民課長（妹尾昌之君） 国民健康保険税の見通しということでございますが、国保の運

営につきましては歳出でいわゆる保険給付費が幾らになるかという額を出して、それから歳

入で入ってくるいわゆる国、道の療養給付費負担金等々の財源を差し引きまして、保険税と

してあと残る必要な数値を今回当初予算として計上をさせていただいているということで

ございます。そういう意味では、現在21年度の確定申告をしている最中でございますので、

その所得額がはっきりしないと、税率等の問題が出てくると思いますが、ただ現在の税率で

このまんまこの保険税の額が歳入になるということにはちょっとならないというふうには

考えております。 

〇委員長（平川昌昭君） 深見君。 

〇委員（深見 迪君） わかりやすく言っていただきたいのですけれども、３月で確定申告

終わって、それほど大きく、ここに反映されるほど大きく町民の所得が変動するとは考えら

れないと思うのです。そうすると、この国民保険税の収入の部分というのは、率直に言えば、

そこで足りなかったら、値上げも考えなきゃなんないというようなことを意味しているので

しょうか。 

〇委員長（平川昌昭君） 副町長、及川君。 

〇副町長（及川直彦君） 総括的なご質問になっておられますので、私のほうから説明をし

たいと思いますけども、前段の21年度の補正予算でご審議をいただきました。いわゆる医療

費は、そんなでもないのですけども、歳入についての国、道の支出金と、それから税と一般

会計の繰入金との関係について委員のほうから、特に国、道支出金について大幅な乖離があ

るのではないかということでご指摘して、その後の考え方、やりとりについては説明したと

おりであります。実は、今年度の予算については、21年度の痛い思いもありますので、急遽

22年度予算についてはできるだけ同じ痛い思いをしないように、21年度決算の数値を意識し

ながらつくらせていただきました。これは、委員から指摘があったとおりでありますから、

同じそういうことで理解をいただきたいと思いますけども、ただその結果、税金が上がるか

上がらんかという議論よりも、見通しの医療費に対する税の必要額は一般会計が支援をいわ

ゆるルール分以外しないという前提で考えますと、本年度の国民健康保険税は４億8,359万5,

000円必要ですと、これを被保険者数3,430人でご負担をいただくというのが基本的な考え方

であります。その結果、１人当たり２万四、五千円上がる計算になるかもしれません。先ほ

どの所得の関係について言えば、これは今確定申告をして大体５月の後半、20日ぐらいには

コンピューター上で数字の整理がつくのでないかと。そうすると、その段階で現状の税率と、
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それから根拠となる人の数、あるいは所得の数値をコンピューター上でいわゆる想定を、あ

る前提で想定をしながら税率が現状でいいのか、１人当たりを何ぼにしたらいいか、１世帯

当たり何ぼにしたらいいかとかということを全部、あるいは限度額が上がるという情報もあ

りますから、その辺のことを整理した上で判断せざるを得ない。これは、いわゆる大変な金

額ですから、１世帯にすると、３掛けにしても７万円から１世帯当たり上がらざるを得ない

話になりますし、たまたまこれも21年度の補正予算のときにも説明しましたけども、町が政

策として経済対策として国民健康保険税の減額をあえて施策的に打つということについて、

これまでもやってきたことでありますけども、これをどういう議論になるかということもや

っぱりきちっとしておかないと、多少、いや、町が勝手にやったのだろうという話になりま

すと、これまた変な話になりますから、きちっとしかるべき時期に町が政策的に手を打つべ

きでないかという、そういうような議論も含めて、これ過去には国民健康保険税のいわゆる

税率決定に当たっては、議会側と事前に協議会を開いて議論をいただいた上で一般会計の支

援をすべきでないかというような部分についてのそれぞれ議会の意向を受けながら、町の側

がそれを打ってきたというか、政策として打ってきたという経過がありますから、この間ち

ょっとその辺の手だてもなしに、いわゆる町側の努力として打ってきた気配もなきにしもあ

らずなもんですから、もう一度そういった議論をしながら、あるべき税額をどうすべきなの

かということについて、やっぱり町と議会と双方でしかるべきところに議論の落下をさせる

必要があるのじゃないかと。正直な数字を上げますと、提案している内容であります。そう

いうことで、ぜひご理解をいただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、第２条、一時借入金について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、以上で議案第25号、国民健康保険事業事業勘定特別会

計予算を終わります。 

 次に、議案第26号、下水道事業特別会計予算、第１条、歳入歳出予算の歳出、１款総務費

から４款予備費まで一括して質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、第１条、歳入歳出予算の歳入、１款分担金及び負担金

から７款町債まで一括して質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、第２条、債務負担行為について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、第３条、地方債について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、第４条、一時借入金について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、以上で議案第26号、下水道事業特別会計予算を終わり

ます。 

 次に、議案第27号、老人保健特別会計予算、第１条、歳入歳出予算の歳出、１款医療諸費

及び２款諸支出金について一括して質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、第１条、歳入歳出予算の歳入、１款支払基金交付金か

ら６款諸収入まで一括して質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） 以上で議案第27号、老人保健特別会計予算を終わります。 

 次に、議案第28号、介護保険事業特別会計予算、第１条、保険事業勘定、歳入歳出予算の

歳出、１款総務費から７款予備費まで一括して質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、第１条、保険事業勘定、歳入歳出予算の歳入、１款保

険料から８款諸収入まで一括して質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、第２条、介護サービス事業勘定、歳入歳出予算の歳出、

１款サービス事業費から３款予備費まで一括して質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、第２条、介護サービス事業勘定、歳入歳出予算の歳入、

１款サービス収入から４款繰越金まで一括して質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

 小林君。 

〇委員（小林 浩君） 通所介護と短期入所なのですが、介護サービス料が昨年よりことし

のほうが減るという予算なのですけども、あと利用料のほうは若干ふえているのですが、そ
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の辺をちょっと。 

〇委員長（平川昌昭君） やすらぎ園長、山澤君。 

〇やすらぎ園長（山澤正宏君） お答えいたします。 

 通所介護の収入と短期入所の生活介護の収入の関係についてお尋ねがありました。通所介

護のほうについては、前年度と比較をして今年度予算は410万円ほどの減額予算を組んでお

ります。こちらのほうの要因としては、21年度実績に基づいた予算計上となっておりますけ

れども、報酬改定がございまして、今の現状、21年度実績でいうと、年間38万円ほどの加算

が新たに加わっているところがあるのですけれども、１日当たりの利用日数が前年度は１日

当たり平均すると21.5人で見込んでおりました。残念ながら今年度というか、今の現状の中

では1.5人ほど１日当たり利用者が減っておりまして、22年度の予算としては１日当たり約

平均20名という人数でもって積算をした結果がこの数字であります。 

 それと、もう一点、短期入所の関係でございますが、こちらのほうは前年度と比較して伸

びた形での予算計上とさせていただいております。これは、短期入所の利用者が前年度を上

回っている現状があるということと、加算の部分を加味された形での予算がふえているとい

う形になっております。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、第３条、一時借入金について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、第４条、歳出予算の流用について質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） 以上で議案第28号、介護保険事業特別会計予算を終わります。 

 次に、議案第29号、後期高齢者医療特別会計予算、第１条、歳入歳出予算の歳出、１款総

務費から４款予備費まで一括して質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、第１条、歳入歳出予算の歳入、１款後期高齢者医療保

険料から４款諸収入まで一括して質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、以上で議案第29号、後期高齢者医療特別会計予算を終

わります。 

 次に、議案第30号、病院事業会計予算、第１条、総則から第８条、重要な資産の取得及び

処分まで一括して質疑を許します。 
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ご質疑ございませんか。 

 黒沼君。 

〇委員（黒沼俊幸君） これはどこからでもよかったかな。それで、１名職員が退職して59

名ということでお話聞きました。これの補充はあるのかないのか。 

〇委員長（平川昌昭君） 病院事務長、蛭田君。 

〇病院事務長（蛭田和雄君） お答えいたします。 

 １名の退職につきましては、看護補助員でございまして、正職員の退職でございましたが、

人件費の削減含めまして臨時職員を補充をしたということでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 舘田君。 

〇委員（舘田賢治君） １つだけお聞きをしておきたいと思いますけれども、これいいのか

な、この分、資本的収入のとこ聞いていいのかな。 

〇委員長（平川昌昭君） 全部。 

〇委員（舘田賢治君） 資本的収入と支出のところの２ページのここに出てくる不足額１億

818万5,000円は云々と、これ過年度分損益勘定留保資金で処理したよと。この１億800万円

の数字なのですけども、この貸借対照表から見てくると、21年の３月31日末の残、この中で

差っ引いたらないのだけど、既にこれはその過程の中で引いて残ったという理解でいいのか

な。流動資産と流動負債の関係。そういうにとっていいのかな。やってみたら、ここには残

はないのだけども、だけどこの引き当てを終わったから、終わってのあれだという解釈でい

いのかな。 

〇委員長（平川昌昭君） 病院事務長、蛭田君。 

〇病院事務長（蛭田和雄君） お答えしたいと思いますが、今２ページの第４条の関係での

資本的支出額に対してその収入額が不足する約１億800万円を補てんできるのかというご質

問かと思いますが、ご承知のとおり、貸借対照表につきましては、22年度分につきましては

22年度末時点でのいわゆる見込額で作成をしておりまして、実質４月から22年度の病院事業

がスタートするということでございまして、現時点では数字の確定も含めてちょっと先が見

えない状況にありますけれど、22年度予算に計上しております24ページ、４の減価償却費7,

528万5,000円でありますが、これと次のページ、５の資産減耗費、固定資産除却費の168万5,

000円につきましては、これ22年度に発生する、帳簿上でいいますと内部留保資金というこ

とで発生いたしますので、よって差し引き、私の見通しでは約3,100万円程度の実質のいわ

ゆる内部留保資金の補てんになるだろうということで考えておりますので、補てんについて

は可能だということで考えております。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、以上で議案第30号、病院事業会計予算を終わります。 

 次に、議案第31号、上水道事業会計予算、第１条、総則から第７条、他会計からの負担金
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まで一括して質疑を許します。 

ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） なければ、以上で議案第31号、上水道事業会計予算を終わります。 

 以上で議題８案の逐条質疑は終了いたしました。 

 

    ◎散会の宣告 

〇委員長（平川昌昭君） お諮りいたします。 

 本日の委員会はこの程度にとどめ、散会いたしたいと思います。 

これに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、本日の委員会は散会することに決定いたしました。 

 なお、明日３月10日は午前10時に議場に参集願います。 

 本日は、これにて散会いたします。 

（午後 ４時３６分） 
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（委員長 平川昌昭君委員長席に着く） 

    ◎開議の宣告 

〇委員長（平川昌昭君） 昨日に引き続き平成22年度標茶町各会計予算審査特別委員会を開

きます。 

 ただいまの出席委員15名、欠席なしであります。 

（午前１０時０３分開議） 

 

    ◎議案第２４号ないし議案第３１号 

〇委員長（平川昌昭君） 本委員会に付託を受けました議案第24号、議案第25号、議案第26

号、議案第27号、議案第28号、議案第29号、議案第30号、議案第31号を一括議題といたしま

す。 

 議題８案の総括質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

 田中敏文君。 

〇委員（田中敏文君） （発言席） トップバッターということでちょっと緊張しながらも、

３月の予算ということで町の大事な予算の中で昨日少し疑問に思った部分、考慮していただ

きたい部分が数カ所にありますので、総括質疑をさせていただきます。 

 まず、爆発的にふえたエゾシカの駆除隊が結成されました。これは、管内的にも町の本当

の施策なのかな、そして先行的なシカの個体数の削減にかかわる重大な予算だったのかなと

思い、お聞きしておりました。その中で自分が少し疑問に思った部分、数点についてお聞き

したいと思います。 

 まず、年間十数名の方が非常勤職員として身分を保障し、駆除に当たるという形の中で、

まずその駆除数はどの程度を見込んでのこういう人数になったのかお聞きしておきたいと

思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 農林課長、牛崎君。 

〇農林課長（牛崎康人君） 実施隊の駆除数についてお答えいたします。 

 平成22年度の有害鳥獣駆除、特にエゾシカの部分なのですけれども、委託料で許可捕獲で

予算を計上している部分、あわせて今年度については実施隊が加えてということでございま

すが、実施隊の部分につきましては年間190頭ということで現在のところは計画しておりま

す。これにつきましては、猟友会さんのほうとも打ち合わせをしながら、実行可能な頭数に

近い形ということで計画をしたところでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 田中敏文君。 

〇委員（田中敏文君） このエゾシカの駆除に関しまして、私素人ではありますけども、駆

除されている方々のお話を聞いておりますと、どうしても夕方から、また早朝という形の捕

獲という形をとられるのかなと思うのですけども、非常勤職員としての時間、４時間以内、

４時間以上という形のものも検討されておると思いますけども、今後時期的にも時間に制約
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するものがあるのかないのか、要するに捕獲しなくても時間が、これはシカに限ったことで

はなく、クマとかそういう部分もあると思いますけども、その部分のくくりはどういうよう

な形をとられるのか、基本的なことをお聞きしておきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 農林課長、牛崎君。 

〇農林課長（牛崎康人君） いわゆる勤務時間のことだと思いますけれども、これにつきま

しては出動している時間が対象になるということで考えております。例えば発砲している時

間帯を積み上げてとか、そういうことでありませんで、命令がかかって出動して任務を終了

するまでの間が対象になる時間というふうに考えております。 

〇委員長（平川昌昭君） 田中敏文君。 

〇委員（田中敏文君） 私こういう駆除隊というか、隊という名目の中には、やはりその猟

をされる方のこの標茶町内をくまなくシカを撃ちに行く行動記録というものが出動された

ときにどういう形で残るのかなと。ただシカが出てきました、駆除隊出動お願いしますと言

って、受けてから空白の時間だとか、やはりそういう部分の形を記録する形というものはと

られないのか。要するに本当に信用してこういう駆除に当たってもらえば、本当に効率的だ

と思うのですけども、やはり行動記録という形の中で何かＧＰＳなり、そういう発信記録な

り、トラックでいえばディスパッチだとか、そういう作業される部分でいけば、何時間停止

して何時間行動したというのが事細かく残ると思うのですけども、そういうような対応は今

後されるのか、議題にも上がらなかったのか、お教え願います。 

〇委員長（平川昌昭君） 農林課長、牛崎君。 

〇農林課長（牛崎康人君） お答えいたします。 

 報酬の条例の関係であったのですけれども、通常は日払いなのですが、実施隊員につきま

しては翌月10日までの支給とするということで規定をしております。これは、ひとえに事務

の煩雑さを、お互いに実施隊員も町のほうも事務の煩雑さを軽減するためということで設定

をさせてもらっております。そのかわり、せんだって申し上げましたけれども、町長が書面

または口頭にて命令をすると、それに対して報告をいただくということで、その報告の中で

日時あるいは場所等についてある程度詳細に書いていただきたいというふうに考えている

ところでございます。委員ご指摘のような先端技術を用いたものとか、あるいはタイムカー

ドとかそういったものは、実施隊に期待するところは機動力のある駆除行動ということであ

りますから、それらを阻害することがないような形で運用していきたいというふうに考えて

おります。 

〇委員長（平川昌昭君） 田中敏文君。 

〇委員（田中敏文君） 今機動力のある効果的な駆除という形のものを述べられましたけど

も、ただハンターが要するにシカを狙撃するまではいいのですけども、どうしてもこの駆除

した後にクリーンセンターに運ばれるという形のものもお聞きしておりましたけども、その

撃ったシカをこの隊員だけでクリーンセンターまで、処分場まで運ぶのか、また車両も購入

されていますので、やはり撃つだけは撃つ、そのシカをクリーンセンターまで運ぶ分担はほ
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かに考えられなかったのかなと。効率的に駆除をするなら、ただ撃ちっ放しということでは

ないですけども、あそこの場所に２頭置いてあるよ、それを車で回収していただければ、ハ

ンターの方はまた次の場所に移動できて効率的な運営ができるのではないのかなと思いま

すけども、そういうことは考えられなかったのかと思います。いかがでしょうか。 

〇委員長（平川昌昭君） 農林課長、牛崎君。 

〇農林課長（牛崎康人君） 捕獲後のエゾシカの処理のお話でございますけれども、お答え

いたしたいと思います。 

 実施隊員が射撃をして、捕獲をして、回収をしないで順々回ったほうが効率的じゃないか

というようなご指摘だと思いますけれども、その辺につきましては委員ご指摘のとおり車両

購入費で計上させてもらっております車両ありますから、一定部分は町の職員が回収すると

いうことも想定してございます。ただ、ケース・バイ・ケースの部分が多くなると思います。

実施隊員が比較的容易に回収できる位置であり、なおかつそれが可能な車両であれば、その

まま引き取ってきてもらうということのほうが効率的になる場合があろうかと思います。そ

の辺については、実際に運用していく中で協議しながら進めていきたいというふうに考えて

おりますけれども、原則的には車両購入ということもありますから、町の職員がということ

ではお話をしているところでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 田中敏文君。 

〇委員（田中敏文君） 次に、今度はクリーンセンター、処分の部分に入っていきたいと思

いますけども、先ほど年190頭捕獲をしてクリーンセンターへ持ち込み、焼却処分をする形

をとると思いますけども、大体これもやはりシカも焼却することにより、今までどおり家庭

の生ごみ等と一緒に焼却処分するのだなと思います。ただ、生ごみの部分ですと、やはり家

庭に持っていって水分を抜いてください、少し重量を軽くしてくださいというのは住民周知

のとおりと思いますけども、シカを、それも１日に何頭とれるかはわかりませんけども、や

はり新たな焼却炉の延命にもかかわる部分が出てくるのかなと思います。年間この190頭を

まず目標達成して、焼却するに当たってクリーンセンターとしての受け入れ態勢等々、時期

的に冬季ですと凍っていただけますけども、やはり夏場ですと腐敗臭等々、また鳥等のもの

が出てくるので、その辺の対応はされているのかお伺いしていきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 農林課長、牛崎君。 

〇農林課長（牛崎康人君） クリーンセンターの実際の部分につきましては、住民課長から

いただけると思いますけれども、後段のほうにありました２次的な散乱をどういうふうに防

ぐかというような部分についてお答えいたしたいと思います。 

 その点につきましては、住民課とも内部協議を行っておりまして、休みの日とかに搬入し

て一時保管できるような箱をできるだけお金をかけない形でつくるということで今考えて

いるところでございます。 

 それから、この有害鳥獣駆除に係る部分でクリーンセンターのほうに新たに負荷がかかる

ことになろうかと思うのですけれども、これについては鳥獣被害特措法の中で80％特別交付
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税措置されるということになっておりますので、つけ加えさせていただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 住民課長、妹尾君。 

〇住民課長（妹尾昌之君） エゾシカ駆除に係るクリーンセンターでの処理のことでござい

ますが、今までもクリーンセンターにおきましては道路で車に衝突したシカ等の残骸につき

ましては焼却処分をした経験がございます。そういう中では、技術的に今回のシカの駆除で

出た捕獲後の死体を焼却処分するということにつきましては、現在の施設で十分可能ではな

いかというふうに考えております。ただ、委員ご指摘のように、一般の家庭から出る廃棄物

とは違いますので、その辺は予定頭数は190頭ということになってございますが、１日当た

りどの程度出てくるのか、それからそれによりまして一般廃棄物の焼却の日数との関係もご

ざいますので、その辺につきましてはうまく現場のほうで調整しながら処分をしていきたい

というふうには考えているところでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 田中敏文君。 

〇委員（田中敏文君） 今までの質問は、殺処分をして個体頭数を減らすという部分であり

ますけども、次にこのエゾシカも他市町村を見ますと、地域の資源として捕獲し、地域の地

場産品等々になっている経過もあります。この個体数の削減にする前に、やはり地域の資源

として囲いわな方式等々をとって個体数を減らすという形の検討並びにそういうものはな

かったのかお聞きしておきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 農林課長、牛崎君。 

〇農林課長（牛崎康人君） エゾシカを地域資源として活用することを検討しなかったのか

というご質問でございます。お答えいたしたいと思います。 

 実施隊による銃器による捕獲ということで検討してここまで進んでまいりましたが、捕獲

したエゾシカの特に肉としての活用ができないかということは検討の部分でございました。

町内に加工する方が１軒いらっしゃるということで、地域内循環ができないかということを

現課としては考えたところなのですが、食肉加工する際にやはり弾の入る位置とか、いろい

ろ細かなことがあるということで、肉として加工するために考えてもらいながら発砲するの

では効率が下がるということで、現段階での目的というのはあくまでも農林業被害を軽減さ

せることということで、そちらに重きを置いて銃器による捕獲、そして原則は焼却というこ

とで考えているところでございます。委員ご指摘の囲いわな方式というのは、管内でも阿寒

地区等々で行われておりますし、根室管内でもあるのですけれども、民間の加工業者あるい

は養鹿業者がいた上で成立している部分でございまして、本町でも例えばそういう希望があ

れば、ぜひ後押しはさせていただきたいとは思うのですけれども、現在のところそういう実

質的にやれる形にはなっていないという部分がありまして、実現には至ってございません。 

 それから、済みません、先ほど残滓回収のことでちょっと矛盾している答弁をいたしまし

たので、ちょっと訂正をさせてもらいたいと思います。原則町がというふうに申し上げまし

たが、実施隊員も町職員でございますので、少し矛盾しております。先ほど申し上げたかっ

たのは、農林課職員による回収について原則的にという意味でございましたが、加えて実施
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隊員による回収、それから農林課職員による回収、そして農業地帯であれば、畑であれば、

そこの酪農家さんによるお手伝いというものもこれから呼びかけていって、ぜひ協働という

形の中で効率的にやっていきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと

思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 田中敏文君。 

〇委員（田中敏文君） 次に、囲いわな方式も検討はされておった、私がやはり民間の加工

業者が町内には少ないし、これからもこの殺処分の方法でも先ほど述べられたように射撃を

して、近間にいてすぐ血抜きをされたシカ肉なら加工して即食べられる、食用にも回るとい

うものもハンターさんからも聞いておりました。 

 次に、この囲いわな方式について、先ほど課長のほうから地域循環という形のお言葉をお

かりするわけではないのですけども、他市町村ではこの囲いわなとか、車両の接触事故等々

を抑えるために、やはり公共事業のメニューに沿って鉄柱と金網方式でやっておられるとこ

ろ、それと木柱とナイロンネット方式で囲いわななり、車両の接触事故等を防いでいるとこ

ろ見受けられます。そこで、全町をこの方式によってカバーするには万里の長城と考えられ

るというお話をされた中で、やはり囲いわな方式もモデル地域等々を選定して、またこの囲

いわな部分にやはり町の間伐材、民有林も含めてですけども、あとそれと標茶町にはエコを

称しまして板だとかくいだとか加工されている業者さんもおります。また、それを木材を加

工されている木工所、またそれにかかわる鉄工所さんとが地域のものを生かして、町として

町の新たなシカ対策という形、これ３月で、私こういうモデル的なもの、こういう施策を何

か６月に提示したいなと思っていますけども、町長もこういうやはり地域でこのシカ対策に

あるものを使って町の少ない予算の中で地域内循環をさせるような基幹産業、酪農を守るよ

うな形の方策等を提示して検討される余地があるのかないのかお伺いしておきたいと思い

ます。 

〇委員長（平川昌昭君） 町長、池田君。 

〇町長（池田裕二君） お答えをしたいと思います。 

 エゾシカの現状に対する認識がちょっとずれているのじゃないのかなと私は思っていま

して、道東地域においてエゾシカの頭数を減らしてくださいよということは私どもはもう十

数年来申し上げております。道のほうの基本的な考え方は、国もそうですけども、管理計画

ということで、議員がご指摘になりました、ご提案なりましたような活用等々を重視してず

っとこの間きました。ようやくその被害の実態がもうどうしようもないということを道のほ

うも認識をしていただきまして、ようやく狩猟から駆除へという考え方を道のほうで出され

て、新年度から新たな対策というのが加わっております。確かに有効活用云々かんかんはあ

りますけども、ご理解をいただきたいのはシカを鉄砲で撃てるのは猟銃の免許を持ったハン

ターの方だけですし、それと撃てる時間帯も日没以降は撃てません。日の出前も撃てません。

それから、区域的にいいますと、鳥獣保護区の中でも撃てません。こういった縛りの中で一

番の問題というのは、学習したシカがそういうことを察知してそういうところにあらわれな
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い、したがいまして駆除圧が上がらないという実態があるわけです。それをどうしていくの

かという対策の中で、とにかくこの頭数を減らさなければいけないというのが今の私どもの

緊急の課題でありまして、頭数を減らすために何ができるかということで今までは、従来で

ありますと狩猟期間の中でのハンターさんの自由なスポーツハンティングによる狩猟、それ

とそれ以外の時期の有害駆除ということをお願いして猟友会の皆さん方にやっていただく

ことの駆除、これではできない、これでは頭数の駆除圧が上がらないということで今回私ど

もは提案をさせていただいているわけであります。したがいまして、これは大きな農業被害

になるということは、昨年私どもも国の補助事業をいただきまして被害実態調査したところ、

農家さんの被害の実態というのが今までほとんど実態調査されたとこないわけですから、想

像以上に大きいと。これは、このままでいくと、基幹産業、農業の存亡にもかかわるという

ことで私どもは今回提案をさせていただいているわけです。先ほど課長のほうからも申し上

げましたけども、これはただハンターさんに撃っていただいて、ハンターさんに片づけてい

ただくというのは、これは基本なのですけども、基本といいますか、法律でそうなっていま

すけども、それでは駆除圧が上がらない。そうすると、地域全体の中でいわゆる農家の方た

ちの理解もいただきながら、それぞれの人がやれることをやった中でどうやってハンターさ

んにできるだけ多くの頭数を狩猟してもらうかで、これが一番の問題なわけです。したがい

まして、現時点では確かに狩猟したものをどうやってうまく使うか、活用するかということ

は考えなきゃいけないと思いますけども、現状ではそういう状況ではないということをぜひ

ご理解をいただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 田中敏文君。 

〇委員（田中敏文君） るる私の勉強不足もあったのかな、またこの個体数の町長のかける

情熱もお聞きいたしました。今後この駆除隊に町の基幹産業を任せる形の中で、協力者を得

ながら駆除対策に応援していただければと思います。 

 終わります。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 深見君。 

〇委員（深見 迪君） （発言席） 国民健康保険税について質問いたします。標茶町は、

この３年間国民健康保険税の住民負担軽減について非常に手厚い措置をしてきたというふ

うに思います。平成19年度に3,000万円、20年度も3,000万円、そして今年度は今議会の補正

にあるように実に8,387万円の一般会計からの繰り入れを行ってきました。国保というのは、

いざというときの命綱ですから、どんなに苦しくても何とか国保税だけは頑張って納めてい

る住民にとって、これら一連の措置は本当に命の綱と言っても過言ではなかったというふう

に私は思っています。国の平均の平成20年度の現年度課税分の収納率、国保税の収納率は88.

35％というふうに聞いています。それに対して標茶町の現年の課税分ですが、20年度で94％

であります。そうすると、本当に標茶の町民も頑張って国保税を納めているのだなというふ

うに思うわけです。 
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 そこで、聞きたいのですが、どうしてこんなに国保税が高いのか、何とかならないのか、

常々思っているのですが、二十五、六年前までは国保に対する国庫負担率は50％でした。そ

れが現在は半分の25％にまで下がり、その分国保税、住民の負担ですね、倍になって、もう

町民の負担も限界に来ているというふうに思います。現政権にも、選挙前の公約どおりの抜

本的な施策の方向はまだ見えていません。国保会計のまさに国保のあり方を含めた国の施策

に今の国保の問題点があると私は思っていますが、町はこれをどういうふうに考えて、また

国に対してどういう期待をしているのか、まずそれを伺いたいというふうに思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 副町長、及川君。 

〇副町長（及川直彦君） お答えいたします。 

 保険税といいますか、町民の皆さんの負担の考え方については、ただいま委員からご指摘

のあった状態で変化をしているものと私どもも受けとめてございます。原因が実はそこにあ

るわけでありまして、内容的な問題でいいますと、いわゆる長寿化に伴いましてそれぞれ医

療費も増嵩しているのも大きな原因かというふうに思われます。自治体としては、この国民

健康保険税の制度そのものがいわゆるそれぞれの全国の各自治体を保険者とする制度で果

たしてよろしいのかどうなのかということを提起してございます。これは、全道町村会、全

国町村会含めてそういう提起をしてございます。保険という名がつく限りは、被保険者の数

が多ければ多いほどいいというのが保険制度の基本であります。それを全国一時は3,300に

割って、今日的には1,800ちょっと切っているかもしれませんけど、そういうふうに細切れ

にした段階で保険運営をするというのは保険制度としてはなじまないというのが保険制度

の考え方であります。そういう意味では、多分委員もご案内だと思いますけども、全道町村

会、全国町村会はぜひこれを一括で国の責任で保険運営をしていただきたい、最低でも都道

府県単位の保険制度にしていただきたいということで今日まで要請してきて、今日的にはご

案内のように後期高齢者の分だけを固めて都道府県単位の広域連合を形成して実施してい

るというのが今日的な状況であります。我々からすれば、そうではなくて全部含めて都道府

県単位でやっていただくことによって、いわゆる保険制度の広域メリットを発揮することに

よって現状よりは少なくても負担部分についてはメリットが出てくるのではないかと。もう

一つは、これは平成14年以降行われておりますいわゆる社会保障費の削減に響いていると思

いますけども、負担の見直し、国、地方自治体、それから被保険者間におけるところの負担

の見直しによって先ほど委員が指摘されたような割合に変化しておりますから、そこんとこ

も大きな要因だというふうに認識をしているところでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 深見君。 

〇委員（深見 迪君） 昨日の及川副町長のお話の中に、説明の中で、国保会計については

ルール分以外は繰り入れをしないことを前提として、国保加入のたしか僕は人数を3,430人

とおっしゃったと思うのですが、負担するとすれば１人２万四、五千円、３人世帯では７万

円を超える負担増の計算になるという少し突っ込んだ説明をしていただきました。町政執行

方針の中では、長引く景気低迷、雇用の低迷という現状分析がなされており、住民の暮らし、
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生活状態をよく押さえたものというふうになっていると思います。町の財政は、決して余裕

のあるものではないと思いますが、しかし住民の生活はまさに執行方針にあるようにさらに

逼迫しています。私は、かなり今度の予算もご苦労されてつくられたというふうに思います

が、その中から今後きのうの副町長の話にあったような今年度の国保税の値上げを抑えるた

めの措置をぜひ今年度も続けてほしいと願うのですが、いかがでしょうか。 

〇委員長（平川昌昭君） 町長、池田君。 

〇町長（池田裕二君） お答えをしたいと思います。 

 21年度の補正のときにも基本的な考え方というのは申し上げておりますし、先ほど来深見

委員からのご意見にもございますように、20年度、21年度と町としては一応一般会計からの

繰り入れということでできるだけ保険税に影響を与えないような形で対応をさせていただ

いております。ただ、新年度の予算を策定する段階において、委員からも指摘ありましたよ

うに、国、道からの調整交付金等々については過去の実績等を踏まえた中で現実的な数字を

もって算定をしなければいけないという中で22年度の予算につきましては策定をさせてお

ります。最終的には、現在進めております所得の捕捉ができない限り数値というのは確定を

しませんし、その上での考え方になろうかと思いますけども、今日的な経済状況等々を踏ま

えれば当然それほど、例えば保険者の方たちにご負担を願うということが現実的にはどうな

のかということは、当然私どもも想定をしております。したがいまして、これが多分５月の

末時点で最終的な判断をしなければいけないのかなと思っておりますけども、これまでの基

本的な考え方を私どもとしてはやっぱり尊重して、できるだけ被保険者の方たちの負担が急

激に変化するようなことのないように、これは当然町民の皆さんのご理解をいただかねばで

きませんけども、基本的な考え方としてはそういった形で対応しなければいけないのかなと、

そういうことを現時点においては考えておりますので、ご理解いただければと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 深見君。 

〇委員（深見 迪君） 私も議員の一人として住民の実態をよく調べ、声をよく聞いてそれ

なりの努力をしたいというふうに思っています。ただいまの町長のご答弁、そういうふうに

受けとめるのですが、ぜひ期待をして頑張っていただきたいということを言いまして、次の

質問に移りたいというふうに思います。 

 あと２点あるのですが、後期高齢者医療制度の問題についてです。これは、１つ伺いたい

のですが、昨日でしたか、後期高齢者の被保険者数は1,264人というふうに私メモをとった

のですが、2010年、11年度の被保険者数は大体どのぐらいの数になるのか教えてください。 

〇委員長（平川昌昭君） 住民課長、妹尾君。 

〇住民課長（妹尾昌之君） 後期高齢者医療制度の標茶町内の被保険者数ですが、平成21年

度は1,275人、平成22年度につきましては今委員ご指摘のとおり1,264人ということで押さえ

ております。ただ、これは年間の平均の人数でございまして、そういうことでご理解をいた

だきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 深見君。 
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〇委員（深見 迪君） きのう内容審議で詳しく聞けばよかったのですけれども、ちょっと

聞き方がずれてしまって聞けなかったので、基本的な数字は担当課に行って大体聞いていま

すが、それについては割愛してずばり質問していきたいと思うのですが、ご承知のとおり全

国的には今回見直しですから、値上げするところが47％と、それから表を見ますと、値上げ

と据え置き合わせて、つまり値上げをしないと、値下げと据え置きですね、合わせて53％と、

値上げをするところのほうが少ないのです。47％ですから、半々というとこかもしれません

が。中でも北海道の値上げ率というのは、群を抜いているといいますか、すごく大きいので

す。この制度ができるときに私は幾つか質問したのですが、当時の副町長はたしか先ほどの

話にあったようなスケールメリットのお話をされていたというふうに思います。私は、該当

する75歳以上の高齢者やそのご家族の意見、要望、これが連合議会に届くのかということを

質問しました。届く仕組みになっていると、心配するなとまで言いませんでしたけども、ち

ゃんと届けると、被保険者の気持ち、意見は届けると。しかしながら、その後の推移を見て

みますと、なかなかその要望は連合議会にストレートに届いていないというふうに思うので

す。標茶でいろんな方々の意見を聞きながら、不服申し立てをたしか17名ぐらいだと思いま

すが、申請しました。１人三、四枚ぐらいなのですが、審査委員会で却下されましたけども。

北海道の５％の値上げは、全国最高水準になっています。現政権が公約を守って制度廃止を

するか、値上げを抑制する財政措置をすれば、値上げしなくても済んだことですけれども、

その点財政措置については連合長も要請したというふうに聞いています。大場連合長が国に

引き続き要請していくべきだと強く議会の中でも、あるいは道に対しても言ったという話を

聞いています。標茶町の場合は、要請についてぜひ私はしていくべきだなというふうに思う

のですけれども、考え方をまず伺いたいというふうに思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 町長、池田君。 

〇町長（池田裕二君） 基本的な考え方をご理解をいただきたいと思いますけども、現在私

どものすべてのシステムというのは議会制民主主義ということで成り立っております。した

がいまして、町民の皆さんの声をどういう形で伝えていくのかについては、いろいろな仕え

方があろうかと思います。ただ、議会で質問があった、意見があったからという形で上に伝

えるとなると、議会でこういう意見がありましたという形しかならないわけです。先ほど委

員も指摘されましたように、町議会としての意識として、意向としてということであれば、

それなりの手続をとってやっていただければ、それなりの伝え方がある。本町においてもそ

うですし、これは広域の連合の組織の中でも協議会の中でも同じ形になろうかと思います。

ただ、この後期高齢者につきましては、いろんな問題があるというのは十分私どもも認識し

ておりまして、その構成町村としてどういう形になるか。当初私どもが期待をした、いわゆ

る先ほどの国保のときのお話と同じになりますけども、やはりスケールメリットというのを

ある程度期待しながら、それとやはり所得の捕捉といいますか、それをどうやって確実にし

ていくのか等々の議論の中で現在の後期高齢者の制度というのがある程度あるわけでして、

その制度をすべて否定するとなると、これをどこに持っていくのかということに議論がなる
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わけです。国のほうの考え方としては、現在そこら辺についてはまだ明確には明示されてい

ないわけであります。私どもとしては、やはりこの保険制度というものがいわゆる将来的に

も持続可能な制度としてどういった形がいいのかということについて言いますと、当然構成

の一員でありますので、それなりの考え方というのは伝えてまいりたい、そういうふうに考

えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 深見君。 

〇委員（深見 迪君） 聞きますと、今回は道広域連合が道に、北海道に財政安定化基金へ

の積み増しを求めて、２年間で68億円を積み増して、軽減後の保険料を4.99％に抑制すると

いうふうにしたと聞いています。これをさらにふやして、保険料を据え置くだけの追加基金

への積み増しを求めてほしいと私は思うのです。議会での意見書も一度は出したことあるの

ですが、なかなか連合議会へどういう形で声を伝えたらいいかというのは伝え方がよく見え

てこないのですけども、広域連合の算定では２年間で120億円積み増しすれば現行保険料を

据え置きできるという試算もしているのです。だから、あと52億円積み増しをすれば、現行

保険料の据え置きは可能なのですが、こういうことを私は町としても道に求めていただきた

いなというふうに思っていたのですが、この点については先ほどの町長のご答弁で同じこと

だと思いますので、双方お互いに努力していきたいというふうに思います。 

 それで、標茶町の独自の問題なのですが、被保険者の保険料値上げを抑えるよう予算措置

ができないのかどうなのかという模索であります。もちろん連合議会ですから、連合の運営

ですから、町が勝手に保険料を安くすることはできませんけれども、違う形での給付でせめ

て現行保険料で済むような何らかの形での支援をすべきではないかと。全国的にはそれをし

ているところがあります。千葉の浦安市なんかは、年に１万円の給付金を支給したりしてい

ますし、ほかでもあるというふうに聞いています。2007年度の県民所得では、北海道は全国

39位なのに保険料は今回全国最高水準になっています。こういうギャップからいっても、標

茶町が国の悪政からの防波堤になって被保険者の軽減、値上げ抑制の施策をとることは必要

ではないかと、できるのじゃないかと。先ほどの話を聞きますと、22年度で1,264人ですか、

１人１万円、これを交付すれば1,264万円の出資で済むわけです。ということで、そういう

こともできないのかどうかということで、ぜひやっていただきたいということを質問したい

のですが、いかがでしょうか。 

〇委員長（平川昌昭君） 副町長、及川君。 

〇副町長（及川直彦君） お答えをしたいと思います。 

 基本的に後期高齢者医療制度がどういうふうになっていくかということが１つ肝心なこ

とかなと思ってございます。新聞の報道等によりますと、あるいは現政権ではこの制度につ

いてはいわゆる廃止をするというようなことにもなってございます。そういう意味では、必

ずしも現状から将来を見たときに現行の制度が恒久的に続くという状況にないということ

であります。そういった面では、委員と同じ心境でありますけども、何とか被保険者の方に

多大なご負担をいただかないで運営する方式を模索をする、あるいは努力をするということ
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は必要かなとは思いますけども、現状の段階でいいますと、制度がまだ恒久的な制度に変化

をすることがはっきりしておりませんので、臨時的にというご意向かもしれませんけども、

現状では多少難しい面があるのではないかなと。これが恒久制度の中でいきますと、先ほど

も町長から言われましたように、国民健康保険制度のように、これが町民の多くの皆さんの

ご理解をいただきながら財政支援することが妥当だとするようなものがまたあれば、そうい

ったこともあり得るかなと。ただ、前段申し上げましたように、この制度が近々大きく変化

するという見通しの中でありますので、現状の中でとりあえずは努力していきたいというふ

うに考えています。 

〇委員長（平川昌昭君） 深見君。 

〇委員（深見 迪君） この議論には、この場での議論には限界があると思いますので、次

に移りたいと思います。 

 私の総括質疑の締めくくりとして、学力テストの問題を質問したいというふうに思います。

文部科学省は、昨年、もう暮れもぎりぎりに押し迫った12月28日に2010年度における全国学

力・学習状況調査の実施要領を公表しました。そして、各都道府県教育委員会に通知したの

は、ご承知のとおりだと思います。その内容の特徴、最大の特徴は、今まで３年間やってき

た悉皆調査、すべての学校でこの調査を行うという悉皆調査を30％程度の抽出調査に切りか

えたことなのです。これは、今までのやってきた反省も十分あったし、国民の声もあったの

でないかというふうに思うのですが、この抽出調査にした意味をどういうふうにとらえてい

るのか、まず伺いたいというふうに思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育長、吉原君。 

〇教育長（吉原 平君） お答えしたいと思います。 

 これにつきましては、今の現政権では刷新会議の中で効果的、効率的な面ではあえて悉皆

にするよりも抽出でいいのでないかということの意味合いでやってきたのでないかという

ふうに私は理解しております。 

〇委員長（平川昌昭君） 深見君。 

〇委員（深見 迪君） そのとおりなのです。抽出で十分必要な資料を得られると、大丈夫

だと、その率が30％なのか、札幌で言う７％なのか、その数字は別として、そういうことな

のです。 

 次に、具体的に伺っていきたいのですが、今回道はこの今回のやつは抽出調査で手を挙げ

させたわけですよね。ほかに希望があればやってもいいよと。ただし、国の予算ではやりま

せんよと。どこでやるのかといったら、各都道府県の自治体がその予算を計上するというこ

とで、北海道は9,617万3,000円の予算でこの学力テストを行う、この予算を構えて手を挙げ

るとこは挙げなさいというふうに言ったわけなのです。ところが、ここに道通といって、僕

らは道通、道通といって北海道通信社というのがあって、教育問題取り上げているとこなの

ですが、ここにはことし１月７日には採点、集計、分析とかかわる予算措置について検討し

ている由を申し添えた通知を市町村教育委員会教育長あてに出したと、出したのです。そし
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て、全道の市町村教育委員会に希望利用の活用を働きかけてきた。国では、抽出で大丈夫だ

よと、間に合うよと言っているのに、道としては全道の市町村教育委員会にやれよというこ

とを活用を働きかけてきたと。通知後、希望利用に手を挙げる市町村がふえているなんてい

うもんでないです。ほとんど札幌を除いてすべてと言っていいほどの学校が、これ後でまた

質問しますけども、学力調査をしたいということになったのです。先ほど教育長が言われた

抽出で事足りると、この種の学力調査は。ということと、結局北海道は札幌を除いてまた悉

皆調査というスタイルになったと、この辺の矛盾といいますか、これはどういうふうに考え

ていますか。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育長、吉原君。 

〇教育長（吉原 平君） お答えしたいと思います。 

 確かに傾向はそれでわかるわけでありますけども、我々の考えているのは、今個々の子供

に応じたきめ細やかな指導をしていかなきゃならないということを考えますと、抽出ではな

かなかできないし、過去３カ年もそうやってきて実際に指導効果も上がってきていると、課

題が発見されて。そういった意味からも、ぜひ今回道で調査費用等を負担するということで、

そういった意味では学力向上改善に役立てるチャンスであろうなということで、そういう意

味で今回希望をしたということでありますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 深見君。 

〇委員（深見 迪君） それは、明らかに矛盾ですよね。矛盾というのは、教育長の言って

いることが矛盾ということでなくて、文部科学省が抽出で足りるということを言っているの

に、北海道は悉皆調査になっているということの矛盾があるのです。それは、これ以上言い

ませんけれども、私びっくりしたのは、この9,617万円予算をつけてやる事業名は緊急雇用

創出推進事業、この事業名でこれやると言っているのです。だれが採点、分析するのですか。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育長、吉原君。 

〇教育長（吉原 平君） 直接道のほうに確認したわけじゃないのですけども、話によりま

すと、そういう業者に委託して調査、採点等をやるというふうにうちのほうは伺っています。 

〇委員長（平川昌昭君） 深見君。 

〇委員（深見 迪君） それ以外わかっていないのですね。どこの業者、つまり子供たちが

行ったテストの採点、評価、分析を依頼するわけですから、そこが信頼できるところでなき

ゃいけないわけですよね。それについては、そういう心配はしていないですか。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育長、吉原君。 

〇教育長（吉原 平君） お答えいたします。 

 これにつきましては、当然道教委と町村の教育委員会と契約というか、受託関係の契約結

ぶということになりますし、当然従前から、ましてや都道府県の教育委員会が行うというこ

とで信頼できないということにはなり得ないし、過去にもそういうことは我々としてはない

というふうに理解しておりますので、全面的に信用しながら対応していきたいというふうに

思っております。 
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〇委員長（平川昌昭君） 深見君。 

〇委員（深見 迪君） 僕は、それはやっぱりちょっと違うかなというふうには思うのです

が、これ以上その問題については触れませんが、一番問題にしたいのは今回の学力調査のや

り方なのですが、抽出から漏れた学校の調査希望は可能とする方針でもちろん文部科学省は

出したわけですけども、結果、希望の押しつけ的な要素はなかったのかどうか、これ伺いた

いというふうに思うのです。予算化までしているわけですよね。北海道通信にあるように、

活用を働きかけると、文部科学省はああいうこと言っているけど、この予算化しているわけ

ですから、だから全校が来ても大丈夫だよと、札幌市の場合は政令指定都市だから、また別

予算になると思うのですけども。それで、そういう点では事実上標茶町の教育委員会が学校

の気持ちを聞くのじゃなくて、やりましょうというふうに学校に対する押しつけ的な調査の

方法になっていなかったのかどうか、その点の経緯をちょっと教えてください。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育長、吉原君。 

〇教育長（吉原 平君） お答えいたします。 

 押しつけじゃなくて、これはあくまでも道教委というか、局のほうからこういうことでと

いうことで、我々のほうとしては新たに、文科省は確かに調査用紙はただで配りますよとい

う話はあったのですけども、それに伴いまして採点だとか分析だとか、そういった経費が当

然かかってきますから、そういったものがきちっと保障されるのであれば、我々としては先

ほど話したように、せっかく今までもやってきていますし、これからも細やかな指導改善に

役立てることができる、教科は確かに２つしかないですけども、部分的に役立てることもあ

りますし、それと学習状況調査といいますか、生活習慣も含めてかなりそういった意味では

保護者等の意識も改善されてきていまして、協力体制も出てきているということもあります

ので、今回もそういった意味での活用したいなということで希望したということであります。 

〇委員長（平川昌昭君） 深見君。 

〇委員（深見 迪君） これは、学校の中で学力調査をすることになったということを教員

が聞いたら、校長が教育委員会で決めたことだからということで答えたということなのです。

結局は、道は予算づけをする、そして抽出だといいながら、結局はすべての学校がするよう

に仕向けると。つまり教育行政が本来学校の教育計画なり、カリキュラムなり、こういった

ものは学校が決めてしかるべきなのに、そういうふうに法律でもなっていますけども、だけ

ど事これに関しては教育委員会が行政としてやるようにしてきたというふうに私は思うの

です。それは、議論しても仕方ないことなのかと思うのですけれども、やっぱりそれは反省

点ではないかなというふうに私思います。先ほども言いましたように、国が学力の傾向を見

るために今回の調査を行うので、抽出で十分把握できるのではないのかと、それは教育長も

そういうふうに押さえていたわけですね。それで、私はなぜこの問題をいつも取り上げるか

といったら、全国一斉学力調査というのは今までもあったように多分に競争的な教育を一層

強めることになると。学校によっては、問題を予想しながら、過去の問題の反復練習の押し

つけをがんがんやって自分とこの点数を上げようとするというようなマイナス的な状況も
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見られているのです。だから、私はこの問題を本当に憂慮しているわけなのですけれども。 

 そこで、最後の質問になるのですが、私は学力の調査というのは今教育長おっしゃったよ

うに、家庭での親が変わるとか、親の見方も変わるとか、変化もあったと言うけども、そん

なことはこういうスタイルでの学力調査をやんなくたって、地域地域で教育環境違うわけで

すから、そこで先生方が責任持ってやれば十分できることだし、さっき言った朝飯食うとか、

何だかかんだという話はもう50年以上も前からそんなことは言われてきていることであっ

て、学力調査の成果ではないというふうに思うのです。昔からよく教科書を教えるのでなく

て教科書で教えると、つまり授業を創造的に展開することが地域の教育にとって必要なのだ

と。だから、地域に根差した教育をつくるためには、教えた先生方が、教えた学校がその結

果がどう出たかというのをみずからテストをつくったり、みずから採点し、分析するところ

からということで十分ではないのかと。そうすることこそ必要なのではないかと。そうして

こそ本当に学力の向上、生活態度の向上が望まれるのでないかというふうに私は思うのです

けれども、最後にその点だけ見解を聞きたいというふうに思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育長、吉原君。 

〇教育長（吉原 平君） お答えしたいと思います。 

 委員のおっしゃることもわからんわけじゃないですけども、ただ学力というのは、どこに

いてもどこの場所でも一定の学力を保障しなきゃならないということがあるのです。だから、

そういう意味で定着度をそれなりに図らんきゃなんないという今回の全国学力・学習状況調

査というのがあるわけですけども、ただそれはそれで例えば悉皆じゃなくて抽出でいいです

よということになれば、それは傾向はわかるのですよ。ただ、さっきから言っています私の

考え方としては、せっかく調査をやってくれるのですから、定着度をきめ細やかにできるよ

うにするために、全員がやれば個々の改善にも役立てることができますから、少しでもそう

いった改善に役立てるために今回活用しているのだということを逆にこちらからご理解い

ただければなというふうに思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 深見君。 

〇委員（深見 迪君） １つだけ確認したいのですが、今回の学力調査の実施に当たっては、

教育委員会が決めて、校長にやりましょうというふうに言って、学校の意向とかというのは

全然聞かないで決まったということで理解してよろしいですか。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育長、吉原君。 

〇教育長（吉原 平君） 学校の意向というのも、決定したのは委員会、当然委員会でやり

まして、そして校長会におきましてこういったことで決めましたので、ご協力いただきます

ようにということでのお話をしたということでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 深見君。 

〇委員（深見 迪君） 終わります。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 後藤君。 
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〇委員（後藤 勲君） （発言席） 私は、４点ほど質問をしたいのですけれども、３点目

に質問する問題の写真を私が撮ってありますので、これを先に見ていただきたいと思います

けど、委員長、いかがですか。町長にこれを見せてもらいたいのですが、いいですか。 

〇委員長（平川昌昭君） はい、いいですよ。 

〇委員（後藤 勲君） それでは、まず１点目に、先ほど田中議員からも有害の関係が出て

いましたけれども、今度有害については私は自分で撃つ立場としてひとつお願いをしたいと

思います。というのは、町もそれなりにシカの駆除については相当力を入れてくれていると

いうことで、猟友会の一員としてもありがたく思っているわけですけれども、また反面大変

だなという部分もありますけれども、いずれにしましてもこの１月の中ころに降った雪が非

常に多く、重い雪であって、車が全然走れない状況になっていました。それで、現在も雪が

深くて４輪駆動が入っていけないところが非常に多くて、現在は町有林の塘路の湖の縁、阿

歴内に抜ける道と、それからコッタロの町有林ですか、あそこぐらいしか入るとこがないの

です。それで、結果的に今までの有害の段階で入っていく段階には、今回は一業者が塘路の

近辺については材を出していたということで除雪ができたから入れたのであって、それが除

雪しないと一歩も入れない状況になっていたということなので、またそこを入るとこしかな

いもんですから、みんながそこに入っていくと。そうすると、業者の人の車の妨げにならな

いようにということで、行き違いになったときに何百メートルもバックしなきゃならないと。

入っていったと思えば、出てこなきゃならん、常に車が来たらそういうような状況ばっかり

起きて、ほとんどとれない状況にあったわけです。そういうことから考えると、本当にシカ

をとろうとすれば、我々はほとんど今はもう若い人がいませんから土曜、日曜関係なしに暇

があればやっていますけれども、そういうときに入れない状況が起きるわけですよ、とりた

くても。ただ、そうなると、私が何を言いたいかというと、まず本当に町がとろうとすれば、

除雪費はそれなりにかかることもよくわかっていますけども、せめて町有林だけでも４輪駆

動がこういうふうな大雪があったときには腹が突っかからない程度の除雪、本線だけでもい

いですからやってもらえば相当違うのでないかなというふうな感じします。それと、また道

有林なり国有林もそれなりにこれから開放していくのかなという感じはしますけれども、こ

れも道なり国なりに町として要望していただければ、まだまだ有害の効果が出るのでないか

というふうに感じていますので、その辺のところいかがでしょうか。 

〇委員長（平川昌昭君） 農林課長、牛崎君。 

〇農林課長（牛崎康人君） お答えいたします。 

 猟友会の打ち合わせの中でも、今年度試験的に行われたという道有林、道道のですね、冬

期間ふだんしないところの除雪によってハンターさんが多く入り込んで駆除頭数がふえた

というような報告がされておりまして、これからの検討課題の一つではあるのだろうなとい

うふうに考えておりました。ただ、この間猟友会さんとの打ち合わせの中ではそこまで踏み

込んだ要望、要請等もなかったもんですから、今回一連の発言の中にはそこまで踏み込むこ

とができなかったということで、そこはご容赦いただきたいと思います。委員ご指摘のとお
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り、特にことしのように雪が多い、あるいは雪質が後から凍るようなことでなかなか入って

いけない、道路のすぐそばからじゃないと撃てないという話はハンターの皆さんから聞いて

おりまして、実施隊の運用上ある程度期間的に、あるいは地域的に計画的にやれる部分とい

うのもあるのかなということは感じておりますので、その辺は実際の運用の中で関係課とも

協議しながら、今まであいていなかった道路についてあけれるかどうかということはこれか

ら検討させてもらいたいというふうに思います。 

（「国有林、道有林」の声あり） 

〇農林課長（牛崎康人君） それから、国有林、道有林の関係なのですが、これにつきまし

ては釧路管内にエゾシカ対策協議会という機関が設置されておりまして、関係するほとんど

の機関が一堂に会する会議ございます。21年度は既に開催されておりますけれども、その場

において強く要請していきたいというふうに考えております。 

〇委員長（平川昌昭君） 町長、池田君。 

〇町長（池田裕二君） お答えをしたいと思います。 

 基本的にはただいま課長のほうからお答えしたとおりなのでありますけども、先ほど田中

委員のご質問のときにございましたけども、やはりその一番の問題が国、道の被害の認識に

対する程度がちょっと現状認識が足りなかったということはこの間の私は問題だと思って

おりまして、もう十数年来これは国、道に対して私どもは被害実態の深刻さというものを訴

えてまいりました。ところが、国に関して言いますと、知床の世界遺産が設定されるまでは

ほとんど国有林に対する被害実態はないという態度をされていたわけです。ところが、知床

の世界遺産が登録をされまして、あそこでいわゆるさくで囲うと山がどうなったかというこ

とは、もうこれは報道等で非常に皆さんもご存じだと思います。それから後になってようや

く国のほうも被害実態というものを認識し始めて、昨年国有林において、道内で３カ所程度

だと思いますけども、被害実態をやっております。その中で、それをその結果を踏まえて今

後の対策をどうするのかということが国のほうから提示されることになっております。その

ことと、先ほど課長申しましたように、シカが結局どんどん賢くなってきて、結局国有林の

鳥獣保護区内に逃げてしまうと、このことが駆除圧の効果を高めることを阻害している大き

な要因だということで、国有林に対する立ち入りといいますか、それの許可を私どももずっ

とお願いをしております。具体的には、年に１回国有林のあります国有林所在の市町村会議

というのありまして、これについては毎年参加して私どもも強く主張しておりますし、現在

のところ明確な答えはありませんけども、先ほど言いましたように、国のほうとしてもいわ

ゆる昨年の被害実態の調査を踏まえてこれから先どうしていくのかについては、多分私ども

と同一ではないにしてもある程度方向性というものは共通できるものでないのか、そのよう

に考えております。それと同じように、道有林に対しても同じように私どもとしては申し入

れをしてまいりたいと、そのように考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 後藤君。 

〇委員（後藤 勲君） そういう方向で進めていっていただくことは、非常にありがたいこ
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とだなと思っています。また、今回もそのことに対して一歩前進したのですけども、３月ま

で狩猟期間が延びたということで我々も大分とれるのかなということだったのですけど、い

かんせんきょうの今までそこしか入れないと。だから、シカというのは、時期が来ると当然

釧路湿原にほとんどが入ってしまうので、今時期はまずほとんどこの辺にはいないだろうと

思います。それで、やはり釧路湿原に近い町有林近辺にどうしても12月から１月にかけて入

ってしまうということになってしまうので、そちらのほうにばかり目がいってしまうという

ことなので、パイロットファームや何かについては、あちらにいるシカは全部厚岸の海岸の

ほうに行ってしまいますので、あやめケ原のほうですか、あちらのほうに行ってしまうので、

ほとんどそっちへ行けばいいわけなのですけれども、ただ国道からは撃てないと。道路敷地

から当然外れたとこからしか撃てないと。そして、車からおりて構えたときにシカはいなく

なってしまうと。そして、今どこにも携帯電話がありますから、素人の方があそこで鉄砲撃

った、ここで撃ったといって警察に通報されてから、そうなると１日パアになってしまうと、

そういうような現象が起きているわけなので、どうしても釧路湿原近辺がとりやすい場所に

はなってきているので、また今とることによって、５月の初めに当然子を産むわけですから、

今はほとんどのメスが子を持っているわけです。ということは、今とることによって２頭と

れると、現実的にはそうなるわけなので、そうすると相当な被害が減るだろうというふうに

我々も考えていますので、ぜひとも町有林が本線だけでもあけていただけるような、猟友会

と連絡をとりながら、今回だけは何とかあけてくれと、せめてきれいでなくてもいいから、

４輪駆動が入れる程度でいいですからというようなことで連絡を密にしながら協力してい

ただければなというふうに考えていますので。 

〇委員長（平川昌昭君） 後藤委員、答弁要りますか。 

〇委員（後藤 勲君） はい。 

〇委員長（平川昌昭君） 町長、池田君。 

〇町長（池田裕二君） お答えをしたいと思います。 

 基本的には、課長のほうからずっと説明をしておりますけども、現状の問題として駆除頭

数、駆除圧を上げなければ農業の基盤も揺るがしかねないということをどうやってみんなで

軽減させていくかということで今回提案させていただいております。したがいまして、いろ

んな問題が当然出てくるのは私どもも想定をしておりますし、多分想定していない問題も出

てくると思います。それは、やはり地域一丸となって解決する方法しかないのかなと私ども

は考えております。委員もご承知のように、結局銃刀法という非常に重たい法律があります

し、結局銃の管理に関しましては特に、何年前でしたっけ、佐世保のライフルの乱射事件以

降非常に法律が強化されております。したがいまして、銃刀の管理に関しては、狩猟に関し

ては非常に法律的に規制が厳しくなってくる、これはもうどうしようもない、いたし方がな

いわけであります。そのことと、結局狩猟できるのがいわゆる狩猟免許を持った方しかでき

ない。それは、いわゆる狩猟人口というのは減っているし、高齢化が進んでいる、このギャ

ップと結局シカがいわゆる爆発的にふえているということをどうやって負担軽減を図って
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いくのかということが現状の問題であります。したがいまして、私どもはやはり鳥獣保護法

であるとか狩猟法、銃刀法等々の法律の規制というものをこのままでいいのかということは

提案をしております。先ほども言いましたように、やはり日没から日の出まで撃てないとか、

例えば鳥獣保護区の問題であるとか、狩猟期間の問題等々含めて、ただ法律で規制されてい

るわけですから、それを一方的にどうこうという話にもなりませんので、そこら辺について

は国民世論のご理解をいただきながら基幹産業である農業の被害軽減をどうやって図って

いくのか、そこら辺については実際に狩猟に従事されている猟友会の皆さん方、それから農

家経営の方々、それから一般の町民の皆さん方等々のご意見を承りながら、可能な方法、少

しでも駆除圧が高められる方法をみんなで模索してまいりたい、そういうふうに考えており

ますので、ご理解を賜りたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 後藤君。 

〇委員（後藤 勲君） わかりました。 

 それで、次に入りたいと思いますけども、これは教育委員会なのか、ちょっとわかんない

ですけど、先日釧路市で給食費の口座振替を全面的に導入するということで始まったらしい

のですけども、標茶についてはどういうふうになっているのですか、ちょっと私は子供いな

いので、わからないので、この辺についてちょっと詳しく教えていただければと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育委員会管理課長、島田君。 

〇教委管理課長（島田哲男君） 給食費については、振替口座、あるいは学校に納付、それ

ぞれ選択の方法も含めてございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 後藤君。 

〇委員（後藤 勲君） 全員がそういう形になっているということですか。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育委員会管理課長、島田君。 

〇教委管理課長（島田哲男君） それぞれ学校ごとに違います。 

〇委員長（平川昌昭君） 後藤君。 

〇委員（後藤 勲君） ちょっと初めわかんなかったもんですから、あれなのですけど、学

校ごとということは標茶町はすべてそういうふうになっているということではないという

ことですね。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育委員会管理課長、島田君。 

〇教委管理課長（島田哲男君） お答えいたします。 

 学校給食費は、私会計でございまして、それぞれ保護者が給食費を出して材料の購入をし

て、その給食費で賄うというシステムでございます。あと維持管理、あるいは人件費等は町

の公的負担ということで今進めているわけでございます。それで、給食費をどう集めるかと

いうことなのですが、各学校ごとに保護者が学校長のほうに一度集めまして、学校長から学

校給食センターのほうに納入されるという方式ですので、各学校長にそれぞれお支払いする

学校の集め方が学校長の振替口座のとこに納入する方も、方式もありますし、あるいは選択

制なので、学校によっては学校に現金を持ってくるということも方策としてはしている学校
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もございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 後藤君。 

〇委員（後藤 勲君） ということは、今までもそういう事故はなかったのだろうと推測し

ますけれども、未納というような形だとか、そういう問題については教育委員会としては全

然把握をしていないということですか。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育委員会管理課長、島田君。 

〇教委管理課長（島田哲男君） お答えいたします。 

 学校運営委員会がございまして、その中で給食費のそれぞれ年間の食数、それから会計上

でどれだけの食数に見合う食材の納入の金額、それぞれ計算をしながら給食費を１食幾らと

いうことで決めてございます。現在は小学校205円の中学校240円ということで決めておりま

すが、給食の材料をどう賄うかというのはそれぞれ保護者に説明しながら各学校ごとに集め

ているといいますか、納入されて、そこの中で未納が発生するということは往々にしてこれ

までもあったのですが、ここ２年ほど未納はございません。納入に当たっては、学校のほう

から各保護者にそれぞれ納期内納入ということでご理解いただきながら、経営上でどう影響

するかということもご理解いただきながら、なるべく滞納のあった場合については分納方式

をとっていただくというような方式で進めてございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 後藤君。 

〇委員（後藤 勲君） わかりました。 

 それでは、３つ目に入りますけれども、先ほどちょっと写真見ていただいたと思いますけ

れども、皆様方もご存じのように、今回のまた雪でもって非常に危険な場所ということで、

店でいえば石川十字堂のとこの丁字路といいますか、あそこについてですけども、写真のよ

うに非常に雨が降ると水がたまると、ある程度しばれるとアイスバーンになると、開運橋側

から来る車が滑って十字堂の店のほうに入ってくると。非常に危険だということで私も大分

公安委員会のほう行って、どうしてこんな道路をつけたのだということで大分食い下がった

のですけども、これは去年、おととしの段階で、やはり歩行者を守るということが原則で、

どうしても直角につけるような状況にならざるを得ないということで、車が結果的にはあそ

こで減速をして回るということが原則だと、そのために歩行者が守られると。車にしてみれ

ば、何であそこもう少しすんなり回っていけないのかということでいろいろやったのですけ

ども、いずれにしてもそれはそれとして、今回もまた雨降って、雪降って、氷になってとい

うことで写真のような状況が起きているということがわかりますので、あそこの構造上に非

常に問題があるだろうというふうに考えておりますので、この辺について土木現業所と協議

をしてもう少し水がたまらないような方法、安全な方法ということを考えていただけるのか

どうなのか、ちょっとお伺いをしたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 建設課長、井上君。 

〇建設課長（井上 栄君） お答えいたします。 

 写真見せていただきました。駅前中央通の改修につきましては、開運橋のかけかえに引き
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続きまして、駅前交差点までの計画区間として道路管理者の北海道が事業主体となって現在

実施されているところでございます。この写真見せていただきますと、今委員ご指摘のいわ

ゆる町道、通称斜線と言われております町道との交差点部分の水たまりの部分でございます

が、これにつきましてはこの工事説明会に当たって完成後の工事説明会のときにも私どもの

ほうにも実は水がたまる状況があるということをお聞きしておりまして、最初の完成した年

に土現さんのほうでも段階的な施工方法ということで薄い舗装をかぶせて対応を図ったと

いうふうに理解しております。その後除雪との関係もございまして、いわゆる交差点の町道

の除雪車と道道の除雪車のちょうど境目の部分になりますことから、道道さんのほうとも連

携することが非常に大切だということは承知しておりますので、北海道さんのほうにはやは

り段階的な施工で水のたまらない状況を、まず現状を見ていただくということは今後も必要

かなと思っています。それから、除雪に関しましては、道道さんのほうとの連携がとれるよ

うな努力をしていきたいと思っております。 

〇委員長（平川昌昭君） 後藤君。 

〇委員（後藤 勲君） いずれにしろ、あそこについては町と土現とのちょうど両方境目と

いう形の中でどうしてもああいう状態が起きるのかなということで、私も何度か土現には電

話をかけてあそこの水たまりだめでないかということで、そして標茶に委託されている業者

がすぐ来て水を排除したという経過もありますので、この辺については今課長が言われたよ

うに連絡を密にし、町民から言われる前にできるだけそういう形の中でやるほうがまだいい

のかなというふうに考えていますので、よろしくお願いをしたいと。 

 それと、これはあくまでも土現の昨年、おととしですか、おととしの駅前の歩道の問題な

のですけれども、あれ見ていますと、できたときから歩道の真ん中が少し高いなと、何だろ

うという形で見ていたのですけども、ほかの方々が見るとしばれ上がったのでないかという

ふうには考えられますけども、あれは決してしばれ上がったのでなくて、敷いてあるブロッ

クの下の砂が高いのです、初めから。だから、通常の夏でも雨降っていると水が店のほうに

入ってくると、こういう状況を何回も私も聞かされていましたので、この問題については土

現のほうに改善を要求するよう、町のほうからもお願いをできないかということなのです。

ひとつよろしくお願いします。 

〇委員長（平川昌昭君） 建設課長、井上君。 

〇建設課長（井上 栄君） 土現さんのほうには、私ども街路事業ということもありまして、

窓口に町としてはなって、建設課のほうでなっております。ご指摘の部分につきましては、

工事前の事前の説明等がどうだったのかなということもございますが、いずれにいたしまし

ても土現さんのほうには現状の調査をまずしていただいて、ここの説明等についてもお願い

していくことは可能かなとは思っています。 

〇委員長（平川昌昭君） 後藤君。 

〇委員（後藤 勲君） それでは、次に移ります。 

 19年の９月の定例議会で私がこの役場前の駐車場の問題についてお願いをしたのですけ
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れども、その後どうなっているのかということで、都市計画審議委員会等に付託するような

話も聞こえていましたけども、この件については一応どうなっているのかちょっとお伺いを

したいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 建設課長、井上君。 

〇建設課長（井上 栄君） 役場前憩の広場のご質問でございますので、お答えいたします。 

 審議会で、平成20年度の８月に行われました第１回、それから12月の第２回、21年度の６

月に行われました３回の審議会で意見の聞き取りをお願いいたしました。主な意見といたし

ましては、いわゆる公園の一部、半分、一部駐車場というお話がありましたけども、記念公

園であること、寄附を受けているものも中にあるということも踏まえて、改修は慎重に考え

たほうがよろしいのではなかろうかというご意見、それから公園の利用促進が前提で、駐車

場を前提で物を考えるべきではないのではなかろうかというご意見もありました。それから、

ただ現状でなかなか現実的には人が集まりづらいなというようなご意見も出されました。そ

れから、落葉樹以外での植樹も検討されてはいかがかというご意見、それから庁舎側、いわ

ゆる公園側ではなくて道路を挟んで役場の施設側で、役場庁舎側の植ます等の検討によって

一時停車できるようなスペースの検討も今後考えられないのかというようなご意見が出さ

れたところでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 後藤君。 

〇委員（後藤 勲君） それなりの委員会の報告を今受けたわけですけれども、その中で駐

車場にするというような意見というのはそんなになかったということなのですか。 

〇委員長（平川昌昭君） 建設課長、井上君。 

〇建設課長（井上 栄君） 駐車場の数を多くするというご意見は、その前にいわゆる町の

ほうで対応していた北側の駐車場を広げたというような、一般スペースを広げたということ

も情報が入っていたかと思いますので、駐車場を広げるというご意見は特に多くはありませ

んでした。 

〇委員長（平川昌昭君） 後藤君。 

〇委員（後藤 勲君） この前にそれなりの駐車場を広げていただいたことはよくわかって

いるのですけども、ただ町に来る方々がほとんどこの裏から出入りしているような状況が標

茶の場合は続いていると。まして体の悪い方、身体障害者の方々が入ってきて庁舎前に車を

置くスペースもないと、こんなような問題がいろいろ聞かされてくるのです。考え方によっ

ては、この前が何も道路をつくらなくても駐車場でもいいのでないかというような極端な意

見もありますけれども、この辺について今回行政施行125周年事業の中でタイムカプセルを

掘るような話も聞いていますけども、この話はあるのですか、正直なところ。 

〇委員長（平川昌昭君） 企画財政課長、森山君。 

〇企画財政課長（森山 豊君） ただ、125周年で、行政施行100年のときに埋めたタイムカ

プセルのことだと思いますけども、その予定については現在のところございません。 

〇委員長（平川昌昭君） 後藤君。 
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〇委員（後藤 勲君） ということは、いつ掘るかわかりませんけれども、いずれにしろそ

れがあるから支障にもなるということも言えるかもしれませんけども、ただ、今障害者の

方々が出入りする場所がないということで、今言ったように、前のほうをもう少し駐車場を

広げると、植栽が植わっている部分ですか、あの辺のところも多少開放して車が出入りでき

るような方法というのは考えられないのか、町長、ちょっとお伺いしたいのですけど、いか

がですか。 

〇委員長（平川昌昭君） 町長、池田君。 

〇町長（池田裕二君） お答えをしたいと思います。 

 基本的には、ただいま課長のほうから申し上げましたように、都市計画審議会の中でご議

論いただいた中では、駐車場が足りないから広げるというご意見はほとんどございません、

私もほとんど参加しておりましたので。ただ、先ほど課長のほうからも言いましたように、

庁舎の前のほうに一時的に車をとめるスペース等については考えられないかということで、

これについては検討を指示しておりますけども、交通安全上の問題等々もございまして、な

かなかいろんな規制等があって、なかなか結論に至っていないというのが実態でございます。

したがいまして、今後とも庁舎の利用者の方の利便性というのは、当然私どもも考えていか

なければいけませんので、そこら辺についてどういった方法が可能かについては検討を続け

てまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 後藤君。 

〇委員（後藤 勲君） これ19年の９月の話ですけど、検討を続けていますとかという、そ

ういう逆に言うとどっちでとれるかわからないような返事というのは困るので、この委員会

そのものがどういうような方向で出すのかということをもう少しはっきり表に出していた

だけるような方法ってないでしょうか。 

〇委員長（平川昌昭君） 町長、池田君。 

〇町長（池田裕二君） お答えをしたいと思います。 

 先ほども申しましたように、私どもの行政の組み立ての基本的な形というのは、当然ご理

解をいただきたいと思います。委員が再度こういったご質問があったということについては、

私どもについても重く受けとめたいと思いますけども、都市計画審議会の中の委員の皆様方

のご意見としてそういった形だったということもぜひご理解を賜りたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 後藤君。 

〇委員（後藤 勲君） 話はわかりました。いずれにしろ、町民がそういうような目で見て

いるということなので、ことし町長も選挙ですから、ひとつその辺も含めて町民のほうに耳

を傾けていただければと思いますので、以上で終わります。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 越善君。 

〇委員（越善 徹君） （発言席） １点だけについてお伺いします。 

 昨日デジタル波中継所建設についてお伺いしましたけれども、これが建設されますと、本
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町市街地の約650戸がデジタル波受信をできるようになるということでございましたけれど

も、そのほかにデジタル受信ができない地域というのはどのぐらいあるのかお伺いしたいと

思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 企画財政課長、森山君。 

〇企画財政課長（森山 豊君） お答えいたします。 

 これまで総合通信局のほうで難視聴地区の調査を行っていますが、今現段階では標茶市街

を除いて13地区で難視聴があるということが報告を受けているところであります。 

〇委員長（平川昌昭君） 越善君。 

〇委員（越善 徹君） 13地区ということでございますけれども、それが例えば戸数の多い

ところ、少ないところ、いろいろとあると思うのですけれども、来年の７月にはアナログ放

送が終了するというような予定になっていますけれども、その13地域の受信できないような

ところのその解決策といいますか、そういうものはどのようなことが考えられますか。 

〇委員長（平川昌昭君） 企画財政課長、森山君。 

〇企画財政課長（森山 豊君） お答えいたします。 

 １つは、高性能のアンテナにするということもありましょうし、それからアンテナを高く

するという部分もあります。それから、共聴アンテナを高台につけるという方法等々があり

ますが、これにつきましては委員先ほどご指摘のように地区によっては１世帯とか２世帯、

３世帯、そのぐらいの世帯があります。そこの中でいかに低廉な方法で、そして視聴できる

ような形をどうするかということを手法も含めて総合通信局のほうと協議をさせていただ

いているという段階でございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 越善君。 

〇委員（越善 徹君） それにかかわる費用といいますか、そういうものについては当然国

のほうで負担をするという形になりますか。 

〇委員長（平川昌昭君） 企画財政課長、森山君。 

〇企画財政課長（森山 豊君） お答えいたします。 

 現在のとこ国の補助制度等がございまして、本町で今市街地区で行います部分につきまし

ても３分の２の補助というような形になっていまして、それぞれ補助制度が個別の部分でも

構築されつつあるという内容と今なっているように伺っております。 

〇委員（越善 徹君） 終わります。 

〇委員長（平川昌昭君） 休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時４３分 

再開 午後 ０時５９分 

 

〇委員長（平川昌昭君） 休憩前に引き続き委員会を開きます。 

 総括質疑を続行いたします。 
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ご質疑ございませんか。 

 伊藤君。 

〇委員（伊藤淳一君） （発言席） 内容審議の中では触れることがありませんでしたけど

も、すべての款、目あるときに２点ほど質疑をさせていただきたいというふうに思います。 

 まず、１点目は、自治会振興補助金の中の街灯等についての補助金についてお伺いしたい

というふうに思います。結論から申し上げれば、現在もかなりの補助率なのですけれども、

もう少し補助率が上げられないかと。それは、当然住民の負担の軽減が図られることなので、

どうかというようなことでございます。ワット数に応じて150ワット以上の場合80％、それ

以下の場合は70％というふうに、かなり負担率、町の補助率は高いというふうに私も今まで

思っていたとこなのですけども、何でこういう質疑をするかという部分の理由につきまして

は、だんだんと高齢になってきたということが１つと。それから、それについてのかかわり

は当然あるのですが、だんだんと高齢になってきて、ほかのほうに移住して町内会総体の人

数が減ってきたと、そういう点では当たり前の話ですけれども、当然全体の町内会の比率と

いう部分が上がってくると。それから、３点目につきましては、かねてどなたか質疑してい

たことがあるというふうに私は記憶しているのですけども、道路管理者と言っていいのです

か、道路をつくったときの主体となったところ、いわゆる町であれば町、それから道であれ

ば道、国であれば国という部分で、街灯を設置したところについてはそれから除かれている

というような部分がありまして、当然ながら自分たちで設置した本数が多いところはより負

担をしなきゃならない、そんなような部分がありますので、そういうふうな検討はいかがか

ということでございますので、よろしくお願いいたします。 

〇委員長（平川昌昭君） 企画財政課長、森山君。 

〇企画財政課長（森山 豊君） お答えいたします。 

 街路灯の電灯に対する電気料の補助の件だというふうにお伺いしますが、この制度自体は

始まりをちょっとひもときますと、昭和46年になります。当時街路灯補助金交付制度という

ものがありまして、３分の２補助からスタートしているというとこであります。平成50年に

変更になりまして、70％以内というふうになりまして、現行の制度につきましては平成２年

にすべての制度を自治会振興補助金に統合したというところでございます。それで、当時の

ワット数を見ますと、40ワットとか60ワットが非常に多くて、やはり防犯上を含めて各地域

でみずから立ち上がって整備をしていこうという動きがあったというふうに拝察している

とこであります。それに対して町がどのような支援をできるかというのがあって、今日を迎

えているというふうに思っているところでございます。現状の150ワット未満が70％、150ワ

ット以上が80％というのは、途中でやはり負担がワット数が多いほう、明るいのを望んで皆

さん整備されたと思うのですけど、その分ワット数の高い分高いということで、その均平化

を図るためにこの差がついたものではないかなというふうに思っているところであります。 

 その中で、今お尋ねの今後集落の変更によって負担が多くなるのじゃないかということで、

補助率の上昇を検討できないかというお話でございました。ただ、委員お尋ねのとおりに、
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この補助率についてはかなり他の制度と比べても高度だというのが１つあります。それと、

もう一つは、先般経済危機対策の部分でエコ電灯にかえたというのもありますし、それにあ

わせて残りの部分につきましても自治会振興補助金の中でかえていったと。それで、大多数

がもうエコ電灯にかわっております。この中でエコ電灯につきましては60ワットの部分であ

りますので、今電気料につきましては100ワットで350円弱、それに50ワットをプラスします

と173円強というのがプラスされることになりますけども、現状この60ワットにかわりまし

たので、その段階100ワットにいかない、240円台というふうに下がっておりますので、これ

までの部分とはかなり大きな変化があるというふうに思っているところであります。その点、

負担という部分では、この設置によって軽減されたというふうに私どもは考えているところ

であります。また、時代の背景でいきますと、やはりこれは私どもの町で協働のまちづくり

というのをうたっておりますけども、昭和46年の段階でこの面を見ましてもそういう動きが

あったと。ですから、そういう部分ではそれぞれの任務分担という部分では、軽減措置も図

られていますので、その任務を継続していきたいというふうに考えているところでございま

す。 

 以上、その辺をご理解を賜りたいというふうに存じます。 

〇委員長（平川昌昭君） 伊藤君。 

〇委員（伊藤淳一君） 今ご答弁いただいた中でワット数の部分の話があったのですが、今

回エコ電球にかわったと、ちょっと後ほどまたその料金体系についてお伺いしたいと思うの

ですが、とりあえず今そのワット数の部分で水銀灯のときも150を超えるとかという部分が

なかったような気がしますし、今ご答弁いただいたとおり、現状でもエコ電球にかわった場

合でも60だと。そういう部分のワット数に対する基準の見直しというのも必要でないのかと

思うのですが、まずその点についてお伺いしたいというふうに思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 企画財政課長、森山君。 

〇企画財政課長（森山 豊君） お答えいたします。 

 過去の経過を見ますと、やはりその当時設置されていた電灯のワット数をもとに今日的な

制度設計がされているというふうに思っているとこであります。ただ、今お尋ねのように、

現状こういう形でまた大きな変化が起きておりますので、先般お話しいたしました協働のま

ちづくりという観点の精神は維持しながらも、これらの制度については現状において何が一

番ベストなのかということについては、これに限らず、すべての制度について検証すべきも

のだというふうには考えているとこであります。 

〇委員長（平川昌昭君） 伊藤君。 

〇委員（伊藤淳一君） 料金の部分でいきますと、確かにエコにかわった分下がっている、

実は私９月ごろに担当のとこ行きまして、どうだろうと聞いたら、いや、エコにかわったば

っかりで、まだ料金が出てきていないのでというようなことがありまして、今回ちょっとこ

この中にも町内会の役員されている方がいらっしゃるのですが、うちのほうの例でひとつお

話しさせていただければ、大体100万円ぐらい総体でかかりまして、その70とすれば、30万
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円町内会で持っているということになります。今回９月から、町のおかげで９月からエコに

かわって料金が安くなってと。月当たり８万円から９万円ぐらいのが６万円程度にというこ

とで、その分下がってはきたのですが、ただそれを積算しても６万幾らであっても約70万円

になってくると。そうすると、やっぱりそれの７割というと、20万円近く負担しなきゃなん

ないというような、確かにエコになってどんと減るとは予想していなかったのですが、さほ

どパーセンテージの部分でいくとそんなに、下がれば当然パーセンテージ下げても下がりま

すので、下がる数字が少ないので、その差というのは少ないというのです。そんなふうに実

は思って、当然きょうエコにかえたからという部分があるだろうなというふうには思ったの

ですが、そんなふうに自分は思うところなので、それと今協働のまちづくりという部分の、

それはアップされても損なわれないのでないのかなというような部分で私は思っています

し、先ほど言った３つの理由の何が一番かという部分ちょっとおいておいても、最後の部分

で言った設置者の関係によってそれぞれの町内会の負担率が違うという部分は、やはり再考

といいますか、考えていただけないものかなというふうには思うのですが、それについてま

たお伺いしたいというふうに思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 副町長、及川君。 

〇副町長（及川直彦君） お答えをしたいと思いますけども、経過等については先ほど企画

財政課長が説明したとおりであります。ただ、これは標茶に限ったことではありませんけど

も、道内でも昭和40年前後から各地域会が町内会の女性や子供さんたちの防犯上の問題で各

場所にそれぞれ防犯灯を整備するということで、当初はいずれも町内会の経費で賄ってきた

という経過がございます。それに対して、先ほど言いましたように、本町では昭和46年に助

成制度を設けたと。当時、標茶町社会福祉協議会が全道社協の中で多分意見提案したのでは

なかったなと思いますけども、この防犯灯に対する自治体の、あるいは公費の補助をすべき

じゃないかというようなことがあって、どちらかというと、スタートはコミュニティーが基

本でありまして、そのときの補助率のあり方としては80％という議論が境目としてあったよ

うに記憶をしてございます。その点からしますと、先ほどの説明にもありましたように、15

0以上の話でありますけども、80になって、あるいはそれ以下の部分が多いと70になってい

るということで、このいわゆる補助率が適正なのか適正でないのかということになりますけ

ども、たまたま今年度経済対策でエコ電灯に切りかえすることを奨励をしました結果、各町

内会ではそれなりにこの防犯灯の設置場所等々については再検討されたようであります。基

本的には、先ほど委員からご指摘ありましたように、町内会のコミュニティーの構造が変化

しておりますから、それに伴ってどう変化するかというのもコミュニティーの本来の自発的

な活動ではないかなと思ってございます。その結果、エコ電灯としての料金が下がることも

含めて、負担のあり方としていかにあるべきかということについて言えば、これは当然再度

議論になるかもしれません。ただ、正直言いまして、近隣の町村とぜひ比べていただきたい

のですが、本町の防犯灯の設置数は多分管内ではトップクラスではないかなと思っています。

それだけ防犯に意を配しながら、住民の皆さんが負担をしながらでもそれだけのいわゆる灯

 - 56 - 



数が必要だという、いわゆる自己決定のもとに今日まできているという状況が基本的な形で

はないかなと思います。そういった面では、また４月の６日に町内会、地域会の会長さんの

会議がございます。そういったところでの議論も含めて、今後必要があれば、検討すべき課

題かなというふうに思っております。いずれにしても、そういう経過がございますので、経

過を大事にしながら、町の側がどうせい、こうせいという話ではなくて、コミュニティーの

皆さんの本当のそういう自発的な努力によってどのようなあり方が一番正しいかという部

分について落下すべきではないかなというふうに考えているところでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 伊藤君。 

〇委員（伊藤淳一君） それなりに理解をしながら、また検討していただきたいなと思って

います。自分自身も今ごろになってというような部分がありまして、気がつかないなんてい

うことも当然あるのですが、新聞等で自治会になかなか加入しないというようなことを新聞

で見たりしまして、そういうような事柄から先ほど最初に言いましたように高齢になってき

た、当然総体の戸数が減ってきた、そういうことで私もかねて町内会長やっているときにあ

る人から手紙いただきまして、町内会やめたいと、町内会の会費何に使われているのだと、

そして私、社協だ、消防だ、講演会だ、街灯だというふうに文書に書いてお渡しした経緯が

あるのですが、よりそういう高齢者、単身者がふえていくと、その中に占める電気料という

のは、月にすれば百数十円なのかなと思いますが、たかが100円、されど100円というような

議論になってくると思いますので、ぜひまた検討していただきたいなというふうに思ってお

ります。 

 次につきまして質疑移らせていただきます。公営住宅等における犬とか猫の飼育というの

は、どうなっているのかなということをお伺いしたいのですが、条例上では入居者は周辺の

環境を乱し、また他に迷惑を及ぼす行為をしてはならないという１項があるとこなのですけ

ども、現状としてどうなのか、まずお伺いしたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 管理課長、今君。 

〇管理課長（今 敏明君） 今町営住宅の管理条例の第21条からの条文、実質的には22条で

すけども、飼育状況ということでは、これは的確には把握はしていません。ただ、いろんな

形の中で当然苦情等もございますので、そういったような形の中でペットを飼われていると

いう事実は実態としてはございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 伊藤君。 

〇委員（伊藤淳一君） 端的に言って禁止という、飼ってはならないということにはなって

いないのでしょうか。 

〇委員長（平川昌昭君） 管理課長、今君。 

〇管理課長（今 敏明君） ご指摘のとおりで、ペットを飼ってはいけないというような条

文はございません。基本的には、私どもの公営住宅の管理条例につきましては、委員ご承知

のとおり、公営住宅法に基づく、いわゆる管理の標準条例をもとにして、どこの自治体もそ

うなのですけども、つくってございます。その精神といいますか、公営住宅法の精神からい
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いますと、今まさに委員おっしゃっているとおり、他人に迷惑をかけない、例えばどういう

ことかというと、ペットに限って言うと、当然その鳴き声ですとか、ふんですとか、いろん

な形の中で迷惑をかける可能性が高いということで、直接的には触れていませんけども、そ

の法の精神といいますか、そういった部分では未然にそういうトラブルを防ぐというような

ことを前提としているということがあろうかというふうに思っています。また、具体的には、

本町の取り扱いですけども、新規に公営住宅を申し込みされて、選考委員会等で決定はなっ

ていくという段階で、当然入居の手続をされていくわけですけども、その入居の段階で、決

定に至った段階で私どもで入居の心得ということで、いわゆる施設の利用の仕方ですとか、

機器の利用の仕方、あるいは今言ったような他人に対する迷惑行為をかけないとかというと

ころに、私どもの本町としては具体的にペットの飼養、犬、猫、あるいは鶏等の飼養を基本

的には禁じているということなのです。ただ、それは先ほど言ったとおり、その法の精神だ

ったり、私どもの条例の精神が背景にあっての形で、具体的にはその法を根拠として飼って

はいけないというものは現状ではございません。 

〇委員長（平川昌昭君） 伊藤君。 

〇委員（伊藤淳一君） 今、極端に言えばというような話になろうかというふうに思うので

すが、公営住宅法の精神にのっとればというようなご答弁をいただきましたけれども、現実

として私も苦情を聞きましたし、多分多くあるのだろうなというふうに思うのです。迷惑を

かけなければということなのですが、現実にあった場合、現実にあると思うのです。例えば

ごみの焼却を不法というか、されていて、なかなか隣近所だから言えないというのと似てい

るケースだというふうに思うのですが、実際にそういう場合にどのように対処されているの

かお伺いしたいというふうに思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 管理課長、今君。 

〇管理課長（今 敏明君） 委員ご指摘のとおり、年間数件の苦情がございます。基本的に

は、やはり先ほど言った鳴き声等による騒音、それからやはりふん等のそういった衛生面の

部分の心配、そういったことで来ています。それで、いろんな方がおられまして、やはり純

粋に犬あるいは猫が嫌いだという方もいますし、今言ったような迷惑がかかっているという

状況があります。基本的には、私どもそれぞれの団地に管理人さんも置いてございますから、

当然入居者の方々にも申しているわけですけども、基本的には大家としての責務として当然

そういったことの問題を解消していくというのが私どもの責務でございますので、直接的に

いろんなお話があった場合については、そのお宅のほうに訪問させていただきまして、基本

的なお話をさせてもらって、ペットの飼育についてはご遠慮いただくということをお願いし

ています。ただ、いろんな背景として、これは一々説明するまでもなく、空前のペットブー

ムという中で純粋にペットが好きだという方もいますし、先ほど委員別な質問で高齢化が進

んでいるということで、寂しさを紛らわすために飼っている方もおられる、あるいはアニマ

ルセラピーという言葉に代表されるとおり、動物にいやしを求めるという方もおられます。

なかなか私どもとしても、基本的には先ほど言ったとおり、スタンス的にはやっぱりそうい
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ったトラブルを未然に防ぐという意味では飼養の禁止というのはお願いしているわけです

けども、現実的に動物の愛護の精神であったり、あるいは今言ったようないろんな諸事情の

中で首に縄をつけて引きずり回すというようなことにもなりませんから、大変実は悩ましい

問題でもあり、問題解決の糸口がなかなか見出せない状況にあると。とにかくやはり苦情を

申し上げてくる住人の方に対しては、再三再四私ども誠意を尽くして協力を求める、その姿

勢をその苦情を申し上げてくる方々にお示しをして、やはり私どもの誠意も一定程度認めて

いただくというようなことで対応しています。 

 これは、ちょっと話ずれますけども、基本的にはやはりマンション、あるいはこういう公

営住宅の中でのこのペットの問題というのがやっぱり社会化問題というか、社会現象として

なっています。この問題については、私ども理事者のほうからもこの問題について具体的に

解決策はないのかという指示はことしもいただきましたし、昨年もいただいています。そう

いった意味では、理事者もそういう問題が存在しているということは承知していますので、

それらについて一応私どもの担当課の、私個人のまだ発想かもしれませんけども、考えてご

ざいますのは、本当に禁止することでいいのかどうかというところはやっぱり考えなきゃい

けないのかな。あるいは、何かペナルティーという言葉で表現するとちょっと乱暴なことに

はなろうかと思いますけども、飼うことを許可することによってより厳格に住宅の管理に関

するペナルティーを科す、あるいは使用料金等に差をつける、いろんな方法があろうかと思

いますけども、それも含めてやはりいろいろと、まるっきり禁止をしていくのか、あるいは

一定程度認めるのかという部分では大変苦慮するところですけども、たまたまこれ全国的に

私目にした記事で、数年前ですけども、東京都のやはり立川市でそういった公営住宅内の問

題が起きて、一応３年程度をめどに試行期間でどのような問題が起きるのかということで検

証していたようです。しかしながら、実際にその３年経過した段階で、当然入居者の異動が

なければ、何を検証するかというのは難しいということで、さらにまた５年延長したという

ことで、そういった意味ではいろんな全国の各町村が抱えている問題でございますので、そ

ういったような他自治体の取り組み状況等を注意深く情報を収集しながら、やはり標茶町に

とってどういう方法がいいのか、入居者全体の方々のそういったバランスをどうとっていく

のかというのは、まさに今後まだまだ悩みながら問題解決の糸口を探っていくという状況で

ございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 伊藤君。 

〇委員（伊藤淳一君） 今禁止をされているところの一例の話も出ましたけども、私も極端

にどうという考え方は持っていないのですが、ちょうどちょっと今回こういうことでファイ

ルあったので、調べましたところ、そんなに古くなくって、昨年とか一昨年ですね、夕張市

で３年、禁止ということで３年間猶予を持って、その後の３年たったときにどうだというの

で、２回立てで新聞で報道されていたのですが、いつまでもどうするかという試行錯誤して

いてもなかなか解決されないわけで、困っている方というものをいかに解決するかというこ

とになってくるだろうというふうに思うのです。 
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 それで、まずもう一つお聞きしたいのは、町営住宅の入っている方々の何かの役員という

のもあるというのは知っていたのですけども、そうじゃなく、それ以外に町営住宅管理員と

いうことで町職員が当たるという部分がありまして、そこの項目を見ますと、良好な環境を

維持するために入居者に必要な指導を与えるという１項がありまして、そういう部分からい

くと、もう少し積極的な姿勢というのが必要でないのかなと。そうしない限りなかなか、そ

の迷惑を受けている方々の数は少ないかもしれない、だけどもそこの解決策にならない。最

初の話に戻りますけども、ご答弁いただきました公営住宅法の精神からいって、入居の心得

からいくと、禁止という部分になってくるというようなお話がありましたので、そういう点

でうちには極端にそういう制度はないのですけども、パブリックコメントというか、もっと

広くご意見をお伺いする機会もあっていいのでないかなと思うのですが、それらを含めてご

答弁いただければというふうに思っています。 

〇委員長（平川昌昭君） 管理課長、今君。 

〇管理課長（今 敏明君） 今町営住宅の管理員ということで、私含めて職員が発令行為を

受けて、当然そういう業務、責務があって先ほど言ったとおりそういった苦情に対して私ど

も含めて職員が対応しているというのが実態で、決して積極的か積極的でないかという判断

でいきますと、どちらかというと、積極的ではないと言わざるを得ないと。それは、先ほど

言ったような背景が、やはりいろんな事情があるということで、当然そういう苦情が発生し

た際にその苦情の発生の原因となっているお宅のほうにお伺いをしていろいろと協力をい

ただくという、今そういう姿勢でございます。そういった意味では、今委員のお尋ねの部分

というのは、積極的に対応するというのは、むしろ現に禁止している部分についてはやっぱ

り徹底的にやれというふうにまた聞こえるわけですけども、逆に私どもとしてはやっぱりど

のようにそういったペットを飼う方、あるいは飼わない方が共生できる、そういう団地だっ

たり、住居だったりが実現できるのか、逆にそういった方向もやはり検討するのも一つの方

向だというふうに考えていますので、そういったいわゆる禁止条項だったり、私どもの入居

の心得は当然遵守してもらうべきなのですけども、それを盾にやはり徹底的に取り締まると

いうことはいかがなものかというのは正直言って迷うところでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 伊藤君。 

〇委員（伊藤淳一君） 時間もあれですので、ちょっとはしょってあれしますが、精神的な

問題という部分で触れますと、何か私今感じる部分でいくと、ある言葉で、赤信号みんなで

渡れば怖くないの言葉式で、どこそこが飼っているから、うちも飼っていいやという、何か

その辺がなれというか、惰性的になってきているというような部分も感じるわけです、私自

身も。ですから、そんなことも含めて、やっぱり当たり前になっちゃって、迷惑をかけてい

る人がいるのだというような部分に立って、約束事をやっぱり破っているのだという、そう

いう意識も持たせるということもまた必要かなというふうに思いますので、禁止云々、それ

からペットを飼える場所というか、それというのもあるようですけれども、ぜひ検討してい

ただければなというふうに思っております。 
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 同じく犬、猫、むしろ犬のほう、私見たのは犬なのですが、公園における犬の散歩、それ

からキャンプ場におけるやっぱり犬の散歩と言っていいのでしょうか、現に私が散見したの

は駒ケ丘公園であったり、多和平のキャンプする場所であったりとかということなのですが、

基本的には犬、綱をつけていなきゃならんということなのですけれども、解放的な気分で綱

をとっちゃって放し飼いするとかいうような部分、私はそういう光景を見たのですが、実際

そこに出入りする方とかという部分であれば、その人以外ですね、出入りする方がいれば、

まれにそのものにさわれば、大変不愉快、これ以外なものはないわけなので、そういう部分

の対応策というのはどのように考えられているのか、ちょっとそれぞれの場所でそれぞれ多

岐にわたるかもしれませんが、総体として対応策ってどうなのかお伺いしたいというふうに

思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 住民課長、妹尾君。 

〇住民課長（妹尾昌之君） 犬に関してでございますので、私のほうから町の条例に基づい

てのお話をさせていただきたいと思いますが、今委員ご指摘のように、犬を飼育する場合に

つきましては鎖等でつないで飼育すると、それからつながない場合については飛び出ないよ

うな頑丈なさくの中で飼うということが原則になっています。それから、散歩につきまして

も基本的にきちっと鎖等で買い主が犬を放し飼いにしないように散歩するというのが原則

になっておりまして、他人に迷惑等を及ぼすおそれのない場所ということであれば、当然公

園は不特定多数の方が利用するということではそういう場所には当たらないと思いますが、

一定の買い主が放し飼いにしても管理が行き届く範囲での放しての運動ということは認め

られているという現状でございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 伊藤君。 

〇委員（伊藤淳一君） 内容についてはわかりました。端的にそういう法で決まっていると

いいながら、先ほどの公住のあれじゃないですけれども、どうしても破ってしまうというよ

うなケースがありますので、そのキャンプの管理、多和平は多分そういう管理があるのです

けども、ほかのほうの公園はないのですが、何かそれに対する施策的なものを、看板立てり

ゃいいということだけでは済まないかと思うのですが、何かそういう芝生の上で憩う方々に

不愉快な思いをさせない、そういう何か手だてというものがないかと思うのですが、いかが

でしょうか。 

 多少ちょっと話は違っちゃうのですが、犬の飼育といった部分でちょっと私もこれまた調

べましたら、ちょっと観点は違うのですが、今からもう10年前に根室市が犬の散歩について

はふんを入れるかごを持って歩けということを条例化するという新聞だったので、多分可決

してしたのだと思うのですけども、それぐらいやられている行政もありますので、何か手だ

てについてどうであるか、再度お伺いしたいというふうに思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 町長、池田君。 

〇町長（池田裕二君） ちょっと全般的な話になりますので、個別ではなくてちょっと基本

的な考え方のお話をしたいと思うのですけども、ペットが嫌いな人にしてみれば、見るのも
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嫌なわけです。においも嫌なわけです。でも、ペットが好きな人にとってみては、それは自

分の子や親、兄弟と同じように考えているわけです。したがいまして、世の中のいろんなル

ールというものも当然変化をしていかなきゃいけないし、先ほど公営住宅のときにも申しま

したけども、基本的なルールを守ってくださいというのが、これは地域で生きていくための

基本的なものなのですけども、それをどう強制的に、強制的にといいますか、そう守っても

らうかにいろんな方法あるかと思います。そうした場合に例えば公園であれ、いろんなとこ

ろであれ、見たくもないという人たちにどうするかといったら、それはもう禁止するしかな

いわけで、禁止する場合に、じゃだれがそれを監視するのかという問題があるわけです。そ

のことと、核家族化が進んでいわゆる高齢者が１人で住んでいる、そういった中で先ほど管

理課長のほうから申しましたように、ペットというのは確かに禁止されているのだけども、

やはり生きていく上で、それはやはり家族と同じような気持ちで考えている方がいらっしゃ

るわけです。でも、これ嫌いな人にしてみたら、何でなのだという話になるのです。そこで、

ルールを守っていないから、それをすべて禁止するということが、現実問題としてそれがす

べての解決になるかといったら、それは難しいと思うのです。あらゆる場所で、ここにはペ

ットは入れてはいけない。そうすると、全部禁止措置するのか。じゃ、だれがそれを監視し

ていくのか。そうするとなると、地域づくりというのは、お互いがやはり理解し合って、多

少の迷惑というのはかけられたりかけたりするもんだということの意識の中でどこまで我

慢できるのか、どこまで迷惑をかけないようにするのかと。これは、お互いでやっぱりルー

ルをつくっていって、マナーを守っていくというのは、これ原則だと思うのです。だから、

ペットにしても、例えば町の中でいろいろ苦情が来ます。ふんの処理や何かで、やはり散歩

のときにきちんとやっていないというのはよく来ます。でも、現実問題として、それはペッ

トを飼われている方にマナーを守ってくださいとお願いする以外に、じゃ一人一人の方が散

歩するときにだれが監視していくのかという話になったときに、これ現実問題としてはでき

ない話なのです。だから、やはりペットを飼っている人にとってペットというのは非常に大

事なもんだと思います。私は、パートナーだという意識の方多いと思います。自分のパート

ナーがやはり世の中によって、世の中から認められるようにしていくというのも、これは飼

う人の基本的な考え方だと思うのです。 

 そういった中で私どもがやれるというのは限界があるわけで、先ほども申しましたように、

短兵急にこれはルールとしてだめだからやめてくださいよということを強制的にやるのじ

ゃなくて、それは基本的な物の考え方を理解していただくというのが私は私どもとしてでき

る判断だと。ただ、そのことと先ほど言いましたように時代が変わってきているわけですか

ら、やはりペットというのは高齢化の中でこれはもう否定できない現実だと私は思っていま

す。したがいまして、担当課のほうにも公住についてのペットというのを検討しろという指

示を出しているわけでございます。ただ、先ほどから今までの例、立川の例もありますし、

夕張の例もあります。夕張が結果としてどうなったかという話になったときのを見ても、解

決というのはそれほど容易でないということもご理解を賜りたいと思います。いずれにして
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も、私はこれから先ペットというのは私どもが生きていく中で否定はもうできない存在にな

っておりまして、その現実をしっかり見詰めて、そうでない、ペットが好きでない人たちに

とってどれだけ快適な地域づくりができるのか、それをみんなで考えていく、もうそれしか

ないのではないのか、そのように考えておりますので、ぜひご理解を賜りたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 伊藤君。 

〇委員（伊藤淳一君） 特別、解決策が出たわけではないというふうに思います。町長言わ

れたように、かけたりかけられたりと、その部分も理解するのですが、この辺で質疑やめま

すけれども、現実に困っている人をどう救うかというと、頼れるところは個々のルールを守

る、遵守する、それは当然なのです。そこが先ほど最初言ったように崩れて、だめだという

ものをみんなやっているからいいやと、そういうところに堕落しているというか、落ちてい

っているという部分も否めないというふうに思いますので、再度繰り返しになりますけども、

困っている人というのが頼れるところは行政しか私はないのじゃないかと思うのです。そう

いう点を思いまして、最後までいくとしても水かけ論になっちゃいますので、町側のほうで

もいろいろとどういう施策があるかという検討されているというようなお話もありました

ので、ぜひこれからも町民に声をかけながら検討したことを申し上げて、私の質疑を終わり

たいというふうに思います。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 黒沼君。 

〇委員（黒沼俊幸君） （発言席） ２点質問をしたいと思います。 

 初めに、中山間事業についてお伺いしたいと思いますが、過去10年間中山間事業が行われ

まして、ことしは３期目に入る中山間事業であるというふうに考えているわけですが、過去

非常にこの事業は地域に有利に展開しましたし、成果が上がったものと私は認識をしている

ところです。ことしの予算書にも３億9,000万円ちょっとの事業が盛り込まれまして、町は

この25％を負担するわけですから、9,800万円ほどになろうかと私は思っていますが、こと

し新年度にこの事業が展開されるに当たりまして、今３月ですから、大体中山間事業の決算

が出る時期です。私も計画書等を見て、本年の草地改良の部分がどんな数字であったのか、

金額的にはどのぐらいになっていきそうなのかについて、まずお伺いいたします。 

〇委員長（平川昌昭君） 農林課長、牛崎君。 

〇農林課長（牛崎康人君） お答えいたします。 

 平成21年度の中山間共同取り組み活動の中での草地整備の実績のお尋ねでございます。平

成21年度につきましては、まだ最終的な締めではない、これから中山間のほうの代表者会議

というものが開かれまして、そこで承認ということになろうかと思いますけれども、現段階

でお知らせを受けている金額につきましては、126件で8,332万9,000円が草地整備のほうに

使われているというふうに知らされております。 

〇委員長（平川昌昭君） 黒沼君。 

〇委員（黒沼俊幸君） 8,300万円で、面積はどれぐらいになるのでしょうか。 
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〇委員長（平川昌昭君） 農林課長、牛崎君。 

〇農林課長（牛崎康人君） 本当は面積を申し上げればよかったのですが、集計している資

料が件数表示でありまして、126件というふうに申し上げました。ちなみに、平成19年が7,2

00万円ほどの金額なのですが、そのときについては面積押さえていまして、1,297ヘクター

ルという実績になってございますので、大体それぐらいの若干多いような面積じゃないかと

いうふうに推察しているところです。 

〇委員長（平川昌昭君） 黒沼君。 

〇委員（黒沼俊幸君） この草地改良事業は、すごい事業を行っているというふうに私は思

っています。金額的にも8,000万円ですから、20％になります。直接支払いが50％あるわけ

で、残りが共同取り組みですから、これは非常に皆さんの希望というか、認識がそこへいっ

ているというふうに日ごろ思っているし、このことが私、今堆肥散布とかスラリー散布、そ

れからこの草地更新、この事業が国の方針でもって予算を、補助金をカットしたわけで、こ

の面が非常に大事になってくるというふうに考えていますが、例えば上部機関の支庁とか何

かはこの点の草地改良についてはどのような考えをヒアリングとかその打ち合わせ会議で

出しているか、あればお聞きしたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 農林課長、牛崎君。 

〇農林課長（牛崎康人君） 中山間の事業の総体の中に占める草地整備の点についての北海

道の考え方が何かあったかというようなお尋ねだったと思いますけれども、基本的にこの制

度は直接支払いという形の中で協定に参加している個々の農家さんの意思の積み上げで成

り立っているわけですから、標茶町としても、それから北海道としてもこの制度の趣旨に反

しない限りはどうのこうの言う立場にはないというふうに考えておりまして、特段今までも

ヒアリング等いろんな場面でぜひ草地整備を重点的に進めなさいとか、あるいはぜひこれを

やってくださいとか、そういった話はなかったのが実際のところでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 黒沼君。 

〇委員（黒沼俊幸君） 今までは、確かにそういうふうに補助が重複しますから、そういう

ことだったかと思いますけれども、私はこのことをやはり、私が言ったからそうするという

ふうには、私が言うからそうすれというふうにとられてもまた、私はそういう意味は持って

いませんけれども、やはり今まで直接支払いですから、半分現金で12月に支払いされるよう

なことがずっと行われていましたけど、やはりその面はその面で会員の方の、中山間に参加

する方のこれは判断でいいと思いますけど、やはり資産で残るというか、財産で残るという

か、ということを考えたとき、農家の一番大事な農地の改良とか、そういうものがこの事業

でやれるのだということを私はＰＲしていくべきだと思っています。農協の職員とも二、三

度話しましたら、確かにそういう認識は会員の中にも高まっているし、私らもそのようにし

ていきたいというふうなことを申していました。この点については、これで打ち切りまして、

次に育成牧場の哺育事業について一、二点お伺いします。 

 哺育事業は、去年哺育舎が完成して、私も多和平に行く折にちょっと中を見たりいろいろ、
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牛も見ております。現在の稼働状況というか、そういう表現はどうかと思うのですが、育成

の状況は建物に対してどれぐらい満杯ですか、それとも何割かまだあきがあるとか、そうい

う話でいいですけれども、ちょっとお聞きしたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 育成牧場長、表君。 

〇育成牧場長（表 武之君） お答えいたします。 

 哺育につきましては、当初計画はカーフハッチ牛舎が20頭の２つで40頭受け入れる態勢を

持っています。そして、ロボットが２台ということです。大体月平均70から80頭ぐらい可能

じゃないかというふうに考えております。そして、現在は月四、五十頭ぐらいですから、そ

ういう意味では稼働的にはまだあいているというふうになっております。 

〇委員長（平川昌昭君） 黒沼君。 

〇委員（黒沼俊幸君） もうちょっと詳しく、あいていると言ったのだけども、半分あいて

いるのか、その点。 

〇委員長（平川昌昭君） 育成牧場長、表君。 

〇育成牧場長（表 武之君） 一概に稼働の状態というのは、急激に１週間のうちにどんと

入る場合と少ない場合がありますので、平均的な部分でいいますと、大体５割か６割程度と

いうふうになりますし、込み入ったときには全棟を使っている場合もあります。そういう意

味では、むらがあるということは事実ですが、時には本当に満杯状態、100％超える週もあ

ったりします。そういった意味では、なかなか平均的な部分は言えませんけど、そうなって

います。 

〇委員長（平川昌昭君） 黒沼君。 

〇委員（黒沼俊幸君） 最後になりますけれども、事故の状況というか、事故は何％ぐらい

か、それから生産者というか、預ける人の感想というのがどんなふうになっているか、お聞

きして終わります。 

〇委員長（平川昌昭君） 育成牧場長、表君。 

〇育成牧場長（表 武之君） 事故率につきましては、いわゆる病気等で死んだ牛に対して

は現在1.1％ぐらいです。それで、あと淘汰といいますか、医者の判断により治療しても向

かないと、そういう部分含めますと1.5％ぐらいになります。 

 それと、哺育を利用した方の、これ普及所の関係の方が聞き取りをしていただいたことな

のですが、それについて説明をさせていただきます。その方によりますと、非常に奥さんの

労力、精神負担等が軽減をされたということで、その分を草地、草刈り等に手伝うことでき

るということと非常に事故率が減ってきたと。その方につきましては、普通は10から15％ぐ

らいの事故率だったのですが、ここに預けて非常に少なくなったと。いろいろな効果がある

ということで、お褒めの言葉をいただいております。最近よく各地区の婦人会も含めながら

施設を視察に来られます。結果としましては、自分とこの牛と比べますと、平均的に非常に

よくできているというお言葉もいただいておりますので、そういったことを励みにしながら

職員一同勉強しながら預託にこたえたいというふうに努力をしている次第です。 
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〇委員（黒沼俊幸君） 終わります。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 小林君。 

〇委員（小林 浩君） （発言席） 内容審議のときにもちょっと理由を聞いたのですけど

も、実は通所介護デイのことなのですが、介護報酬が上がっているのに前年度より下がった

理由はというのをちょっと内容審議で聞いたのですが、利用者の方が大体１日1.5人減って

いるという理由だったもんですから、当然高齢化率が上がって認定を受けている老人もふえ

ているのに、なぜ利用者の率が下がっているのか、またそれに対して今後どうしていくかと

いうことを今どのように考えているのかをちょっと聞かせてほしい。 

〇委員長（平川昌昭君） やすらぎ園長、山澤君。 

〇やすらぎ園長（山澤正宏君） お答えいたします。 

 私たちの施設の１日の基本定員というのは、25人定員という形で今運営をさせてもらって

おります。利用率が計画よりちょっと下回っていますという話の背景には、体調が不良によ

ってその日休まれる、または入院される、またあとショートステイを利用している最中であ

るというようなことが主な理由として、そういうことが理由で当日休まれるということでの

利用率が下がっているというのが主な原因となっております。ですから、これ体調面とかい

ろんな個人差、それぞれのあれがありますので、定員25人以上の登録というのも法的には余

り、厳しい規制がありますので、そういった部分では今現在これといった対策というのはち

ょっとまだ持ち合わせておりません。 

〇委員長（平川昌昭君） 小林君。 

〇委員（小林 浩君） 恐らくそういう理由なのかなというのは思っていたのですが、実は

民間でもそういうデイサービスをやっているところがあるもんですから、僕以前にも一度質

問させてもらったことがあるのですけども、送迎に関してなのですが、どうしても標茶とい

う地域の中でなかなか１軒１軒に対しての送迎が難しくて、その曜日によって限定されてし

まうという事情があったのですけども、実は同じ民間でもう一軒やっているところもたしか

定員は25名です。ただ、僕もたまに見学させてもらったこともあるのですが、大体平均１日

24人ぐらいは入れているはずです。職員の関係もあって、恐らく日曜日と、あと週に１回ぐ

らいは20名ぐらいに抑えているというような状況なのですが、やっぱり相当企業努力をして

いますし、なかなかデイサービスを利用するという人は、利用者さんがデイサービスを利用

したいという人はなかなかいないと思うのです。ほとんど介護をしている家族の方がデイサ

ービスに介護している方が行っている間に、ちょっと介護している方のケアというか、買い

物行ったりとか、ふだんの用事を済ましたりということが理由でというのが多いと思うので

すが、どうしてもやっぱりこちらから計画作成員の方が何とか体験をさせてやるとか、そう

いう方法をとっていかない限りはどうしても人数がふえてこないと思うのです。それとあと、

送迎に関しても、実は民間の方は本当に乗用車１台で１人を迎えに磯分内までも、虹別まで

も走っているような状況です。ぜひ何とか、２つあるわけですから、僕は行政がやっている
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介護も民間がやっている介護も介護って同じだと思うのです。ぜひお互いに同じデイサービ

ス同士で何とか力を合わしてやっていければ、大体利用者が自分の使いたい日にちにそうい

うデイサービスの介護を受けれるような方法をとれるのじゃないかなと思うのですが、その

件についてはどう思いますか。 

〇委員長（平川昌昭君） やすらぎ園長、山澤君。 

〇やすらぎ園長（山澤正宏君） 今現在登録されている契約者の人数を申し上げますと、今

現在は約90名ほど登録をされております。それで、営業は月曜日から土曜日ということで、

週６日間の営業でございます。利用回数、介護度の高い方は、介護保険料の中で利用回数は

３回とか４回とか、週当たりですね、利用回数はそういった使い方もできるわけなのですけ

れども、現状90名の方々の公平性を保つということで週２回を上限に、今そういう日程を組

みながら送り迎えなどをさせていただいているのが現在の状況なのです。そういった状況の

中で民間さんのお話の例、お伺いいたしました。そういった個別で対応されている部分もあ

るようですけれども、基本的には現状週２回上限というのは今のところ崩さないで、皆さん

が最低２回は受けられるという形の中でその25人の定員枠を日程を組みながら対応してい

きたい。その中で利用率をいかにして上げるかというのは、今後またやっぱり検討課題だと

いうふうに思っておりますので、その辺は今後また民間さんのやっているようなことも、手

法も参考にしながら、今後検討していかなきゃならないかなというふうに思っております。 

〇委員長（平川昌昭君） 小林君。 

〇委員（小林 浩君） よろしくお願いしますということと、あと実は町のデイサービスに

は特殊浴槽がついているわけですから、あれだけの浴槽を民間は用意できないですし、それ

に適した方をなるべく利用できるようにというふうに思います。 

 あとそれと、短期入所、ショートの部分なのですが、今利用、今年度もこっちのほうは利

用率がいいのだよという話だったので、それも利用される方が多くなっているのですが、実

は恐らく僕の推測なのですが、やすらぎ園に急に入所されるよりは少しはそっちでというの

もあるのかと思うのです。なれるというか、施設になれるという部分の入所もあるのかと思

うのですけども、僕個人的に思うことなのですが、実はやすらぎ園も見たときになぜ同じフ

ロアの中でと、職員の関係や何かいろんなことがあるからなのだと思うのですけども、ぜひ

ショートはショートでまた別な区切りを持ったところでできるようになればいいなという

ふうに思っていたのですが、その件についてはどうでしょうか。 

〇委員長（平川昌昭君） やすらぎ園長、山澤君。 

〇やすらぎ園長（山澤正宏君） お答えいたします。 

 ショートステイ用のベッド数は12床ありまして、ベッドの配置の関係は北棟と南棟という

ふうに２つの棟に分かれておりますけれども、それぞれ６床、６床ということでショートス

テイ用のベッド、これはやすらぎ園のベッドの配置など、道のほうにこういう間取りという

のですか、部屋数とその使い方の配置図を提出をしなければならないということで提出をし

ておりますけれども、そういった中での枠組みで今現状運営をさせていただいております。
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ですから、決まったところの中でのショートステイの利用範囲というふうになりますので、

そこでは今おっしゃるようなことについては柔軟にというふうにはちょっとなかなかなら

ないところがあるということをご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 小林君。 

〇委員（小林 浩君） わかりました。 

 今後、じゃ短期入所のベッド数をふやすという考えは全くないですか。 

〇委員長（平川昌昭君） やすらぎ園長、山澤君。 

〇やすらぎ園長（山澤正宏君） 今、第４期の介護保険計画の中では、今のご質問に対して

の増床計画は持ってございませんけれども、今後の第５期以降の介護保険計画を策定する段

階においては、今後の高齢化、そして利用者意向なども十分ニーズを踏まえながら、その辺

は今後検討していかなければならないことかなというふうに思っております。 

〇委員長（平川昌昭君） 小林君。 

〇委員（小林 浩君） ショートの部分はわかりました。４期の計画の中で出なかった、今

後５期という話が出たのですが、僕介護に関してはこれ４期とか５期とかという問題ではな

いと思うのです。もうその間に相当な人数がいるわけですから、それはいいのですけども、

実はそこの老人ホーム、敬老荘なのです。敬老荘じゃなくて、軽費老人ホームの駒ケ丘荘の

件なのですが、前にも僕質問させてもらったのですけど、Ｃ型という冠がとれたということ

で、僕は相当な期待をしていたのですが、そのとき今後４期の計画の中でも計画を立ててい

きたいという答弁をいただいたのですけども、予算書を見ても何ら変わりなく出てきたし、

また外観と耐震工事をやるということなのですが、中は全然全くということだったので、全

く別なものを考えているのかなとも思うのですけども、その件についてちょっと。 

〇委員長（平川昌昭君） やすらぎ園長、山澤君。 

〇やすらぎ園長（山澤正宏君） 駒ケ丘荘の施設の機能のあり方についてでございますけれ

ども、今利用されている方、平均年齢が年々上がってきているような傾向にありまして、介

護を必要とするような方々も何人か出ていらっしゃいます。そういう現状はあるのですけれ

ども、そういった現状を踏まえながら、内部のほうでは今検討はこの間してきているのです

けれども、一定程度介護を必要とする施設としての機能を持つということになれば、今の現

状では無理ということで施設の改修が必要であるということになります。その施設改修には、

新設をすると同等ぐらいの改修費用が必要であるというような現在の検討の結果、そういう

結果が出ておりますので、それであれば新たなところに設置をするということも視野に入れ

ながらという考え方を今現在持っております。ですから、今現在のあそこの駒ケ丘荘の機能

のあり方については、今の機能を維持をしていきたいという考え方に今立っておりまして、

そういう考え方でいるということでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 住民課長、妹尾君。 

〇住民課長（妹尾昌之君） 駒ケ丘荘の今後につきましては、耐震調査、それから入居者の

希望調査を行った結果、現在の形で当面運営していくということでご理解をいただきたいと
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思います。ただ、これまでも委員会の中で出ておりますけども、いわゆるやすらぎ園の待機

者をどうするのかという部分につきましては、厚生文教委員会の中でもいろいろな施設があ

ってどれが一番いいのかということで、今年度また内部で検討をさせていただきたいという

ふうに考えています。また、政権がかわって介護療養型の病床を削減するという方向で、23

年まで削減するということで来ましたが、これが今ストップされている状態です。そういう

面では、高齢者のいわゆる施設でのベッド数、それから療養の必要な方の療養のベッドの数

等々が今どのようになっていくかということでは、非常に見通しがわからない状況というこ

ともございますので、そういうことも踏まえながら、やすらぎ園の待機者の介護度等々を見

ながら、検討事項ではあるというふうに認識してございますので、ご理解をいただきたいと

思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 小林君。 

〇委員（小林 浩君） 次に、そのやすらぎ園の待機者の話に入ろうと思ったら、先にほと

んど答えをもらってしまったのですけども、前に僕質問したときも、実は駒ケ丘荘がＣとい

う一番面倒くさい縛りがとれたときに、ぜひやすらぎ園の待機者を解消するような中間の施

設に何とかならないかなというふうに考えて質問をした記憶があるのですけども、町内にも

２つのそういう施設が、２つ合わしてたった18人の施設なのですが、民間の施設があっても、

実はその18人の、これだけいろんな介護サービスを利用したい人たちがいても、その18人の

施設でも18人を埋めるに厳しいぐらいの状況になっています、今町内の中では。実は、両方

とも何人かあきがあるような、今１人、１人あきがあるような状態なのですが、それはそれ

でそういうどうしても限定された人たちが入る施設なもんですから、なかなかそこじゃなく

てその一歩手前の人たちが今この町の中にすごく多いということなのですけども、その人た

ちが地域密着型でなかなか民間ではちょっと採算的にできないような施設なのですが、そう

いうとこがないがために在宅で何とかというのがすごく多いのですけども、ぜひ駒ケ丘荘を

そういう形に使えないかなと思ったのですけども、そうじゃなくてこのまんまの現状でやっ

ていくということなので、ぜひ何かそういうようなものをこれから考えていけないかなと思

うのですが、それについてはどうでしょうか。 

〇委員長（平川昌昭君） 副町長、及川君。 

〇副町長（及川直彦君） お答えをしたいと思います。 

 現状の軽費老人ホーム、あるいはやすらぎ園の中のショートステイ含めて、そして民間の

状況等については、ただいま委員のほうから詳細についてお話あったとおりであります。問

題なのは、いわゆる潜在しているといいますか、現実的に病院等々、あるいは自宅等々で待

機をされている方の措置についてどうするかというのがあります。これも以前からご説明し

ているように、国のほうの大きな縛りが１つございます。したがいまして、自由にベッド数

をふやせる状況にもないというのも現実問題であります。 

 それと、これ標茶だけの問題ではないかもしれませんけども、いわゆる行政でやっている

部分と民間でやっている部分、これも今委員からご指摘ありました。負担の問題がつきまと
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うという問題がありまして、果たして、じゃ行政が運営しているのがいいのか、あるいは民

間でやっている部分についてはもう限界として判断して行政がまたすべてをやるのがいい

のか含めてですけども、この辺の議論整理もしなければなりません。そういったことも含め

て、何とか少しでも今それぞれご家族の介護をしている方々のご苦労を軽減するという意味

で、町立病院あるいはショートステイ等の中でかなりそういう面ではそれぞれ介護を受けら

れる方々の状況、あるいは家族の方の状況を判断しながら、何とかそこのとこを本当に微力

でありますけども、努力させていただいていると。 

 総じて言うと、前段言ったことが、国の部分には少なくともベッド数の開放を強く求めて

いかなきゃなりませんけども、もう一つは改めて行政がいわゆる税金投入をしてその任務に

つくことが妥当なのか、あるいは民間の皆さんにその任務についてもらうことが妥当なのか

ということを含めて、福祉施策検討委員会等も含めてその辺が今後の計画にどう掲上するか

という議論の土台になるのではないかなと。町といたしましても、その辺の皆さんのご意向

を受けとめながら任務につくべきだというふうに考えているところであります。 

〇委員長（平川昌昭君） 小林君。 

〇委員（小林 浩君） よくわかりましたというか、実はどうしても今後の検討課題という

ふうになっていくのですけども、標茶全域を見てみますと、実は町の中よりも随分農家の方

が多いのですが、酪農家の方なんかに高齢者がふえてきたような傾向にあるので、どうして

も町から遠いとこにそういう方がいるということになると、どうしてもこれから介護もだん

だん大変になってくるので、早いうちにいろんな話が、例えば病院のやすらぎ園の分園化と

かいろんな話があったのですが、一定方向の形を早いうちにもう決めていかなきゃなんない

のじゃないかなというふうに思っています。 

 この質問はこれで終わりなのですが、次に実は相当前に…… 

〇委員長（平川昌昭君） 答弁要らないですか。 

〇委員（小林 浩君） 要らないです。十分わかりました。 

 僕議員になりたてのころに、ここで本当に緊張しながら、実は標茶ブランドの件の質問を

したことがあるのですが、今余り標茶ブランドって全然この議会の中でも聞かなくなってき

たのですけども、実はそのときに相当昔、相当昔って３年ぐらい前の話なのですが、できれ

ば標茶高校でつくってもらっている牛乳を給食の中で月に１回でも３カ月に１回でも飲ん

でもらって、その中からそういう標茶ブランドのきっかけをつくっていければという話があ

ったのですが、あのころ中学生の子供があの議会だよりを見て、実は僕のとこに聞きに来た

子供がいるのです。学校で今度標茶の牛乳飲めるのですよねと。それは、はっきり決まった

話でないから、いずれはそうなるという話をしていたよと言った子供も多分もう卒業してい

ると思うのですけども、その今後の見通しというか、非常に難しいということもその後の質

問で聞いたのですけども、今現在ではどうなのでしょうか。 

〇委員長（平川昌昭君） 農林課長、牛崎君。 

〇農林課長（牛崎康人君） 標茶の牛乳を標茶の子供たちにということでの質問でございま
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すが、農林課のかかわっている部分についてお答えしたいと思います。 

 議会の場でお話をしたのか、ちょっと記憶は定かでないのですけれども、平成19年に農協

さんと一緒になって具体的に標茶高校じゃありませんけれども、標茶の農家さんが搾った牛

乳をパッケージにして供給する方法がないかということで釧路、根室管内の乳業メーカーを

訪ねて委託生産のことについて問い合わせをしたことがございます。そのときについては、

受け入れ先の先方のほうの都合がありまして快諾を得られなかったということで、その時点

では一度中断、その作業については委託生産については検討を中断しております。最近また

農協さんのほうでもまた新たに委託生産の道がないかどうかということでの検討は進めて

いるというふうに聞いておりますけれども、もう少しそちらのほう結論出るには先になるの

かなというふうに思っております。 

 それから、標茶高校の牛乳を学校給食に使うということは、これは今までもお答えしてい

るかと思うのですが、入札制度が行われているという現状では毎日の学校給食の牛乳に提供

するのは難しいと。それは、ＨＡＣＣＰですとか、そういうつくる側に課せられているハー

ドルが非常に高いということで難しいということでございます。委員ご指摘のとおり、月１

回ぐらいであればということがあるのですけれども、現状この間実施している牛乳消費拡大

事業の中では、町内で生産されている飲むヨーグルトと、それからアイスクリームを提供し

ているわけですが、その中に牛乳を入れることは高校さんのほうの供給体制が整えば難しい

話ではないと思うのですけれども、結局今現状牛乳提供していないのは、ほかの牛乳を提供

しても、毎日出てくる牛乳についてはその日だけ要らないよというふうにはならないと。四

角い紙パックの牛乳と、それから高校のプラボトルの乳牛２つ出さなければいけないという

ことが一つの隘路になっておりまして、現状ではヨーグルトとアイスクリームになっている

という現状でございます。そういうことでご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 町長、池田君。 

〇町長（池田裕二君） お答えをいたします。 

 経過については、ただいま課長のほうからご説明をしましたけども、この場では何度もお

答えをしていると思うのですけども、ブランドをつくるということは、これは生産者みずか

らが消費者にどういうものを届けたいかという思いが、これが大事なのだということで、そ

のブランドをつくることは結果として手法としてツールとしてあるということでございま

すので、ぜひご理解をいただきたい。この間ずっと農家の方たち、農協さんともいろいろな

お話をしていまして、そういった思いを持たれている方たちが非常にふえてきているといい

ますか、実際にいたのを私ども知らなかっただけかもしれませんけども、そういったことは

当然出てきておりますし、今回の一般質問の牛乳の消費拡大のときにも申し上げましたけど

も、やはり標茶の町民の皆さん方、特にやはり味覚が形成されるまでの10歳でしたっけ、い

まだにタイガー・ウッズはビッグマックが大好物だというのは、それまでに食べたというこ

とでありますので、それまでに味覚が形成されるまでの間にやはり本物のおいしいものをと

いうことは、その重要さというのは私どももずっと訴えてまいっております。そのことと同
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時に、生産者の方が消費者にということ、このことのほうが実は非常に大事なわけでありま

して、そういったことが生産者の中から出てくるのをやはり私どもとしては待っているし、

その動きが出た場合に支援したいということでございます。町政執行方針の中でも申し上げ

たと思いますけども、町内でもいろんな動きが出てきていまして、乳製品の加工グループの

皆さん方が新しい活動を始められております。その中でも、いわゆる牛乳の可能性というの

を検討した経過があります。ただ、やはり量の問題と、それからどこで加工するのかという

問題等々があって、現実的にはもう少し時間を欲しいということになっておりますけども、

そういった生産者の方たちみずからが動き出しているということもありますので、いましば

らく時間をいただきたいと、そのように考えておりますので、ご理解いただきたい。 

〇委員長（平川昌昭君） 小林君。 

〇委員（小林 浩君） 何度も同じ答え聞いて、もうわかっています。本当に単純な、中学

生の子供たちでも、たまたまその子農家の子でしたけども、うちの牛乳どこに行っているの

だろうと、親がちゃんと教えていないからかなと思ったのですけども、自分の町にこれだけ

牛乳があるのに何で自分たちの口に入んないのかというふうに思っているので、ぜひそうい

うことができればと思っています。 

 以上です。終わります。 

〇委員長（平川昌昭君） 休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時１８分 

再開 午後 ２時３３分 

 

〇委員長（平川昌昭君） 休憩前に引き続き委員会を開きます。 

 総括質疑を続行いたします。 

 末柄君。 

〇委員（末柄 薫君） （発言席） それでは、総括質疑させていただきます。 

 まず１点目、きのう内容審議でも詳しくご説明をいただきましたけれども、職員研修につ

いてお尋ねいたします。21年度の補正でかなり減額されておりました。特に講師謝礼部分と

いうか、報償費あたりは80万円のところ74万円減額して６万円執行ということで、これはも

ちろんたまたまなのかなという感じで受けとめてはおりましたけれども、ただやはり町職員

というのがまちづくり、住民サービスに一番主力になるところでございますし、たくさんの

職員が研修を積まれてやっぱり人格を高め、見識というか識見、こういうものを高めてまち

づくりに取り組んでいただきたいものだと考えております。また、今年度は昨年同様減額さ

れずに予算づけされております。そんなところにも予算を組まれた方々の思いも込められて

いるのかなとは思いますけれども、その辺のところの所見を承りをいたしたいなと思います。

どうぞ。 

〇委員長（平川昌昭君） 総務課長、玉手君。 
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〇総務課長（玉手美男君） お答えをしたいと思います。 

 21年度の補正につきましては、70万円ほどの減額となってございます。委員おっしゃると

おりでございます。実は、たまたまというふうに考えていただいたほうがいいかと思います。

21年度講師謝礼の部分については、１度案内することによって札幌でありますと15万円から

20万円かかるということになっておりますので、昨年は実は係長研修ですとか課長研修の研

修の場において町長及び副町長に研修の講師をお願いして、ただだったと。給料の中で支払

いをしているという形でございまして、たまたまだというふうに考えていただきたいなとい

うふうに思ってございますが、給与費の中ですから、その分かからないということですし、

昨年は講師についてはほかに、メンタルヘルスの問題がクローズアップされてきている時代

でございますので、精神科医のお医者さんを呼んだところ、近間だったということで金額的

にも安かったという内容でございますので、これが札幌近郊ですとこういうわけにはいかな

いということでご理解を願いたいなというふうに思ってございます。ことしの予算につきま

しても同額の特別旅費、それから報酬、報償費を見込んでおりますけども、これについては

いつでも対応できるような形で今後研修委員会の中での協議を踏まえながら22年度に当た

っていきたいなというふうに思っておりますので、ご理解を願いたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 末柄君。 

〇委員（末柄 薫君） 課長の答弁を聞きまして、大変安心をいたしました。やはりまちづ

くり、特にこの自治体の職員というのはやはりそれなりの自覚を持って仕事に精出していか

なければ住民の理解も得られないであろうし、これ大変な仕事かなと思います。そういう面

でメンタルヘルスのほうも取り入れてやっていかれるということなので、大いに期待してい

きたいと思います。地方分権とか自治体の権限移譲でもって職員の皆さんも仕事がふえてお

る状況かと思います。また、行革のほうで職員の数も減っております。そんな中、大変なの

かとは思いますけれども、ぜひ大いに参加できる体制とられて、大いに頑張っていただきた

いなと思います。 

 次移ります。次に、育成牧場のほうの件、移りたいと思います。僕も育成牧場久しぶりに

質問させていただくことで、非常にちょっと勝手違っておりますが、先ほど黒沼委員のほう

からも質問ございました。牧場の入牧料、施設使用料もかなり歳入のほうで上がってきてお

りますし、また哺育のほうもかなり順調なのかなと思います。先ほど詳しくご説明ありまし

たが、およそ3,000万円ほど上がっておる。合計すると、もう３億1,000万円ぐらいのあれに

なっておる。ここの一般予算に出てくる表だけを見ると、表面だけ見ますと、牧場の経費２

億7,000万円かかっていますけれども、それに人件費およそ3,400万円ですか、それを加える

と大体同額になってきている、非常に喜ばしいことだろうと思います。 

 そこで、今かなり順調になってきておる哺育事業、これをもっともっと推し進めて、そし

て哺育をやれば、必ず普通の育成、今度入牧、６カ月以上の入牧にもつながっていくという

ことで、牧場に入牧頭数もふえてくる。そうなると、牧場の目的である酪農の振興、農家の

経営安定に寄与できると、そういう方向になっていくのかなと思いますが、まずその一歩で
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ある哺育事業をこれからもどんどん充実させていく、そういう点でどうなのかお伺いをした

いと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 育成牧場長、表君。 

〇育成牧場長（表 武之君） お答えいたします。 

 今、末柄委員のほうからいろいろ牧場のことを褒めていただき、ありがとうございます。

今の哺育につきましては、18年から事業を始めております。当初やはり預ける側も牧場に対

する経験不足からくる不信感等々もありましたので、１頭死んだ状態でも非常にどう説明す

るかということに苦慮してきましたが、ようやく４年程度を経過しまして、非常に畜主さん

との関係については信頼関係が出てきたのかなというふうに思っています。それで、当初ま

ず21カ月間利用していただいて、その後退牧していただきたいと、そういうことで当初始ま

りまして、利用料金につきましても330円ということで非常に安く始めさせていただきまし

た。しかし、実際使っている農家の方々に21カ月は長過ぎるというような話が出てまいりま

した。それで、もう少し柔軟的に利用できるほうがいいじゃないかというような多々の要望

がございまして、平成20年に６カ月間で退牧できる形にしました。それで、当然ながら21カ

月と６カ月ではかかる料金が変わりますので、料金改定をさせていただきました。それで、

当初330円から500円という形になりましたが、ここ最近ミルク、配合飼料を含めても非常に

値上がりしております。平成20年のときに計算した部分と現在では、多少の差は出てきてい

る状況になっておりますが、しかしそういったことを抜きにしながら、今一番大事なのは農

家さんとの信頼関係だということで、今後ともそういうお褒めいただけるように続けていき

たいなというふうに思っております。 

〇委員長（平川昌昭君） 末柄君。 

〇委員（末柄 薫君） 牧場長の大変力強いお言葉をいただき、これからの標茶の酪農もこ

れで安泰なのかなと、ちょっと大げさですけど。 

 そこで、哺育のほうが主力の質問になっていくのですが、哺育は受託金という項目で受け

入れておりますよね。そして、これは財産収入じゃなくて諸収入、諸収入の項目で受け入れ

ております。ただ、牧場の入牧料というのが使用料及び手数料のところで牧場施設使用料で

すか、こういう項目で入ってきておりますが、この辺のところがちょっと理解できないとこ

ろあります。多分科目の仕分けなどの都合もあるのかなとは思うのですけれども、そしてそ

のせいかとも思うのですが、条例のほうを見ますと、入牧料金のところに哺育料金、これは

もちろん入っておりませんし、規則にあるように、規則では６カ月以上になっています。馬

が３カ月以上ということであるのですけども、その辺の整理も、哺育事業がだんだん波に乗

ってきたということでそろそろ整理されてくる時期なのかな、そのように考えております。

哺育事業が安定化してくれば、それは先ほど言ったとおり、標茶の酪農につながるというこ

とですが、その辺いかがでしょう。 

〇委員長（平川昌昭君） 育成牧場長、表君。 

〇育成牧場長（表 武之君） 哺育につきましては、今委員ご指摘のとおり、利用料でなく
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て受託金ということで整理させていただいています。これにつきましては、先ほど申しまし

たように、18年から始めまして、農家の利用の希望等、いろいろまだ制度上確定をされてい

ないということと、料金体系がまだはっきりわからないということもありまして、受託とい

うことでやらせていただきました。それで、20年に料金改定をしてまだ２年目ということで、

先ほど言いましたミルク代の増加とかいろんな部分ありました。そういった意味でまだ料金

について、今後とも動かないかどうかも含めてまだ確定し切れていないという部分がありま

す。そういったことで、まず規則に、条例に上げますとなかなか料金は簡単に変えることで

きないと認識しておりますので、もう少し時間をいただきながら、きちんとした原価計算を

しながら条例に上げた段階では簡単に料金改定をしないだけの基礎をつくっていきたいな

と思っています。そういう意味でもう少し時間をいただきたいなというふうに思っておりま

す。それで、その関係上もしその哺育のときに重ねて、兼ねて規則にある６カ月以上につき

ましても、今現在は哺育は４日齢以上になっていますので、含めてそれを改定したいなと思

います。そのときにまたよろしくお願いいたします。 

〇委員長（平川昌昭君） 末柄君。 

〇委員（末柄 薫君） 大変よくわかりました。ちょっとこの質問時期尚早だったのかなと

いうこともありますけれども、哺育事業がかなりうまくいっているなというところで質問さ

せていただきました。ぜひ今後とも基幹産業たる酪農の礎というか、もとになって貢献され

るよう願いまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

 舘田君。 

〇委員（舘田賢治君） （発言席） 久しぶりですけども、教育委員会のほうに質問をさせ

ていただきたいなと思います。北教組、今話題の北教組問題でお聞きをしておきたいなと。

皆さんもご存じのとおり、違法献金だとか、違法な選挙ということで４人が逮捕されたと。

そして、そういう中で道教委のほうもいろいろとこの対策に苦慮しているようでありますけ

れども、標茶町の教育委員会としていわゆるこの北教組問題については何らかのこの町内で

の影響があったのかどうか、まずもってお聞きをしておきたいなと。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育長、吉原君。 

〇教育長（吉原 平君） お答えしたいと思います。 

 本町におきましては、これらの関係分については一切影響はございません。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田君。 

〇委員（舘田賢治君） 今言われているいわゆるうちにも北教組の会員の組合員の人方がい

るのでしょうから、勤務時間の内にいわゆる活動しただとか、学校のファクスをもっていわ

ゆる選挙活動をしたとか、こういうことが言われていて、今全道的に市町村の中にもそうい

う実態があったのかどうか、そんなことも含めて問いただしているところも出てきているよ

うでありますけれども、我が町としてもいわゆるその辺の休暇届も出さず、そしてそういう

ことに行動をとっていた、こういうことの実態的な調査はこの問題が出てから何らかの形で
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しているのか、また今後する用意があるのか、これもあわせて聞いておきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育委員会管理課長、島田君。 

〇教委管理課長（島田哲男君） 委員おっしゃるとおり、北海道の部分で道議会のほうで実

態調査をするというような報道がなされております。現時点では、その調査は私どものほう

には来ておりませんが、これまで私どもの教職員の方々の勤務実態の中で勤務時間にファク

スあるいは電話等、それぞれ組合活動として利用したという報告は受けてございません。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田君。 

〇委員（舘田賢治君） 標茶の場合は、お話は聞いておりますと、教育委員会の指導もいい

のかどうかわかりませんけれども、立派な先生方ばかりだと、そんな心配はないというよう

なことは聞いておりますけれども、今課長が答弁したようなことも踏まえて、今後この実態

調査をしておく必要があるのではないのかなと思うのですが、その辺は教育長いかがなもん

でしょうか。しておく必要があるのでないでしょうか。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育長、吉原君。 

〇教育長（吉原 平君） お答えしたいと思います。 

 先ほど課長答弁申し上げましたとおり、本町においては過去にもそういう実態はございま

せんし、今回の件につきましてもございませんので、改めて調査をしようという考え方はご

ざいません。ご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田君。 

〇委員（舘田賢治君） 教育長が自信持ってうちは立派だと、そういう心配はないと、こう

言うのですから、それを信じる以外はないなと思いますので、ただ今度は道から何らかのい

わゆる指導、何らかの服務規程を含めてそういうものが来る可能性があると思うのです。今

来ているか、来ないかわかりませんけども、そういう通知を受けた場合には、標茶町は今全

く教育長がその心配はないということはそれでいいのですけども、そういうものが来たとき

にはそれを受け入れて、いわゆるそれに照らし合わせたようなことに協力をしていくと、こ

ういうことになるのでしょうか。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育長、吉原君。 

〇教育長（吉原 平君） お答えしたいと思います。 

 私自身、先ほど申し上げましたのは、標茶町教育委員会独自でやるという考え方はないと

いうことで申し上げたのですけれども、道教委のほうからそういった話があれば、全面的に

拒否するというわけにもいきませんから、それなりの対応をしていきたいなというふうに思

っています。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田君。 

〇委員（舘田賢治君） それでは、そういう流れになったときにはそういう形の中でひとつ

協力をするなり、考え方を示していただきたいなと、このように思います。 

 それと、学力テストの関係でお聞きをしておきたいと存じます。先ほど同僚の深見委員の

ほうからも出ましたけれども、私は教育長のこの調査には参加をするということであります
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から、それはそれでまずまずいいなと、こう思っておりますが、学力向上のために今まで全

国の学力や何かを６年生、中学３年生ですか、やってまいりましたけれども、その結果を標

茶町の場合はどのような取り扱いをしていたのか、教育長から行政報告では聞いてはおりま

すけれども、父兄に対する保護者のほうだとか、それからまた住民全体にお知らせを申し上

げると、こういうことも含めて考え方を聞いておきたいなと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 指導室長、川嶋君。 

〇指導室長（川嶋和久君） 学力調査の結果に対して、住民にどのようにお知らせしたかと

いうようなことでお答えしたいなと思っております。 

 本町につきましては、小学校９校、中学校７校ですけれども、小規模校が大変多くなって

おります。したがって、公表の仕方によっては個人の特定をされる場合も想定されるという

こともありますので、また調査の趣旨が改善に生かすということから、学校といたしまして

は課題が何であるのか、そしてその課題をどのように改善していくのかということでの公表

は保護者のほうにしているところであります。それを学校改善プランという名前で公開して

おります。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田君。 

〇委員（舘田賢治君） 標茶の場合は、どの程度のクラスに、全道と聞いたほうがいいのか

な、どの程度のクラスの、クラスというか、程度の位置にいるのかどうか、そういうものと

いうのは教育委員会では掌握していると思うのですけども、全道的には標茶町というのはど

の程度の段階にあるのか、もし知らせることができるのでしたら、公表できる範囲内でお願

いしたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 指導室長、川嶋君。 

〇指導室長（川嶋和久君） 全道と比較しましての標茶の学力の位置といいますか、そうい

うことだと思いますけれども、議会のほうでも何度か答弁させていただいておりますが、ほ

ぼ満足できる状況にあると、ただし基礎、基本を活用しての部分については課題があるとい

うことでございます。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田君。 

〇委員（舘田賢治君） まず、満足であるよと、基礎なり基本にはちょっと心配あると。そ

の辺は、ほぼ満足にあるのですから、それでいいのかなと思いますが、基礎だとか基本にち

ょっと心配があるというのであれば、教育は何たって家庭から始まるわけですけれども、教

員の指導というのがやっぱりそこには出てくると思うのです。うちの場合、教員の指導がま

あまあいいから、満足ところにきているのでしょうけども、その教員の指導が不足したり、

劣っていたり、それから子供を伸ばし切れないような状況に学校の段階であるというような

心配はないのでしょうか。 

〇委員長（平川昌昭君） 指導室長、川嶋君。 

〇指導室長（川嶋和久君） お答えします。 

 先ほど私の言い方が悪くて、基礎、基本のほうはほぼ満足できる状況にあるのですが、そ
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れを活用した問題について若干全道と比較した場合に課題が残るということであります。ま

た、先生方の指導についてでありますけれども、本町におきましてはすべての学校におきま

して公開授業というものを毎年やっておりまして、そしてそこに釧路教育局の指導主事を招

いて、そして私のほうも参加して指導力向上に努めているところであります。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田君。 

〇委員（舘田賢治君） 標茶でやはり不足のところが学校の中でも感じられるところがある

ということであれば、先生方に対しても学校に対しても予算上やはり満足にいくような、予

算がやはり不足しているなんていうようなことはないでしょうか。その辺はどうなのですか、

教育長。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育長、吉原君。 

〇教育長（吉原 平君） お答えしたいと思います。 

 先ほど指導室長のほうから答弁しておりますけども、本町におきましては学校だけで学力

上がるという現状にはないというのは、これは従来からお話し申し上げておりまして、やは

りこれは家庭と学校との両輪で子供たちの学力向上させていくというのが本当に大切なこ

とだなと思っております。その理由というのは、もう常々述べておりますから、改めてここ

で申し上げることは必要ないのかなというふうには思っておりますけども、いろんな調査等

を踏まえまして、あるいは教職員の資質向上のためにいろんな研修、あるいはみずからの努

力をしながら、子供たちのためにどうあればいいのかということでの日々研さんをしながら

努めておりまして、そういった意味では徐々に今回の３年間の調査でもレベルアップしてき

ているということも当然ありますし、それとあわせまして常日ごろからお話ししているので

すけども、管内的に見ましても本町の教育に対する予算というのは、他町村の実態はよくわ

かりませんけども、異動されてくる先生方の話を聞きますと、本町の教育予算については聖

域的な部分もかなりあるのでないかと、ほかの町村についてはそれがないと、相当の削られ

方をしているというふうな話を聞いていまして、そういう意味からしますと、私ども教育関

係予算に対する町長側のほう、あるいは議会側のほうの皆さんのご理解があるからこそこう

いう状況にあって、子供たちのために大変しっかりとした配慮をされているのだなというふ

うに私自身は感じております。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田君。 

〇委員（舘田賢治君） 教育長から本当にそうやってお話をいただいて、安心をしたという

ことでございます。ますます学力向上のためにひとつ力を出し切っていただきたいなと、こ

のように思います。 

 それから、これも教育長にお聞きをしておきたいと思いますが、卒業式のときに、今回の

北教組問題も含めてですが、卒業式のとき、入学式の国歌、国旗の関係でありますけれども、

これは私の今質問だけで、質問というか、１回ぐらいで終わるかなと思うのですが、内部的

に卒業式だとか入学式だとか、こういうものに協力はできないという、そういうような内部

での文書とか何かは、標茶に限ってそんなことはないと思いますけれども、そういうような
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事実というのは実際にあるのか、またこのことについて実態の調査みたいのしたことがある

のかどうかお聞きをしておきたいなと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育長、吉原君。 

〇教育長（吉原 平君） お答えしたいと思います。 

 国旗、国歌の入卒業式のときの協力できない文書だとか、あるいはその実態調査とかとい

うお話でございますが、基本的には私ども卒入学式のある直近に毎回校長会、あるいは教頭

会通しながら、学習指導要領に基づく適切な指導をしていただきたいということでお話を申

し上げておりますし、それについては適切に実施されているというふうに私ども判断してお

ります。それと、実態調査やっているのかということでありますけども、それぞれの学校に

おいて適切な状態で対応されているかどうかというのは、その聞き取りはしている事実はご

ざいます。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田君。 

〇委員（舘田賢治君） これらの問題で教育委員会として、特に苦慮していることはないと

いうふうにとってよろしいですね。 

〇委員長（平川昌昭君） 教育長、吉原君。 

〇教育長（吉原 平君） 先ほど答弁いたしましたとおり、本町におきましても、あるいは

管内的にもゆゆしき状態にはないということで私どもは判断しております。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田君。 

〇委員（舘田賢治君） それでは、常盤のパークゴルフ場の関係、計画予算の収入もだんだ

ん減ってきているようなのですが、この常盤の利用状況、パークの利用状況と、それからま

たいわゆるプールなのですが、ほかの体育施設も18年ですか、有料化にした後、議会での話

は余り出ておりませんけれども、この種は決算委員会か何かかなとは思ってはおりますけれ

ども、とりあえず常盤とプール５館のいわゆる利用状況はどのようなことになっているのか

お聞きをしておきたいなと。というのは、やはり予定の収入が計画が下がってくるというこ

とは、かなり当初見込んだよりも利用客が、利用する人が少なくなっているのかなというの

と、それからプールに関しては当初維持経費はかかっておりましたけれども、それに対する

利用も100万円か百二、三十万円あったのだけども、それも何かこれ見ると30万円ぐらいに

なってきているし、実際にプールの利用というのはどんなような状況になっているのか、利

用状況とあわせてお聞かせください。 

〇委員長（平川昌昭君） 社会教育課長、中居君。 

〇社会教育課長（中居 茂君） 最初に、常盤のパークゴルフ場の利用状況についてお知ら

せいたします。常盤のパークゴルフ場につきましては、18年６月から有料化していますので、

正確にはその前からもう既に利用している人間がいるのですけれども、そこの部分はちょっ

と把握できませんので、有料化以降の人口ということになると思いますけれども、18年度が

１万2,097人、それから19年度が１万1,801人、20年度が１万768人というような状況で、19

年度についてはほぼ横ばいというような状態なのですけれども、20年度につきましては約1,
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000人ちょっとぐらい落ちていると。この部分につきましては、実は20年度につきましては

燃料が高騰したということで、この1,000名ぐらい落ちている部分というのはほとんど町外

の方の利用が丸々落ちているということで、私どものほうではそういうようなとらえ方をし

ております。 

 それから、プールの利用状況なのでございますけれども、先ほど委員言われたとおり、一

応有料化の使用料設定するときに16年度のプールの利用状況のもとに約使用料収入で100万

円ほど見込んでおりました。ただ、実際には平成16年度の利用というのが５館で１万6,300

名ぐらいいたのですけれども、これをピークに年々利用が減ってきているという状況の中で、

一応20年度の実績でいいますと１万1,577人、維持管理費では５館で1,612万3,000円、使用

料収入では今委員ご指摘のあったとおり35万7,000円というような状況で、22年度の使用料

についてもこの数字をもとに予算計上させていただいたという状況になっております。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田君。 

〇委員（舘田賢治君） これらの利用数がこうやって理由があって下がっていることについ

ては、それはそれでいいのですが、やはり実際にやる人が少なくなってきているような状態

もあるのかどうかわかりませんけれども、パークの場合だと桜のほうは結構人が行けばいっ

とき込んでいるのです。そんなこともあって利用する有料化に対する考え方は何も間違って

はいないにしても、やはりたくさんの人が利用されるということがいいわけですから、その

辺はパークよりもプールのほうがちょっと気にはなっていたとこでありますから、この辺の

プールが活性化できるようなことを、教育委員会の中に中居課長そうやっておるのですから、

いわゆる子供らだとかいろんなことの企画も企てていただいて、このプールの利用も心配が

ないよというようなところまでぼい込んでいただきたいもんだなと思うのですが、その辺い

かがでしょうか。 

〇委員長（平川昌昭君） 副町長、及川君。 

〇副町長（及川直彦君） 社会体育施設の有料化問題については、ただいま委員のほうから

その趣旨については十分理解されたご意見をいただきました。これは、有料化の際にもご説

明しましたように、いわゆる公共施設を使う方と使わない方の不公平感をどういうふうに解

消するかというのが大きな視点でございます。したがいまして、一番いいのは、多く利用さ

れますと、これは新年度予算の中でも説明しましたけども、いわゆる一般財源の投入率が減

少するという好ましい状況になるわけでありますけども、なかなかそうもいかない、先ほど

社会教育課長から説明したとおりであり、ただ理由の中でもう一点、町外の方のという、い

わゆる燃料のことの問題ありますけども、たしか18年、19年には管内大会がかなりこの常盤

のパークゴルフ場で開催されております。たまたま20年、21年と管内大会がありませんから、

多分今年度の数字もそれなりに落ちるのではないかなと。ただ、私もほぼ仕事終わった後

等々毎日行っていますけども、町民の皆さんの中にはいわゆるパークゴルフの大会を常盤の

ゴルフ場で開いて、晩には川湯のホテル等での宴会をすると、あるいはそちらのほうにお願

いをしておいて、ホテルのほうでの宴会を催すときには標茶の常盤のパークゴルフ場で大会
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を開いてほしいということなんかも要請しながら、町民の皆さんの中でもそういった利用の

促進についていろいろ努力されているような状況も生まれてきております。桜でのパークゴ

ルフ場、あるいは球場の前のパークゴルフ場でもそれぞれの考え方に基づいて健康増進を図

る上からも利用されていることについては、これはまさしくそういう趣旨で喜ばしいことで

あろうと思いますし、常盤については特に管理費が相当余っていることも含めて考えたとき

に、やはり適正に管理をしていくという観点からも、委員の深いご理解のあるような考え方

とともに、またＰＲもしていきたい、北見等からもバスでどんどん来ておりますし、そうい

うことも含めながら、ぜひまたＰＲに努めていきたいなと思いますし、またプールについて

も後ほど社会教育課長のほうからあるかと思いますけども、多少町民以外の方の利用も部分

的にはあるプールでは過去にはありました。ただ、有料化に伴ってその辺で町外の方の利用

が多少下がっている傾向もあろうかと思いますけども、何としても子供さんたちの利用につ

いて言えば、無料でありますので、ぜひそういうことにも配慮しながら、ただいま指摘され

た部分についての努力はしていきたいなというふうに思っておりますので、ご理解をいただ

きたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 社会教育課長、中居君。 

〇社会教育課長（中居 茂君） お答えいたします。 

 プール５館の利用料が最初の想定から見たら、かなり落ちているという部分につきまして

は、まず１つには、昔のいわゆる利用人口の統計のとり方というのが頭数だけで押さえてい

たと。それが一応有料化してからは、幼児、小学生、中学生、高校生、一般、それから障害

のある方、そして町内、町外というような分け方で今統計をとっているのですけれども、そ

ういった部分でいけば、かなり料金の見込みに現実との乖離があったのかなというふうに押

さえている部分が１つあります。それから、もう一つは、プールの運営に関しては、毎年オ

ープン前と、それからクローズした後にいわゆる管理委託をしている地域会の代表者の方だ

とか、あるいはプールの監視人として従事している方々、この人方に集まっていただいて管

理者会議というのを毎年２回やっているのですけれども、その中で18年度の閉館に伴う管理

者会議で管理者側から、利用者が全くいなくて監視員だけが要はプールにいるという状態が

かなりあるので、いわゆる期間だとか時間だとかという部分を見直したほうがいいのでない

かというような提案をいただきまして、平成19年度に実際に利用状況を午前、午後、それか

ら夜間というふうに分けて実態を調べたところ、本当にやっぱりかなりゼロに等しいような

期間や、あるいは時間帯があったということで、実は平成20年度に地域のご理解をいただき

ながら、かなり開設期間だとか時間を短縮したという経過がございます。そんなようなこと

もありまして、かなり利用人員が減ってきている部分も否めないのかなというふうに思って

おります。ただ、利用人員ではそういう減少するというリスクがあったのですけども、ある

意味効率的な費用対効果というものを考えた場合、一定の努力をしているという部分につい

てはご理解をいただきたいと思いますし、またプールの利用増につなげる対策というような

ことでは、平成19年度から水中ウオーキング教室、これは水の特性を生かした健康づくりと
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いうことで19年度には日中と夜間で合わせて15回、それから20年度も、失礼しました、20年

度からです。それから、21年度も日中８回、夜間４回、それから21年度からは水泳クリニッ

ク教室というようなことで始めていますし、これらの教室につきましても標茶プールだけで

なく磯分内だとか茶安別、あるいはそういった地域のプールでの実施ということに今後向け

て利用増を図っていきたいというふうに考えていますので、ご理解をいただきたいと思いま

す。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田君。 

〇委員（舘田賢治君） そういうふうにして利用増を図っていただきたいもんだなと思いま

す。 

 それで、公住の関係、いいですか。公住の関係で、いわゆる公住の予算で見ますと、公住

の収入や何かが8,000万円台になっておりまして、ここ19年、20年、今回とですか、大体似

たような収入になってきて、片や公住の建設を町内でやっておりますけれども、大体この収

入から見ると、公住を新しくしてきて入居者も今どうなっているか私は押さえていませんけ

れども、少しは公住の使用料上がってくるのかなと思ったら、大体横ばいみたいような数字

なのですが、この辺はどう押さえたらいいでしょうか。 

〇委員長（平川昌昭君） 管理課長、今君。 

〇管理課長（今 敏明君） お答えいたします。 

 １つには、家賃の問題ですけども、いわゆる現地建てかえですから、法によりまして優遇

措置がございます。５カ年の間のいわゆる旧家賃といわゆる新家賃に移行する間、25％ずつ

のアップということで、当然急激にはふえていかないという一つの制度がございますので、

新規公住ですともろにその単価というのが反映されるわけですけども、そういったような家

賃の取り扱いがあると。 

 また、もう一つには、ご承知かと思いますけども、例えば開運を例にとりますと、管理戸

数が最終的には４棟20戸ということで、管理戸数そのものが減ると。そして、麻生もそうで

すけども、現在52戸、実質的には政策的に既にもう空き家にしているとこもありますけども、

管理戸数52戸が最終的には32戸というようなこともあって、トータル的にはそう大幅には上

がんない。ただ、いろいろな状況があるのですけども、新規の住宅の家賃の差額も含めて若

干前年度から見ると上がっているというのが現状かというふうに認識しております。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田君。 

〇委員（舘田賢治君） 今後家賃の軽減もありますから、そういうことであれば、こういう

ふうに横並びになってくるのかな、戸数も本当に課長が言われたように壊していくもんです

から、戸数も大分足りなくなる、また新しくなっていくのは目立つもんですから、公住は建

っていくし、何か家賃収入はさっぱり上がっていないから、滞納者でもふえているのかなと、

こんなような感じも受けて聞いているのですが、そういうことも心配ないと。こういうこと

であれば、今現在この公住に対しては、全体のうちの公住の利用度というのは部屋も大体す

べて埋まっているような状態なのでしょうか。 
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〇委員長（平川昌昭君） 管理課長、今君。 

〇管理課長（今 敏明君） 毎月空き家については、広報でお知らせしています。標茶の市

街地につきましては、ほぼといいますか、一部桜南公住なんかでは一月、二月空き家になる

こともございますけども、市街地については現状では100％、今月の募集については市街地

の募集はないということで、今現状で募集かけてございますのは磯分内と、それから塘路の

古いほうのということで、おおむね100％に近い入居率ということでご理解を賜りたいと思

います。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田君。 

〇委員（舘田賢治君） わかりました。そういうことで、おおむね100％に近いということ

でありますから、またこれも心配するとこないなと、このように思います。 

 それで、観光施設の使用料の関係でキャンプ場や何かの収入が昨年から見るとちょっと、

100万円まではいかないけれども、少し落ちているようなのですが、できれば時代背景がこ

ういう時代背景ですから、こういう観光の施設というか、この使用料が少し上がってくるよ

うな町というか、標茶であってほしいなという思いもあっているもんですから、この観光使

用料の落ち込みというか、落ちた理由、それからまた今後この辺どのような形を考えている

のか、それもあわせてお聞きしておきたいなと。 

〇委員長（平川昌昭君） 企画財政課長、森山君。 

〇企画財政課長（森山 豊君） お答えいたします。 

 委員ご指摘のとおり、平成21年度と比較しましたら、86万円の減ということで予算計上し

ているところであります。これにつきましては、21年はキャンプ場の収入、３カ所、塘路、

シラルトロ、多和平で72万円、オートキャンプ場では500万円と見ていたとこなのですが、

それぞれ21年の実績、20年の実績等々を勘案して、22年度の設定ではキャンプ場３カ所で36

万円、オートキャンプ場では450万円という設定をさせていただきました。これにつきまし

ては、ただ21年の実績でいきますと、虹別のオートキャンプ場では約460万円、３カ所のキ

ャンプ場では約52万円の収入でありますので、22年の部分についてはかなり絞り込んだ形の

予算設定をさせていただいております。委員ご指摘のように、観光の振興という部分では、

標茶の町の活力という部分では非常に重要なとこでありますので、極力これらの利用促進に

ついての努力はしつつも、予算面ではぐっと絞り込んだ形の歳入を見込んだということでご

理解をいただければと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田君。 

〇委員（舘田賢治君） できればこの数字がどんどん上がってくるような施策を考えていた

だきたいと、このように思います。 

 それでは、農業委員会のほうに質問をさせてもらいたいと思います。農地法の改正で、私

も昨年農業委員会に質問をさせていただきましたけれども、農地法の改正が６月でしたね、

21年の。その改正で、いわゆる今までの農地は耕作者みずから所有をすることが最も適当と

するという考え方から、いわゆる農地の効率的な利用の促進をするというように考え方が変

 - 83 - 



わってきたと、こういうことであります。それで、これは農地は借りやすく、貸しやすく、

できれば農地を最大限に利用して耕作をできるようにするということだと思うのですけれ

ども、ことしこういう法律が変わって農業委員会としてことしの事業計画というのがもうで

きたのではないのかなと思うのですけれども、いわゆることしとしてはどんな柱を立てて農

業委員会が動き出すのか、まずそれをお聞きしたいなと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 農業委員会事務局長、牛崎君。 

〇農委事務局長（牛崎康人君） 改正農地法の関係のご質問でございますが、お答えしたい

と思います。 

 委員ご指摘のとおり、法改正が行われました。施行については、12月ということになって

おりますが、12月15日だったでしょうか、施行されまして、その後関係する省令、施行令等

が示されまして、大体２月、３月ぐらいにかけて担当の説明会等が行われている状況であり

まして、実を申しますと、事務局職員含めて農業委員さんもこれから本格的な勉強会をしな

がら、改正法の執行に当たって滞りのないようにしていくということで考えているところで

ございます。 

 ご質問の農業委員会としてどのような計画を立てて取り組んでいくのかということでご

ざいますが、実は当農業委員会、毎年年間計画を立てているわけなのですけれども、その中

では例えば何ヘクタールの農地の賃貸借をしましょうとか、売買をしましょうとか、そうい

うことは一切ございません。それらは、当然のことながら土地を所有している方、それから

貸借をされている方々双方がお決めになって、それについて違法性はないかとか、あるいは

有効な利用が図られるかとか、そういう観点で許可を行ったり、あるいは意見を添えて上部

機関に上げたりするのが農業委員会の仕事でありますので、そういうことで計画の中では具

体的なものはございませんので、ご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田君。 

〇委員（舘田賢治君） いわゆる今回の法律の見直しで、例えば農業生産法人の関係の考え

方だとか、それから農地の賃貸借の関係のことだとか、それからまた農協の連合会だとか、

そういうところがやはり直接牧場経営に、例えば標茶であれば牧場経営に参画していける、

まあまあしている例もあるのですけども、こういうもろもろの中でのいわゆる規制というも

のは今のところこの新しい法律の中では特にあるのでしょうか。私の聞きたいのは、農地の

貸借の関係が法律的にはどんななったのかなというのと、どういうふうに農協が事業に、今

度は農協でもやっていけるよというふうに思っているもんですから、それに対する土地や何

かの規制というのは何かあるのかなというのと、その辺が農業生産法人も含めて今までとこ

の新しい法律ができた後何か違いがあるのであれば、こういうふうに大きく変わっていると

こはこういうとこですよというのがあれば、お知らせをしていただきたいなと。 

〇委員長（平川昌昭君） 農業委員会事務局長、牛崎君。 

〇農委事務局長（牛崎康人君） お答えいたします。 

 改正前と改正後の大きな違いは何かということだと思いますけれども、賃貸借の部分で所
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有権もそうなのですけれども、改正前の法律については冒頭委員がおっしゃったとおり農業

者みずからが所有して耕作することが望ましいという、そういう規定でございました。改正

後については、農地は国民の貴重な財産であるということを前提にして有効に利用するのが

望ましいということ、そういう発想のもとに新しいスキームがつくられております。それで、

従前は個人であれば農業者でなければ使用できなかった、あるいは賃貸借もできなかった、

法人についても農業生産法人でなければ所有できなかった、それから使用できなかったとい

うことがあるのですけれども、改正後については農業者以外の個人でも賃貸借は可能と。そ

れから、農業生産法人以外の法人、一般法人であっても農地を利用することができるように

なったと。賃貸借でできるようになったと。その辺の部分で企業参入によって農村社会が破

壊されるのじゃないかとか、そういう懸念がありまして、その辺については所有については

一般法人についてはいまだ認められていない状況でありますけれども、その辺が一番大きな

とこだというふうに認識しております。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田君。 

〇委員（舘田賢治君） 土地や何かの関係では、条件が変わったということはないというふ

うに、したら解釈していていいのか。土地の賃貸借の関係では、その条件、今まではこうだ

ったけど、こうだよということは、今までと変わらないよというふうに解釈していてよろし

いですね。そして、農協や何かについて、今牧場経営やっていても、特にここには規制をし

ているものはないと、こういう解釈でよろしいですね。 

〇委員長（平川昌昭君） 休憩します。 

 

休憩 午後 ３時３４分 

再開 午後 ３時３５分 

 

〇委員長（平川昌昭君） 休憩前に引き続き委員会を開きます。 

 総括質疑を続行いたします。 

 農業委員会事務局長、牛崎君。 

〇農委事務局長（牛崎康人君） 今委員から牧場経営というような言葉で質問がありまして、

ちょっと考えていたのですけれども、農協も一般法人に賃貸借が許されるようになったと同

様に賃貸借については可能になったということでありますので、農地を利用することができ

るようになったということで、そういう意味でご理解いただきたいと思います。 

 それから、条件について変わったのかということなのですけれども、実は改正後の農地法

の中では運用規定の中で基準の中で何点かの条件づけがされておりまして、例えば地域調和

要件と言われるものであるとか、あるいは賃貸借においては農地として使わなくなったとき

に返さなければいけないという、そういう契約を結びなさいとか、そういう幾つかの新しい

条件づけがされております。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田君。 
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〇委員（舘田賢治君） よくわかりました。 

 それと、この農地のいわゆる賃貸借の借りる、貸す、貸す側も借りる側も年数的なものに

は変化はないのでしょうか。賃貸借の例えば今まで何年だったけど、何年になったのだよと

かと、そういうものはないですか。それを聞いていたのですけども、たしかそれはあると思

うのです。もしあれだったら、後で調べてちょっと教えてください。 

 それと、いい、それ後で調べておいて。この今回の農地法の改正に伴って、いわゆる農地

税制の見直しも相続税の関係で税の対象か何かになるようになりましたですよね。農地のい

わゆる相続税の納税猶予か何かの制度か何かありませんか。いわゆる何か……それも後でい

いわ。 

 今度の新しい法律の中で、農地の利用集積円滑化事業というのも出てきましたよね。この

円滑化事業の農地の利用の集積計画というか、標茶の場合はこういうものに取り組むような

考え方は必要あるのかないのか、その辺どのような考え方になっていますか。 

〇委員長（平川昌昭君） 農業委員会事務局長、牛崎君。 

〇農委事務局長（牛崎康人君） 農地利用集積円滑化事業のことだと思うのですけれども、

改正農地法の趣旨を踏まえて新しく出てきている事業でございますが、市町村、農協等が中

間に入る形で出し手側の希望を集約をして、そして面的なまとまりとして受け手のほうに出

すと、それによって面積当たりの交付金がもらえるという、そういう事業でありますが、ま

だ具体的にどこが受けるとか、そういった決定はしておりません。これから関係機関とお話

をしながら、実施に向けた検討をしていきたいというふうに考えているところなのですけれ

ども、先ほど申し上げたとおり、具体的な説明会というのがことしに入ってから主に開催さ

れておりまして、この事業に関する情報もまだ十分じゃなかったというふうに考えておりま

して、これから今まで出てきている情報をもとにしながら、面的集積を図っていくためにな

かなか有効な事業なのじゃないかなということはＰＲ等のペーパーで感じておりましたの

で、考えていきたいというふうに考えております。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田君。 

〇委員（舘田賢治君） 本当になかなかこの事業も考えようによっては、何か本当に今課長

が言ったようなことのようですから、今後これも委員会の中でひとつ検討というか、してみ

ていただきたいなと、このように思います。 

 質問をかえます。こっち見たついでだから、土木のほうの井上課長のほうにちょっと参考

にお聞きをしておきたいなと、こう思うのですけども、入札のいわゆる今失格基準と申しま

すか、この制度が今まで予定価格がありましたと、そして予定価格の何％を切ったら失格で

すよというようなことで、また今回また道のほうもそういうような基準の中で動いているよ

うですが、標茶は最低のラインは設けていないようですが、今後この辺の考え方は町として

はどのような考え方持っているのかお聞かせ願いたいなと。 

〇委員長（平川昌昭君） 建設課長、井上君。 

〇建設課長（井上 栄君） お答えいたします。 
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 本町におきましては、入札に関しましてのいわゆる失格等の関係でいいますと、決まり上

におきましてはいわゆる最低制限価格の設定という方法が１つございまして、これができる

規定でもってございます。それと、平成13年度に公共工事の入札契約の適正化に関する法律

の施行と、それから指針が示されたことから、本町でもさまざまな努力義務、それから義務

的事項をやってきているわけなのですけども、その中の一環としていわゆる低入札価格調査

制度というものが国のほうから示されまして、それを本町では平成13年から採用しておりま

す。これにつきましては、目的はいわゆる工事等における請負契約について契約内容に適合

した履行と品質確保の観点から過度な、行き過ぎたという意味でございますが、ダンピング

受注を防止すると。いわゆる公共工事、安ければよかろうという議論だけではなくて、これ

は世論の経済状況等いろんなご意見等があって動く話かもしれませんけども、安いもので品

質が確保されないで長期にわたる瑕疵が起こるようなものがつくられては困るというよう

なこともありまして、この防止の目的で価格制度、この具体的な内容につきましては、先ほ

ど言いました最低制限価格というのが一発ノックダウン方式としますと、この低入札価格調

査制度につきましては一定の入札価格の内数として、これ以上低い価格では確実な履行が可

能だろうかということをこちらで価格を非公表で設定しておきまして、その価格より低い価

格で入札があった場合には、一発ノックダウンではなくて保留にさせていただいて調査をさ

せていただくと。そして、具体的には聞き取り調査、なぜこの価格で仕事ができるというこ

とになるのか、それからこの積算内訳書を参考にさせていただいて、そこで聞き取り調査を

実施して確実に実施できると、雇用の問題、それから建設副産物の問題等も十分にできると

いうことが確証された上で契約をするという制度を取り入れて実施しております。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田君。 

〇委員（舘田賢治君） いわゆる予定価格に対して今まで77％くらいが失格基準というのか、

それが大体10％で横並びにしたという、道のほうはですよ。そういうようなものが今後やっ

ぱりうちらのほうもいわゆる今課長が言ったように価格の問題だとか、技術者の問題だとか、

それにまたプラスこの地域性も配慮せんきゃいかんよね。やっぱり特にこちらのほうの地元

優先といった言葉を出すとおかしな話ですけども、地域的な物の考え方もあわせて、その辺

も今後町としても考えていくべきでないのかなと、このように私思っているのですが、いか

がなのか。 

〇委員長（平川昌昭君） 建設課長、井上君。 

〇建設課長（井上 栄君） 本町におきまして、低入札の価格調査制度につきましては13年

度から取り入れているというお話しさせていただきました。管内的にも私どものほうは他町

村でも動きが、価格調査制度というのは取り入れているもんだろうなと実は思っておりまし

たが、たまたまけさ隣町の厚岸町さんのほうとお話しする機会ありまして、そのときにお聞

きしたところ、昨年ですか、20か21に低入札価格調査制度を取り入れたということで、この

点では私の認識ちょっと誤っておりまして、本町における低入札価格調査制度については、

他町村よりもかなり早い段階で対応していたのだなということを改めて認識いたしました。
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都道府県や市レベル、大きな全国的な市レベルでは、この低入札価格調査制度というのがど

う最低制限価格ですか、両方をもって取り入れている、または低入札価格調査制度のみを取

り入れているという状態があるようでございます。北海道においても本町と同じ形をとって

おりまして、委員先ほど言われたように、全体的な、これに加えて北海道のほうでは資格制

度、いわゆる最低制限価格じゃなくて、低入札価格調査制度は聞き取り調査をして、これで

は確実な施工は厳しいだろうなという判断した上で今までは失格と、２番札を合格という形

にしていたのですけど、これを一発、低入札価格調査制度に対応するために失格基準を改め

て設けたというのがホームページのほうでも出ておりましたので、これらについては北海道

のほうの考え方でございます。管内的にも今言ったような状況でございまして、この失格基

準の設定については先ほど委員もおっしゃったように地域性等いろいろ考慮した上、今のと

ころ本町においては強烈なダンピング競争が起きているという状態にはないと私ども認識

しておりますので、今後の状況、管内の状況等の情報も収集することに努力して、必要なと

きには本庁舎内での議論もさせていただいて、その上で考えていきたいと思っております。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田君。 

〇委員（舘田賢治君） わかりました。 

 最後になりますけれども、やすらぎ園のほうの園長にお聞きをしておきたいと思うのです

が、先ほど小林委員の質問を聞いておりまして、ちょっとついでにと思って電算をたたいて

みたのですが、介護サービス勘定の短期入所者の関係なのですが、予算説明のときにいわゆ

るショートのほうに人の配置をされたと、短期のほうにですか、そういうこともあってかな

というふうに思っておりますが、いたましいなと思ったのは、この私の打った数字が正しい

数字だというふうに思っていませんけども、短期入所者のこの介護事業の今までここだけが

黒字を占めていた、ここだけ黒字占めていたのですよ、本当に頑張っているなというぐらい

ここが黒字を出していて、本当に去年あたりは1,000万円から、何だか概算でいえば1,000万

円から黒字を出しております。それがことしになると逆転したということなもんですから、

これいたましいなと。小林委員の質問とあわせて電算打ったら、こんなほかのほうは合わな

いにしても、何でこれだけの合っているとこのやつがマイナスにせんきゃいかんのかなと。

この辺どういうことなのか、予算説明で言ったとおり、人を雇ってしまったからこんななっ

たのか、ちょっとその辺の考え方をお聞きしたいなと。 

〇委員長（平川昌昭君） やすらぎ園長、山澤君。 

〇やすらぎ園長（山澤正宏君） お答えいたします。 

 こちらのほうでは、デイサービス、短期入所、やすらぎ園の３つの事業、私させていただ

いております。20年度の当初予算では、この３つの事業では収支のバランスでいいますと、

約5,200万円ほどの赤字という当初予算を組ませていただいた経過があります。今年度につ

いては、22年度、今年度当初予算でこの３つの事業、収支バランスでいいますと、4,000万

円ほどの赤字という予算です。済みません、もう一回訂正させていただきます。21年度当初

予算、３つの事業を合わせますと6,700万円ほどの赤字経営、今回22年度の当初予算では約4,
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000万円の赤字という形で、2,600万円ほど増収というのですか、少し改善はできるだろうと

いう今回の予算組みをさせていただいております。 

 それで、今後ご指摘の今の短期入所の考え方でございますけれども、平成20年度で報酬改

定がございました。それで、加算をとることができる部分がありましたので、それでやすら

ぎ園の職員の中での予算の中で組んでいた２人を、短期入所のほうの予算を２人異動させた

ということで、今年度、そのことによって短期入所のほうの加算が、年間それほどの額では

ありませんけれども、約90万円ほど、こういう人員配置をすることによって90万円の加算が

新たに加わるということが生じるということだったもんですから、その３つの事業、経営的

に少しでも黒字を出そうという考え方が当然ありますので、こういう措置をさせていただい

た結果、短期入所だけ比較すると、今年度は約190万円の赤字になっている現在の状況であ

ります。 

〇委員長（平川昌昭君） 舘田君。 

〇委員（舘田賢治君） これ最後にしますけれど、そうしますといわゆる短期、それから通

所合わせて、それとやすらぎ園のほうと合わせて、いわゆる全体のバランスをとるのにこう

やって努力をしたのだと。その結果、190万円短期は赤字になったけれども、全体的には頑

張れるような状態になってきているよと、こういう理解でいいのですね。余りにも前回は、

去年までのやつは予算は1,200万円からの利益出ているから、今度それが逆転しているから、

そういう予算の配分をしたというのであれば、それはそれでいいですけど、できるだけそう

いう努力をしていただいて、私どもはこうやって見た目しかわからないもんですから、見た

数字で見たまんまのことをお話をする以外ないもんですから、実務をやっておられる皆さん

方はそういうふうにして努力をいただければいいなと。 

 以上で私の質問を終わります。 

〇委員長（平川昌昭君） 農業委員会事務局長、牛崎君。 

〇農委事務局長（牛崎康人君） 先ほど答弁できなかった２点についてお答えしたいと思い

ます。 

 まず、１点が農地の賃貸借の存続期間の関係なのですけれども、こちらについては従前20

年だったのが50年までになったということであります。 

 それから、もう一点、相続の関係ですが、実は相続に関しては１つ相続等の届け出制度の

創設というのがありまして、ちょっとそちらのほうに頭がいってしまいましてお答えするこ

とができませんでした。届け出制度というのは、相続の権利移動の場合、今まで農業委員会

の目に触れることがなかったので、相続を受けた場合については届け出をして、そして農地

等の取得があったよということを知らしてくださいという新しい制度でございます。 

 それから、委員からお尋ねのありました相続税の猶予関係なのですが、従前これ相続で20

年経過した場合に営農を継続した場合には納税が猶予されるというのがあったのですが、今

回の見直しで貸し付けた場合でも相続税が猶予されるということになりまして、改正法の柱

であります所有から利用への転換、それからより貸しやすく、借りやすくするというような
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ことを後押しする形であるということで説明を受けております。ただ、この場合利用につい

ては終身継続が必要だということになっておりますので、その辺は注意をするようにという

ことを言われておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇委員（舘田賢治君） 終わります。 

〇委員長（平川昌昭君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） 質疑はないものと認めます。 

 質疑は終結いたしました。 

 これより討論を行います。 

討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） 討論ないものと認めます。 

 これより議案第24号から議案第31号まで議題８案一括して採決をいたします。 

 議題８案は、いずれも原案可決すべきものと決定してご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇委員長（平川昌昭君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、議案第24号、議案第25号、議案第26号、議案第27号、議案第28号、議案第29号、

議案第30号、議案第31号は、いずれも原案可決すべきものと決定いたしました。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇委員長（平川昌昭君） 以上で平成22年度標茶町各会計予算審査特別委員会に付託された

議題８案の審査は終了いたしました。 

 これをもって平成22年度標茶町各会計予算審査特別委員会を閉会いたします。 

（午後 ３時５６分） 
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